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相談 内容 場所 日時 備考 お問い合わせ先

いきいきネット
相談支援
センター

高齢者、障がいのある
人、ひとり親家庭、ま
たはその家族などを
対象に、コミュニティ
ソーシャルワーカー
（CSW）が相談をうか
がい、必要に応じて福
祉サービスへのつなぎ
等の支援を行います。

①�守口市社会福祉協議会
守口市京阪本通2-5-5
守口市役所7階�
☎06-6992-2715
②�藤田いきいきネット
相談支援センター�
守口市藤田町4-20-1
☎06-6900-0809
③�市内各コミュニティ
センター

①�毎週月～金曜日�
午前9時～�
午後5時30分
②�毎週月～金曜日�
午前10時～�
午後4時
※�下記③の開設時間
を除く
③�第1火曜日�
西部コミュニティセンター
第1木曜日�
庭窪コミュニティセンター
第2火曜日�
北部コミュニティセンター
第2木曜日�
南部エリアコミュニティセンター
第3火曜日�
錦エリアコミュニティセンター
第3木曜日�
東部エリアコミュニティセンター
第4火曜日�
八雲東コミュニティセンター
午前10時～�
午前12時

予約不要
守口市
社会福祉協議会
☎06-6992-2715

※�祝日、年末年始を除く�
広報もりぐちに予定を掲載しています。

法相談

金મ貸借、相続や離
婚、土地建物の貸借問
題など、法上の問題
について弁護士や࢘
法書士が相談に応じ
ます。

市役所1階北エリア
市民相談室

弁護士
毎週木曜日
午後1時～4時30分
司法書士
毎月第2～4火曜日
午後1時～3時
（祝日、年末年始を除く）

弁護士要予約
・�オンライン申請予約（前
週の木曜日午前0時から）
・�電話予約（前週の木曜日
午前9時から※受付が休
日の時は、翌開庁日の午
前9時から）先着14人、1
人30分
司法書士要予約
・�オンライン申請予約（前
週の火曜日午前0時から）
・�電話予約（前週の火曜日
午前9時から※受付が休
日の時は、翌開庁日の午
前9時から）先着8人、1人
30分

企画財政部
ັ力創造発信課
☎06-6992-1353
☎06-6992-1356

オンライン申請

各種相談窓口
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相談 内容 場所 日時 備考 お問い合わせ先

登記相談
相続、売買、ଃ与等の
登記などについて࢘
法書士が相談に応じ
ます。

市役所1階北エリア
市民相談室

毎月第2水曜日
午後1時～3時
（祝日、年末年始を除く）

要予約
・�オンライン申請予約（前
週の水曜日午前0時から）
・�電話予約（前週の水曜日
午前9時から※受付が休
日の時は、翌開庁日の午
前9時から）先着4人、1人
30分

企画財政部
ັ力創造発信課
☎06-6992-1353
☎06-6992-1356

オンライン申請

税務相談
相続税、所得税、ଃ与
税など、各種税務上の
問題について税理士
が相談に応じます。

市役所1階北エリア
市民相談室

毎月第2金曜日
午後1時～4時
（祝日、年末年始を除く）

要予約
・�オンライン申請予約（前
週の金曜日午前0時から）
・�電話予約（前週の金曜日
午前9時から※受付が休
日の時は、翌開庁日の午
前9時から）先着6人、1人
30分

行政書࢜相談
成年後見・各種契約書
の作成などについて
行政書士が相談に応
じます。

市役所1階北エリア
市民相談室

毎月第1火曜日
午後1時～4時
（祝日、年末年始を除く）

要予約
・�オンライン申請予約（前
週の火曜日午前0時から）
・�電話予約（前週の火曜日
午前9時から※受付が休
日の時は、翌開庁日の午
前9時から※受付が休日
の時は、翌開庁日の午前9
時から）先着6人、1人30
分

不動産一般相談
賃貸借契約・不動産の
活用などについて宅
地建物取引士が相談
に応じます。

市役所1階北エリア
市民相談室

毎月第1火曜日
午後1時～4時
（祝日、年末年始を除く）

要予約
・�オンライン申請予約（前
週の火曜日午前0時から）
・�電話予約（前週の火曜日
午前9時から※受付が休
日の時は、翌開庁日の午
前9時から）先着6人、1人
30分

行政相談
国等に対する要望・ۤ
情などについて、行政
相談委員がお聞きし
ます。

市役所1階北エリア
市民相談室

毎月第4火曜日
午前10時～12時
（祝日、年末年始を除く）

要予約（前日までに）
・�オンライン申請予約（前
週の火曜日午前0時から）
・�電話予約（前週の火曜日
午前0時から※受付が休
日の時は、翌開庁日の午
前9時から）先着4人、1人
30分

介護保険
ۤ情専門相談

介護サービスなどに
関するۤ情について
弁護士が相談に応じ
ます。

市役所1階北エリア
市民相談室

毎月第2水曜日
午後3時30分～
5時30分
（祝日、年末年始を除く）

要予約
前日までに電話で

くすのき広域連合
本部
☎06-6995-1516
くすのき広域連合
守口支所
高齢介護課内
☎06-6992-2180

人権相談
様ʑな人権問題の悩
みについて、人権相談
員や人権༴護委員が
相談に応じます。

市役所5階南エリア
人権室

毎週月・水・金曜日
午前9時～12時
毎週木曜日
午後1時～4時
（祝日、年末年始を除く）

予約不要
市民生活部
人権室
☎06-6992-1512

女性のための悩み相談
オンライン申請

L(BTなんでも相談
オンライン申請

電話相談
☎06-6992-1512

毎月第2・4金曜日
午後5時～8時
（祝日、年末年始を除く）

予約不要
1人30分

ঁ性のたΊの
み相談

様ʑな問題、悩みにつ
いて、専門の女性心
理カウンセラーがあ
なたの問題解決をサ
ポートします。

市役所5階南エリア
人権室

毎月第1～4火曜日
午後1時～4時
（祝日、年末年始を除く）要予約

電話予約（平日午前9時～午
後5時30分）
オンライン申請予約
1人50分LGBT

なんでも相談

性的マイノリティの
方やその家族の相談
にトランスジェン
ダーの相談員が応じ
ます。

市役所5階南エリア
人権室

毎月第3水曜日
午後5時～8時

らし・
事の相談

生活全般にわたる悩
みや困りごとの相談
を受けて、自立した生
活を送ることができ
るようにさまざまな
支援を行います。

市役所6階南エリア
くらしサポートセン
ター守口

月曜日～金曜日
午前9時～
午後5時30分
第2・第4日曜日
午前9時～午後1時
（祝日、年末年始を除く）

予約不要

くらしサポート
センター守口
フリーダイヤル
0800-200-8011
☎06-6998-4510
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相談 内容 場所 日時 備考 お問い合わせ先

家庭児童相談

0歳から18歳までの
子どもについての悩
みや困りごとの相談
に応じます。必要に応
じて地域の関係機関
と連携して問題の解
決につとめます。

市役所3階北エリア
子育て世代包括支援セ
ンター家庭児童相談

毎週月曜日～金曜日
午前9時～
午後5時30分
（祝日、年末年始を除く）

相談は無料です。
予約不要
電話相談可

こども部
子育て世代包括
支援センター
家庭児童相談
☎06-6992-1655

児童虐待に
関する相談・
通告先

・�虐待と思われる子
どもがいたら。
・�子育てに悩む親が
いたら。
・�ご自身が出産や子
育てに悩んだら。

（匿名でも可能です。
秘密は守られます。）

市役所3階北エリア
子育て世代包括支援セ
ンター家庭児童相談

■月～金曜日
午前9時～
午後5時30分
（祝日、年末年始を除く）

相談無料、予約不要。
（すべて共通です。）
☎06-6992-1655

寝屋川市八坂町28-5
大阪府中央子ども家庭
センター

■月～金曜日
午前9時～
午後5時45分
（祝日、年末年始を除く）

☎072-828-0161

■夜間・休日
午後5時45分～
午前9時及び土・日曜
日、祝日、年末年始

☎072-295-8737

児童相談所虐待対応ダ
イヤル

■24時間365日対応
通話料無料

☎189
（大阪府中央子ども家庭セ
ンターにつながります。）

教育相談
いじめや不登校など、
教育に関するさまざ
まな悩みの相談に応
じます。

市役所6階南エリア
教育センター

毎週月曜日～金曜日
午前9時～
午後5時30分
（祝日、年末年始を除く）

相談は無料です。
面接相談は要予約
電話教育相談［保護者］
（☎06-6992-6346）
いじめホットライン［子ども］
（☎06-6992-0177）
メール教育相談
［子ども・保護者］
soudan@moriguchi-osk.
ed.jp
LINE教育相談［子ども］
ID：@kef2467j

教育センター
☎06-6997-0703

消費生活に関す
る相談窓口
（守口市消費生
活センター）

消費者からの消費生
活に関する商品や
サービスの相談を受
付けています。

市役所5階南エリア
消費生活センター

月曜日～金曜日
午前9時～
午後4時30分
（祝日、年末年始を除く）

相談できる方
守口市内に在住・在職・在学
の方
予約不要・電話相談可

守口市消費生活セン
ター相談専用電話
☎06-6998-3600

空き家不動産無
料相談（空き家
の所有者向け）

空き家に関する問題に
ついて宅地建物取引士
が相談に応じます。

市役所1階北エリア
市民相談室

毎月第4月曜日
午前10時～12時
（祝日、年末年始を除く）

要予約（予約先）公益社団法
人　全日本不動産協会　
大阪東支部（☎06-4250-
9191）

都市整備部住宅ま
ちづくり課
☎06-6992-1696
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総合窓口課（戸籍・住民登録・各種証明など）9：00～17：30
夜間開庁（金曜）17：30～20：00　休日開庁（日曜）  9：00～13：00
住民異動届・各種証明発行・マイナンバーカード関連業務（第3土曜日の翌日曜日を除く）
※夜間開庁、休日開庁では、戸籍・年金に係る業務は取り扱っていません

戸籍・住民登録など

おくやみ窓口
　ご遺族の不安や負担を少しでも軽減できるように、市役
所での手続きの支援をおこないます。
対象者
　亡くなられた方が守口市に住民登録していたご遺族
必要なもの
　申請される方の本人確認証（マイナンバーカード・運転
免許証など）
※�本人確認証を読み取ることで申請者の基本情報（名前・
住所・生年月日など）を必要書類に印字して作成します。
※�予約システムを利用し設問に回答することで事前絞り
込みが可能となり、手続きの一覧、申請に必要な持ち物
のリストをお知らせします。
※�「おくやみガイドブック」のチェックリストでも必要な
持ち物を確認することができます。

おくやみ窓口 本庁2階 総合窓口課
利用手順
①�オンライン（「かんたん窓口」）・電話にて予約、当日受付
も可（1時間1枠とし、予約を優先します）
②�窓口でヒアリング（システム）により必要部署の絞り込み
③�申請者の基本情報を印字した各部署の必要書類を一括
で印刷
④必要書類をファイリングし、行き先部署を案内
⑤各部局で手続き（他の手続きの有無の確認）
※�確実にお手続きいただくため、各部署へご案内をする方
式を採用しています。

　不正な届け出を防止するため、窓口で届出人の本人確認
が義務付けられています。これは平成20年5月1日の住民
基本台帳法・戸籍法の一部改正の施行に伴うもので、なり
すましなどの不正を未然に防止することを目的としてい
ます。
　住民異動届（転入・転出・転居・世帯変更など）の届出者お
よび各種証明書交付申請者にӈ記の書類を提示していた
だき、本人であることを確認させていただきます。
　なお、窓口にて本人確認のため職員が質問させていただ
くこともありますので、ご了承ください。

本人確認書類 提示数

A 官公庁発行のもの（顔写真あり）

運転免許証
パスポート
マイナンバーカード
住民基本台帳カード　
在留カード など

いずれか1点
の提示をお
願いします。

B 官公庁発行のもの（顔写真なし）

健康保険被保険者証
介護保険被保険者証
年金手帳
住民基本台帳カード
生活保護受給者証 など

いずれか2点
の提示をお
願いします。
（組み合わせ
については
欄外のとお
りです）

C その他氏名が記載された書類

社員証　 学生証　
預金通帳
キャッシュカード
クレジットカード など

いずれか2点
の提示をお
願いします。
（組み合わせ
については
欄外のとお
りです）

窓口での本人確認にご協力をお願いします

市民生活部総合窓口課 おくやみ窓口☎06-6992-1523

本人確認をより確実に行わせていただくため、Aに掲げる
書類の提示をお願いします。

Aによる本人確認ができない場合
・�住民異動届（転入・転出・転居・世帯変更など）については
BまたはCに掲げる本人確認書類から1点の提示をお願
いします。
・�戸籍関係の証明書（附票を除く）の交付申請をされる方
については、Bに掲げる本人確認書類あるいは社員証、学
生証を含めて2点提示をお願いします。
・�税関係の証明書を交付申請される方については、Bおよ
びCに掲げる本人確認書類から2点の提示をお願いしま
す。（守口市民カードをお持ちの方は1点で可）
・�戸籍関係を除く各種証明書（附票を含む）の交付申請お
よびその他の申請をされる方については、BまたはCに
掲げる本人確認書類から1点の提示をお願いします。

『住民異動の届け出などを正しく行っていますか』
住民基本台帳の記録は、国民健康保険、国民年金、児童手

当など、いろいろな行政事務・行政サービスの基礎になって
います。
　行政サービスを確実に受けられるように、引っ越しなど
で住所が変わった人で在留カードなどの切替えをしてい
ない人は、速やかに届け出（申請）をしてください。
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　転入・転出などの引越しをされたときは、下表の届出が必要ですので、総合窓口課までお越しください。
　なお、届出が出来る人は、本人または世帯主、同一世帯のご家族の人です。それ以外の人が届出する場合は委任状が必要
です。
　また、総合窓口課では住所変更に伴う各種手続きを行っておりますので該当するものがある場合はお申し出ください。

種類 届出期間 届出人 必要な物 総合窓口課で行える手続き

転入届
（他の市区町村から
守口市へ引越し）

転入した日から
14日以内
※�引越し前に届
出することは
できません。

・本人または世帯主
・�代理人（委任状が
必要です）

前住所地の市区町村の転出証明書
本人確認書類　
国民年金手帳（国民年金加入者のみ）
�マイナンバーカード（所持している人
のみ）
�住民基本台帳カード（所持している人
のみ）
在留カードなど（外国人住民のみ）
代理人の場合、委任状

・国民健康保険の加入
・介護保険の認定申請
・こども医療証の申請
・児童手当の受給申請
・�市立小・中・義務教育学校の就学
通知書発行
・飼い犬の鑑札の交換

転出届
（守口市から他の
市区町村への引越し）

転出する日までに
・本人または世帯主
・�代理人（委任状が
必要です）

本人確認書類
国民健康保険証（国保加入者のみ）
市民カード（所持している人のみ）
代理人の場合、委任状

・国民健康保険証の有効期限変更
・児童手当受給事由消滅の申請
・市立小中学校の転退学通知書発行

転居届
（守口市内での
引越し）

転居した日から
14日以内
※�引越し前に届
出することは
できません。

・本人または世帯主
・�代理人（委任状が
必要です）

本人確認書類
国民年金手帳（国民年金加入者のみ）
�マイナンバーカード（所持している人
のみ）
�住民基本台帳カード（所持している人
のみ）
在留カードなど（外国人住民のみ）
代理人の場合、委任状

・犬の所在地変更届
・�市立小中学校の就学・転退学通知
書の発行

世帯主変更届 変更した日から
14日以内

・本人または世帯主
・�代理人（委任状が
必要です）

本人確認書類
国民健康保険証（国保加入者のみ）
代理人の場合、委任状

・�世帯主変更後の国民健康保険証
の発行

世帯分離届
世帯合併届

分離または
合併した日から
14日以内

・本人または世帯主
・�代理人（委任状が
必要です）

本人確認書類
代理人の場合、委任状

※�各届出とも窓口に来られた人の本人確認を行いますので、免許証、保険証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パ
スポート、在留カード、年金手帳などをお持ちください。
※他課の手続きも総合窓口課で行っていますが、内容によっては担当課にご案内させていただく場合もあります。

住所変更の届出は

市民生活部 総合窓口課 住基担当　☎06-6992-1530
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市民生活部 総合窓口課 ূ໌担当　☎06-6992-1528

　各種証明書の交付申請の際、本人確認ができる書類が必要です。また、本人以外の方が申請される場合は委任状や必要と
する方との関係が明らかになる資料（ૄ明資料）が必要となる場合がありますので、くわしくは総合窓口課へお問い合わせ
ください。

総合窓口課が取り扱う各種証明書

証明書の種類 内容 申請時に必要なもの 1通あたりの
手数料 適用

住民票の写し

住民の住居関係を証明するものです。
通常「世帯主氏名・続ฑ」、「本籍地・
筆頭者氏名」、「個人番号（マイナン
バー）」および「国籍・在留資格等」（外
国籍の方のみ）欄は省略しています
が、必要に応じて記載することができ
ます。

本人確認書類 300円

世帯全員の写し

世帯一部の者の写し

住民票（除票）の写し
転出、死亡、住民票の改製などにより
消除された住民票の写しで、保存期間
（5年）内であれば発行できます。

本人確認書類 300円

住民票記載事項証明書
住民票のうち標準的な証明事項（氏
名、生年月日、性別、住所など）を記載
したもの

本人確認書類 300円
自ら証明用紙を持参することによ
り、その用紙に市長印で認証する場
合（公的年金以外の現況証明など）
市役所所定の証明書を作成する場合

戸籍全部・個人事項証明
（౽本・ঞ本） 戸籍の内容を証明したもの 本人確認書類 450円

謄本とは、その戸籍の全ての者を証
明したもの
抄本とは、その戸籍の一部の者を証
明したもの

除籍・改原戸籍
（౽本・ঞ本）

除籍（一つの戸籍内の全員が除かれた
戸籍） 本人確認書類 750円

謄本とは、その戸籍の全ての者を証
明したもの

改製原戸籍（法令等の改正によって除
かれた戸籍）

抄本とは、その戸籍の一部の者を証
明したもの

戸籍の附票
（全部・一部）

戸籍単Ґに本籍、筆頭者氏名、在籍者
氏名、住所、住所を定めた日などを記
載したもの

本人確認書類 300円
全部とは、その戸籍の全ての者を証
明したもの
一部とは、その戸籍の一部の者を証
明したもの

戸籍届出受理証明書 戸籍の届出が受理されたことを証明
するもの

本人確認書類
�代理人の場合、
本人直筆の委任状

350円
（上質紙
1,400円）

ॾ証明
（ഁ産・後見に関する
証明）

破産宣告・後見登録の通知を受けてい
ないことを証明するもの 本人確認書類 300円

印鑑登録証明書 印鑑登録印影、住所、氏名、生年月日を
証明するもの

印鑑登録証
本人確認書類 300円

自動車ྟ時運行許可 自動車の臨時運行のための許可証と
ナンバープレートの貸与

本人確認書類　
�原本（自動車検査証、自
動車損害賠償責任保険
証明書）

750円
（1車両） 許可期間は最大5日間

転出証明書 転出届時に発行し、転入届時に提出す
るもの 本人確認書類　 無料

マイナンバーカード
の再交付

マイナンバーカードは本人確認書類
およびマイナンバー確認書類として
利用できます。

本人確認書類
写真 800円

公的個人認証サービ
スの電子証明書の再
交付

インターネットを通じて行政手続を
行う際に必要になる証明書です。

マイナンバーカード
本人確認書類 200円

広域交付住民票
守口市以外に住民登録されている方
が、本人申請するもので、住基ネット
を利用した住民票の写しの交付

公署が発行した写真�
付証明書 300円

課税（所得）証明書 個人市・府民税の課税額、所得金額な
どを証明したもの 本人確認書類 300円

納税証明書
課税額、納付済額などを証明したも
の。（個人市・府民税、固定資産税、軽自
動車税等）

本人確認書類 300円

続検査用軽自動車ܧ
税納税証明書 軽自動車の滞納がないࢫを証明します。 本人確認書類 無料

ධՁ（公課）証明書 固定資産課税台帳に記載されている
事項を証明します。 本人確認書類 300円

各種ূ໌ॻのൃߦ
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①住民票の写し（世帯全員、世帯一部） 300円
②印鑑登録証明書（本人分のみ） 300円
③戸籍全部（一部）事項証明書 450円
④戸籍の附票（全部、一部） 300円
⑤課税証明書（本人分のみ） 300円

利用できる店舗
多機能端末機（マルチコピー機）設置のコンビニ、スーパー
マーケット、ドラッグストアなど

利用できる日時
　12月29日から翌1月3日を除く全日
　午前6時30分から午後11時
※�メンテナンスによりご利用いただけない場合もあります。
※�戸籍全部（個人）事項証明書、戸籍の附票の取得は午前9
時から午後9時までです。

利用方法
　多機能端末機（マルチコピー機）のタッチパネルを操作
します。
　店舗により機種は異なりますが、初期画面で「行政サー
ビス」ボタンをタッチして、パネルの指示どおりに操作し
てください。
※�マイナンバーカードを持参しないと、ご利用できません。

マΠナンόーΧーυをར用して住民ථのࣸ
しなどのূ໌ॻ͕ίンϏχでऔಘで͖ますɻ

市民生活部 総合窓口課 ॸ担当
☎06-6992-1525

コンビニで取得可能な証明書の種別と証明書手数料

戸籍関

※婚姻・離婚・認知・養子縁組・養子離縁の届出の際には、運転免許証等の本人確認書類の提示をお願いしています。

市民生活部 総合窓口課 戸籍担当　☎06-6992-1526

種類 届出期間 届出人 届出先 必要なもの

出生届 生まれた日から14
日以内 ・父または母

・生まれたところ
・本籍地
・届出人の住所地

出生証明書　 母子健康手帳

死亡届 死亡を知った日か
ら7日以内

・親族　・同居者
・�家主、地主、家屋管理人、土地管
理人 など

・死亡したところ
・本籍地
・届出人の住所地

死亡診断書

死産届 死産した日から7日
以内

・父または母　・同居人
・出産に立ち会った医師など

・死産したところ
・届出人の住所地 死産証書

婚姻届 夫及び妻 ・本籍地
・届出人の住所地

�夫と妻の戸籍謄本または戸籍全部事項証明
（届出する市町村に本籍がないとき）

離婚届
裁判離婚等の場合、
成立・確定日から10
日以内

▶協議離婚の場合
　夫及び妻
▶調停・審判・裁判離婚の場合
　申立人

・本籍地
・届出人の住所地

�戸籍謄本または戸籍全部事項証明
（届出する市町村に本籍がないとき）
調書または判決書の謄本および確定証明書

転籍届 戸籍の筆頭者及び配偶者
・新本籍地
・旧本籍地
・届出人の住所地

戸籍謄本または戸籍全部事項証明

養子縁組届 養親及び養子
（15歳未満は法定代理人）

・本籍地
・届出人の住所地

�養親と養子の戸籍謄本または戸籍全部事項証明
（届出する市町村に本籍がないとき）

ΦンϥΠンγεςϜでの住民ථऔಘ
　マイナンバーカードを利用した行政サービスを広げて
おります。
対象者
①個人の方
②�守口市に住民登録がある（あった）ご本人、または同一世
帯の方
③�有効な電子証明書（署名用電子証明書）が搭載されたマ
イナンバーカードをお持ちの方
　※�署名用電子証明書を利用する際は、マイナンバーカー
ド交付時にご自身で設定いただいた6桁から16桁の
暗証番号が必要です。

④�クレジットカードをお持ちの方（領収書は発行されません）
必要なもの
　マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンもし
くは、パソコン
　インターネットに接続できる環境
窓口
　守口市のオンライン申請システム（24時間
365日受付※システムメンテナンス時除く）
（未登録の人は初回登録が必要です）

利用手順
①ログイン後、「住民票の写し」の交付請求を選択する。
②�申請者の情報は自動入力されますので、必要な証明書、
枚数や郵送方法を入力してください。
③�TASK ポータルのアプリをインストール後、マイナン
バーカードを読み取り、電子署名を行ってください。
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ূ໌ॻの༣ૹٻについて
　戸籍全部事項証明書（謄本）・個人事項証明書（抄本）や住
民票の写し、転出証明書などは郵送により請求することが
できます。

④総合窓口課にて内容の審査後にメールを送付します。
⑤�ログイン後に、クレジットカード情報を入力して支払い
してください。※期限内に支払いがなかった場合、申請を
取り下げますので、お早めにお手続きをお願いします。
⑥�支払いが完了し、確認が取れたら、総合窓口課から証明
書を郵送します。

市民生活部総合窓口課 ॸ担当 ☎06-6992-1525

・�戸籍全部事項証明書（謄本）・戸籍個人事項証明書（抄本）
の請求ができる方…その戸籍に記載されている方（同籍
者）、直系尊属または直系൰属。
・�住民票の写し、転出証明書の請求ができる方…本人また
は世帯主、同一世帯のご家族の方。
　上記以外の方が申請する場合は、本人からの委任状やご
関係のわかる資料など（提出していただいた資料の返٫は
いたしません。）が必要です。
　また、申請が人権৵害につながるおそれがあると判断し
た場合は交付をお断りしております。

　特別Ӭ住許可ならびに特別Ӭ住者証明書の交付申請については市役所で行います。
　中長期在留者の在留期間更新等については出入国在留管理庁での手続きになります。

特別Ӭ住者
種類 届出期間 届出人 必要な物

生まれたとき 生まれた日から
60日以内 生まれた子の親権をおこなう人

出生したことを証する書類
父及び母の特別Ӭ住者証明書
生まれた子の住民票の写し

日本国籍を
離脱・ࣦしたとき

事由が生じた日か
ら60日以内

・本人（16歳以上）
・�親権者または未成年後見人（本人が
16歳未満の場合）

�日本国籍を離脱・喪失したことを証する書
類
�平和条約国籍離脱者の子ଙであることを
証する書類
写真1枚（16歳以上）※1
住民票の写し

死亡したとき
（特別Ӭ住者証明書のฦ納）

死亡した日から
14日以内 ・親族など 死亡した人の特別Ӭ住者証明書※2

氏名、生年月日、性別、
国籍・地域の変更

変更してから
14日以内

・本人（16歳以上）
・�同居の親族（本人が16歳未満の場合、
また本人からの依頼によるとき）
・取次者（届出弁護士など）

旅券（所持する場合）
写真1枚（16歳以上の人）※1
特別Ӭ住者証明書※2
変更を生じたことを証する書類

有効期間の更新
有効期間満了日の2
か月前（16歳未満は
6か月前）から有効
期間満了日

・本人（16歳以上）
・�同居の親族（本人が16歳未満の場合、
また本人からの依頼によるとき）
・取次者（届出弁護士など）

旅券（所持する場合）
写真1枚※1
特別Ӭ住者証明書※2

ฆࣦなどによる再交付 事実を知った日か
ら14日以内

・本人（16歳以上）
・�同居の親族（本人が16歳未満の場合、
また本人からの依頼によるとき）
・取次者（届出弁護士など）

旅券（所持する場合）
写真1枚（16歳以上）※1
�特別Ӭ住者証明書を失ったことを証する
資料
本人確認書類※3

汚ଛなどによる再交付 いつでも
・本人（16歳以上）
・�同居の親族（本人が16歳未満の場合、
また本人からの依頼によるとき）
・取次者（届出弁護士など）

旅券（所持する場合）
写真1枚（16歳以上）※1
特別Ӭ住者証明書※2
本人確認書類※3

交希望による再交付 いつでも
・本人（16歳以上）
・�同居の親族（本人が16歳未満の場合、
また本人からの依頼によるとき）
・取次者（届出弁護士など）

旅券（所持する場合）
写真1枚（16歳以上）※1
収入印紙（1,300円。交付時に提出）
特別Ӭ住者証明書※2

֎国人住民（ಛผӬ住 ・ऀதऀཹࡏظ）

種類 届出期間 届出人 必要な物
住居地届出
（住所変更の際に在ཹカード
特別Ӭ住者証明書を࣋参し
なかった場合）

転入・転居した日
から14日以内

・本人（16歳以上）
・�同居の親族（本人が16歳未満の場合、
また本人からの依頼によるとき）
・取次者（届出弁護士など）

在留カードもしくは、特別Ӭ住者証明書

※1　3ヶ月以内に撮影した正面、無、無എ景でॎ4㎝×ԣ3㎝のもの
※2　特別Ӭ住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書も含む
※3　運転免許証、パスポート、保険証など

特別Ӭ住者・中長期在ཹ者

市民生活部 総合窓口課 住基担当　☎06-6992-1530

市民生活部総合窓口課 ༣ૹ担当 ☎06-6992-1528
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　印鑑登録は、守口市の住民基本台帳に記録されている人
のうち、15歳以上の人が申請できます。
※�成年被後見人は、成年後見人同伴の場合に限り印鑑登録
の申請を行うことができます。

ҹؑ登録ূの交付について

本人が登録申請する場合
①または②により印鑑登録証の交付が当日できます。
公署発行の顔写真が付いた有効期限内の免許証・許可�①
証・証明書などの本人確認書類と登録印鑑を持参してく
ださい。
②�免許証などの本人確認書類をお持ちでない人は、保証人
となる人と共に来庁していただくことで、交付が可能に
なります。保証人とは、すでに守口市で印鑑登録証の交
付を受けている方（未成年者を除く）です。その際、保証
人となる人は、印鑑登録証と登録印を持参していただ
き、登録される方が本人に相違ないと保証した書面（保
証書）を作成していただきます。登録される人は、本人確
認書類（健康保険証等）と登録印鑑を持参してください。

ҹؑ登録ূの交付͕当日で͖る合

本人が登録申請する場合
上記①または②を࣋参できない場合は、印鑑登録証の交付
が当日できません。
　登録印鑑を持参し、印鑑登録届を行っていただきます。
　本人確認と登録意思確認のため、本人あてに照会書（回
答書付）を郵送しますので、本人が回答書欄に記入押印の
上、回答書、本人確認書類、登録印鑑を持参し、登録手続き
を行ってください。
　また、代理人が、回答書を持参する場合は、委任状欄に本
人が記入押印の上、本人確認書類と代理人の本人確認書類
と登録印鑑、代理人の認印を持参し、登録手続きを行って
ください。

理人に登録申請を依頼する場合
　本人が作成した委任状、登録印鑑、代理人の認印を代理
人が持参し、印鑑登録届を行ってください。
　本人確認と登録意思確認のため、本人あてに照会書（回
答書付）を郵送しますので、本人が回答書欄に記入押印の
上、回答書、本人確認書類、登録印鑑を持参し、登録手続き
を行ってください。
　また、代理人が、回答書を持参する場合は、委任状欄に本
人が記入押印の上、本人確認書類と代理人の本人確認書類
と登録印鑑、代理人の認印を持参し、登録手続きを行って
ください。

ҹؑ登録ূの交付͕当日で͖ない合

市民生活部 総合窓口課 住基担当
☎06-6992-1530

住居表示証明書
　住居表示前と後が確認できる証明書が必要なとき

住居番号表示൘が必要なとき
　新築や改築、出入口の変更、通路変更などに伴う住居表
示が必要なとき

同じ住所（住居番号）がෳ数ありおࠔりのとき
　以下に該当する場合は申請により住所に補助番号を付
番することができます。
1．同じ住所の建物が10౩以上あるとき
2．その他建物の特定が困難であるとき

住ډදࣔについて

市民生活部 総合窓口課 住基担当
☎06-6992-1530

戸籍謄本や住民票の写しの不正請求を防止するための制
度で、第三者に証明書を交付したとき登録者にその事実を
通知します。通知を希望する人は、事前の登録が必要です。

登録できる人
1．�守口市の住民基本台帳、戸籍の附票に記載されている人
（除かれた人を含む）
2．�守口市の戸籍に記載されている人（除かれた人を含む）
　　注）�ただし、死亡した人、失᪨宣告を受けた人は登録で

きません

登録に必要なもの
1．�本人による申し込み…本人確認書類
2．�法定代理人による申し込み…法定代理人であることを
証明する書類（戸籍謄本など）と、本人確認書類
＊�本籍地が守口市の場合は戸籍謄本に限り提出の必要
はありません

3．代理人による申し込み…委任状と本人確認書類

登録の申し込み
　総合窓口課、大日サービスコーナーにԙいて受付けてい
ます。

市民生活部 総合窓口課 ॸ担当
☎06-6992-1525

本人通੍について

　自動車の臨時運行許可の申請を総合窓口課で受け付け
ます。番号の許可期間は最大5日間で、申請には自動車検査
証の原本（ຣ消登録証明書等）、自動車損害賠償責任保険証
明書の原本、本人確認書類の原本（免許証等）が必要です。

自ಈ車のྟ࣌運ڐߦՄの申について

市民生活部 総合窓口課 ূ໌担当
☎06-6992-1528
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1．申請方法
　各世帯に簡易書留で郵送された「個人番号通知書」に同
封されている「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発
行申請書」にご自身の顔写真を添えて、地方公共団体情報
システム機構へ返送することにより、マイナンバーカード
の交付申請ができます。

マΠナンόーΧーυの申͔Β交付まで

　マイナンバー（個人番号）カードまたは住民基本台帳
カードをお持ちの方、およびその方と同一世帯で共に他市
町村に転出される方は、転出日までに、郵送または窓口で
転出届を行えば、通常の手続きで発行される転出証明書な
しで、転入地の市区町村窓口で転入の手続きができます。
必ずマイナンバー（個人番号）カードまたは住民基本台帳
カードを持っていく必要があります。
　ただし、異動（引っ越し）日から14日を過ぎた場合は、通
常の転出と同様に転出証明書を利用した手続きとなりま
す。

転出・転ೖのखଓ͖͕εϜーζになΓます

　特定検診情報や薬剤情報・医療費の確認、確定申告の医
療費控除もできます。
　利用にはお手続きが必要です。

マΠナンόーΧーυの健康保険ূར用

　給付金などを受け取るため、預貯金口座（公金受取口座）
を予め登録しておくことで、年金、児童手当などの給付金
を申請するときに、口座情報の記入や通帳の写しなどを提
出する必要がなくなります。
※�公金受取口座の登録だけで給付金の申請が完了するも
のではございません。給付金の受け取りには別途申請が
必要になります。

公ۚ受औ口࠲登録੍

マイナンバーカードとは
　マイナンバーの通知後、個人の申請により交付される顔
写真入りのICチップ搭載のプラスチック製カードです。
　マイナンバーカード1枚で、個人番号確認書類及び本人
確認書類として使用できます。

マイナンバーカードの券面記載事項
　氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、有効期間などが記
載されています。
　マイナンバーカードの券面およびICチップ内に、所得・
課税状況などの個人情報は記録されません。

マイナンバーカードの有効期間
　カード発行日から10回目の誕生日まで（発行時、未成年
の人は5回目の誕生日まで）

マイナンバーカードの発行手数料
　初回交付手数料は無料です（電子証明書分含む）。

マΠナンόーΧーυについて

申請できる人
　日本国籍を有し、守口市に住民登録をしている人、また
は守口市に住民登録はないが、通勤・通学などの理由で守
口市に居所（生活の拠点）がある人。
＊�本市に住民登録のない人は、住民票と居所を証明する書
類（居所に届いた郵便物、マンションの賃貸契約書など）
が必要です。

取扱業務
　申請受付（新規、切替新規、訂正新規、記載事項変更旅券
申請、および査証欄増補）、一般旅券交付および紛失などの
届出
＊�本市で申請した人は、本市での受け取りになります（大阪
府パスポートセンターで受け取ることはできません）。

申請に必要な書類など
①一般旅券発給申請書　②戸籍謄本または戸籍抄本
③写真　④本人確認書類　⑤前回取得したパスポート
＊�②③については、いずれも発行から6ヶ月以内のもの
＊�状況に応じて、その他の書類が必要となる場合があります。
＊�申請は月曜日から金曜日　午前9時から午後4時半（祝
日及び12月29日から翌1月3日を除く）

ύεϙーτ申

市民生活部 総合窓口課 ύεϙーτ担当
☎06-6992-1527

2．交付通知書を郵送します。
　地方公共団体情報システム機構でマイナンバーカード
が作成されると市役所に発送されます。
　市役所での交付の準備が整いましたら、交付通知書（は
がき）を発送しますので、ご自宅に届きましたら必要書類
をご持参のうえ、申請者ご本人が総合窓口課までお越しく
ださい。
3．交付について
　総合窓口課にお越しいただき暗証番号を設定していた
だきマイナンバーカードを交付します。
　マイナンバーカードの受け取りは原則申請者ご本人が
お越しいただくことになっております。
　代理人が受領できるのは、申請者ご本人が病気や重度の
障害により市役所への来庁が困難であることを診断書等
で確認できる場合に限られます。受け取りに必要なものな
ど詳しくは総合窓口課までお問い合わせください。
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第1号被保険者
の保険料

・自営業者
・学生など

国に納めてください。
定額保険料（年度ごとに変
わります）月額16,540円
（令和2年度）
※�前納（割引）制度があります。
付加保険料 月額400円
（別途申込が必要）

第2号被保険者
の保険料

・厚生年金加入者
・共済年金加入者

保険料は、加入している制
度から支払われます。

第3号被保険者
の保険料

厚生年金・共済年
金加入者に扶養さ
れている配偶者

配偶者の加入している制度
全体で負担されます。

　国民年金は国の社会保障制度の一つで、すべての公的年
金の基礎となるものです。日本国内にお住まいの20歳以
上60歳未満の人は、公的年金に加入することが法で義
務付けられています。加入者は職業などによって3種類に
分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納める方法
が違います。また、結婚や就職、転職などで加入する種類が
変わったときは種別変更などの手続きが必要です。手続き
を忘れると将来、年金が受けられなくなる場合があります
ので注意してください。

国民ۚのしくみとखଓ͖は

　第1号被保険者が出産する場合に、出産予定月の前月（多
妊娠の場合には、出産予定月の前3カ月目）から出産予定
月の翌ʑ月までの各月分の保険料の納付が全額免除され
ます。
　この産前産後免除の出産とは、妊娠85日（4カ月）以上の
分娩をいい、早産、死産、流産を含みます。
全額免除された月は、保険料納付済期間に算入されます。
　産前産後免除の届出は、出産予定日の6カ月前から可能
です。

の保険ྉ໔আؒظޙ࢈લ࢈

厚生年金 共済年金
第1号
被保険者

第2号
被保険者

第2号
被保険者

第3号
被保険者

自営業者や学生
など 会社員や公務員など

会社員や公務員
などの被扶養配
偶者

国民年金（基礎年金）

国民ۚの種ྨ

老齢基ૅ年金
　原則として納付や免除等の期間が10年以上ある人が65
歳になったときから受けられる年金です。

障害基ૅ年金
　国民年金に加入中または、20歳未満および65歳未満に
初診日がある、病気やけがで障害者になったときに受けら
れる年金です。（納付要件有）

Ҩ基ૅ年金
　国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格
期間を満たした人が亡くなったとき、その人によって生
計を維持されていた子（18歳に達する日以後の最初の3
月31日になるまでの子、障害等級の1級・2級の障害のあ
る20歳未満の子）のある配偶者または子が受けられます。
（納付要件有）

国民͔ۚΒは�つの基ૅ͕ۚ支給されます

　経済的な理由などで保険料の納付が困難な人に、申請に
よって保険料を免除、༛予する制度があります。年金手帳、
認印及び離職票などを持って市役所2階北エリアの総合窓
口課年金担当へ。

もし保険ྉ͕͑な͔ͬͨΒʜ
ۚ保険ྉの໔আ੍

ʮマΠナϙータϧʯを使͏とศརです
マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの方は、

「マイナポータル」というアプリをダウンロードしてくと、
・国民年金第1号被保険者に係る資格取得届
・国民年金第1号被保険者に係る種別変更届
・国民年金保険料免除・納付༛予申請
・国民年金保険料学生納付特例申請
の手続きの電子申請ができます。
　また、「マイナポータル」から「年金ネット」につなげる
と、年金記録の確認や、将来の年金受取見込額のࢼ算等も
できて大変便利ですので、ੋ 非ご利用ください。
　なお、詳しい操作手ॱにつきましては、日本年金機構の
ホームページをご覧ください。

になͬͨΒࡀ��
　20歳になると、日本年金機構から「国民年金加入のお知
らせ」とともに国民年金制度のリーフレット、納付書や年
金手帳等が送付されます。（20歳現在で、厚生年金または
共済年金に加入中の場合は、送付されません。）

໔除・納付༛予制度・学生納付特ྫ制度
申請は年度（7月～翌年6月・学生は4月～翌年3月）ごとに

行い、承認された期間の保険料は免除または༛予されます。

市民生活部 総合窓口課 ۚ担当 
☎06-6992-1524

ۚ・国保・ऀྸߴظޙ医療

39

２３０１守口市6(SG90)行政最終.indd   39 2022/11/28   17:53:20



国保からの脱退の場合 届出に必要なもの 届出場所
他の市区町村に転出
する場合 保険証

総合窓口課
加入者が死亡した場合 ①死亡診断書

②死亡した人の保険証

職場の健康保険に加
入した場合 ①�職場の健康保険の保険証

（未交付の場合は加入し
たことを証明するもの）
②保険証 保険課

職場の健康保険の被
扶養者になった場合

生活保護の受給者に
なった場合

①生活保護決定通知書
②保険証

国保への加入の場合 届出に必要なもの 届出場所
他の市区町村から
転入してきた場合

転入前の市区町村の転出証
明書

総合窓口課
子どもが生まれた場合

①出生証明書
②母子健康手帳
③保険証

職場の健康保険を脱
退した場合

職場の健康保険をやめた証
明書（資格喪失証明書など）

保険課
職場の健康保険の被
扶養者でなくなった
場合
生活保護の受給者で
なくなった場合 保護廃止各課連絡票

　我が国では、「国民皆保険制度」のもと、他の医療保険の
加入者や生活保護の受給者以外の人は、全て国民健康保険
（国保）に加入しなければなりません。
　例えば、自営業の人、農業や漁業を営んでいる人、パート
やアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人、
退職して職場の健康保険を脱退した人などが加入するこ
ととなります。
　国保は、被保険者から納付していただく保険料などをも
とに、病気やけが、出産、死亡に対して必要な保険給付を行
う医療保険です。

国民健康保険（国保）の概要

・�Ａ、Ｂ、Ｃはそれぞれ医療費の総額が842,000円、
558,000円、267,000円を超えた場合に加算します。
※1 �所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

所得の申告がない場合は所得区分アと判定します。
※2 �過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が3回

あったときの4回目以降の自己負担限度額です。
※3 �70歳未満の人の場合は、それぞれの病院・診療所にお

いて、医療費の自己負担額が21,000円以上となった
ときに自己負担額を合算し、合算額が自己負担限度額
を超えた場合に、その超えた額が高額療養費の支給対
象となります。（※）�届出に必要なものと一緒に、マイナンバーカードもし

くはマイナンバーが確認できる書類と写真入りの本

医療機関などで支払う自己負担額の割合
　医療機関などで診察を受けたときなどに支払う自己負
担額の割合は次のとおりです。
①義務教育就学前…2割
②義務教育就学から70歳未満…3割
③�70歳以上75歳未満…2割（現役並み所得者は3割）

高額療養費
　毎月1日から月末までの1か月にかかる医療費の自己負
担額が高額になり、自己負担限度額を超える場合、超えた
額が支給されます。ただし、入院時の食事代やベッド代は
支給の対象になりません。
　なお、1つの医療機関で1か月の自己負担額が自己負担
限度額を超えるおそれがあるときは、「限度額適用認定証」
の交付を申請し、保険証と併せて医療機関に事前に提示す
ることにより、医療機関での支払額を自己負担限度額まで
にすることができます。
　各世帯の自己負担限度額は、表1と表2のとおりです。
【表1】70歳未満の人の自己負担限度額（月額）

所得区分
3回目まで 4回目以降

（※2）所得（※1）

住
民
税
課
税
世
帯

901万円超
（区分ア）

252,600円＋A
A＝（医療費の総額－842,000円）×1％ 140,100円

600万円超
901万円以下
（区分イ）

167,400円＋B
B＝（医療費の総額－558,000円）×1％ 93,000円

210万円超
600万円以下
（区分ウ）

80,100円＋C
C＝（医療費の総額－267,000円）×1％ 44,400円

210万円以下
（区分エ） 57,600円 44,400円

住民税非課税世帯
（区分オ） 35,400円 24,600円

国保の給付

国民健康保険の加入・脱退の届出は、14日以内に行っ
てください！
　国保の加入・脱退は届出をする必要があります。加入・脱
退の届出は、その事由が生じた日から14日以内に行わな
ければなりません。
　加入の場合、届出が遅れると、保険料は職場の健康保険
を脱退した日からさかのぼって賦課されますが、医療費に
ついては、加入の届出をする前日までの分は全額自己負担
となる場合があります。
　脱退の場合、届出がなければ保険料が請求され続けま
す。また、職場の健康保険に加入した後に国保の保険証を
使用すると、その分の給付費を守口市に返還していただく
こととなります。

国保の届出

人確認書類（運転免許証、パスポート、在留カードな
ど）をお持ちください。写真入りの本人確認書類がな
い場合は、公的機関が発行する書類（保険証、介護保険
証、年金手帳など）が2点必要です。

（※）�守口市内での住所の変更や世帯主の変更、世帯の分離
に関する届出は、総合窓口課で行ってください。後日、
記載内容を変更した新しい保険証をお送りします。
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・�A、B、Cはそれぞれ医療費の総額が842 ,000円、
558,000円、267,000円を超えた場合に加算します。
・�75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の自己負担
限度額がそれぞれ2分の1になります。
※4 �過去12か月以内に自己負担限度額を超えた高額療養

費の支給が3回あった場合の4回目以降の自己負担限
度額です。

※5 �年間（8月～翌年7月）の自己負担限度額は144,000
円です。一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担
額の合計の自己負担限度額です。

※6 �過去12か月以内にⒷの自己負担限度額を超えた高額
療養費の支給が3回あった場合の4回目以降の自己負
担限度額です。

療養費
　急病や旅行中などで、やむを得ず保険証を持たずに医
療機関などにかかり、医療費を全額支払った場合や、コル
セットなどの補装具の費用を支払った場合などは、保険課
への申請により、支払った額から自己負担額を差し引いた
額が支給されます。

出産育児一時金
出産にかかった費用について、医療機関などで「直接支

払制度」に合意いただくと、国保から医療機関などに支払額
を限度として、出産育児一時金を支払うことができます。ま
た、出産にかかった費用が支給額に満たない場合や、直接支
払制度を利用しない場合は、申請により支給されます。
　なお、妊娠12週（85日）以降であれば、死産や流産でも支
給されます。
支給額 ・�産科医療補償制度に登録した医療機関などで

妊娠22週以上の出産の場合　　420,000円
　　　　・上記以外の場合　　　　　　　 408,000円

葬祭費
　被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人
に支給されます。
支給額 50,000円

所得区分 外来+入院
（世帯単位）Ⓑ

外来
（個人単位）Ⓐ

ݱ

ฒ
Έ
ॴ
ಘ
ऀ

Ⅲ
（課税所得690万円以上）

252,600円＋A
A＝（医療費の総額－842,000円）×1％

【140,100円（※4）】

Ⅱ
（課税所得380万円以上）

167,400円＋B
B＝（医療費の総額－558,000円）×1％

【93,000円（※4）】

Ⅰ
（課税所得145万円以上）

80,100円＋C
C＝（医療費の総額－267,000円）×1％

【44,400円（※4）】
一般

（課税所得145万円未満等）
18,000円
（※5）

57,600円
【44,400円（※6）】

低所得者Ⅱ 8,000円
（※5） 24,600円

低所得者Ⅰ 8,000円
（※5） 15,000円

市民生活部 保険課 ☎06-6992-1545

　国民健康保険料の算定期間は毎年4月から翌年3月まで
の1年間です。保険料は医療分、後期分、介護分（40歳以上
65歳未満の人のみ）に区分され、医療分と後期分について
は、世帯の所得金額に応じてかかる「所得割額」、世帯の被
保険者数に応じてかかる「均等割額」、1世帯ごとにかかる
「平等割額」の合計額が、介護分については、「所得割額」と
「均等割額」の合計額が保険料となります。
　年間の保険料を前年中の所得に基づいて計算し、6月に
世帯主宛に保険料の通知書を10回納期でお送りします。
ただし、特別徴収（年金天引き）の人は年金支給月（偶数月）
に保険料が天引きされますので、納付回数が変わります。
　年度途中で国保への加入の届出をされた人は、加入事由
が生じた月から3月までの保険料を計算し、加入の届出を
した月の翌月中旬に通知します。保険料は、加入の届出を
した月の翌月から3月までの月割回数で納めることとなり
ます。また、年度の途中で国保からの脱退の届出をされた
人は、脱退の届出をした月の翌月に、脱退事由が生じた月
の前月までの保険料を通知します。

国民健康保険ྉٴͼೲ付ճについて

市民生活部 保険課 ☎06-6992-1545

第三者行為に関する届出
　交通事故など第三者の行為により傷病を負った場合で
も、国保で医療機関にかかることができますが、保険課に
「第三者行為による傷病届」を提出していただく必要があ
ります。第三者の行為により受けた治療にかかった医療費
（一部負担金を除く）は、国保が一時的に立て替え、後日第
三者に対し立て替えた医療費を請求します。交通事故の加
害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると
国保が使えなくなる場合があります。

特定健康診査・特定保健指導
　特定健康診査は、40歳以上75歳未満の国保の加入者を
対象にメタボリック・シンドロームの危険性のレベルを判
定します。
　特定健康診査の結果、検査項目が一定の基準値を超える
場合、保健指導を行い、生活習慣の改善を支援します。
守口市では、市民保健センターで実施する市民総合（特

定）健康診査と合わせて行います。（P51を参照）健康状態を
チェックするためにも、毎年必ず受けるようにしましょう！

ジェネリック医薬品の活用
　ジェネリック医薬品とは、新薬の特許期間が切れた後
に、同一の有効成分で作られる薬です。効能・効果は新薬と
同等で、新薬より安価に購入することができます。
　医療機関や薬局と相談の上、ジェネリック医薬品を活用
されることをおすすめします！

【表2】70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額（月額）

41

２３０１守口市6(SG90)行政最終.indd   41 2022/12/15   13:44:31



　後期高齢者医療制度は、75歳以上の人が加入する医療
保険です。また、65歳以上75歳未満の人で、一定の障害
（※）をお持ちの場合も、申請により後期高齢者医療制度に
加入することができます。対象となった人は、それまで加
入していた国保や職場の健康保険などを脱退し、後期高齢
者医療制度の被保険者となります。
　大阪府内の全市町村により設置された「大阪府後期高齢
者医療広域連合」が資格認定や保険料の賦課、医療給付な
どを行い、守口市が保険料の徴収や各種申請の受付、保険
証の交付などを行います。
（※）�①国民年金法等における障害年金1、2級

②身体障害者手帳1、2、3級および4級の一部
③精神障害者保健福祉手帳1、2級
④療育手帳A

医療੍の概要ऀྸߴظޙ

4．特別徴収（年金からの天引き）による納付
　世帯主を含む国保加入者がすべて65歳以上75歳未満の
世帯の保険料は原則として世帯主の年金から徴収します。
ただし、次の要件のいずれかにあてはまる世帯は特別徴収
にはなりません。
・世帯主が擬制世帯主
・受給している年金が年額18万円未満
・世帯主の介護保険料が特別徴収されていない
・�介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金受給額の2
分の1を超える

ಛผऩに関するい合Θͤ
市民生活部 保険課 ☎06-6992-1545

৬の健康保険のඃැཆऀで͋ͬͨ合
　職場の健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制
度の被保険者となった場合、被扶養者であった75歳未満
の人は、国保に加入することになりますので、国保の届出
を行ってください。（届出の方法については、P40を参照）

医療保険ྉのೲ付ํ๏ऀྸߴظޙ
　納付方法には下記の4つの方法がありますが、原則「特別
徴収（年金天引き）」となっております。

納付方法について
1．金融機関およびコンビニでの納付
　�　所定の納付書により、金融機関の窓口およびコンビニ
エンスストアで納める方法です。
2．スマートフォン決済アプリサービス
　�　納付書に印字されているバーコードを市が取扱う専
用アプリで読取り、アプリ内に現金をチャージして即時
に納付できます。
3．口座振替による納付
　�　金融機関（ゆうちょ銀行を含む守口市委託契約先金融
機関）の指定口座から引き落としで納める方法です。金
融機関または保険課および保険収納課窓口でお手続き
ができます。

手続きする場所 振替を希望する
金融機関

手続きに
必要なもの

申し込み
書類

金融機関の
窓口

銀行・信用金庫・
信用組合・労働
金庫・農業協同
組合

預金通帳
�銀 行 、ゆ う
ちょ銀行な
どへの届出
印
�保険証など
（保険証番号
のわかるも
の）

預金口座振
替依頼書
（銀行などの
窓口または
保険収納課
に備付け）

ゆうちょ銀行お
よび郵便局

自動払込利
用申込書
（ゆうちょ銀
行および郵
便局または
保険収納課
に備付け）

保険課および
保険収納課の
窓口

①みずほ銀行
②ゆうちょ銀行
③三菱UFJ銀行
④三井住友銀行
⑤りそな銀行
⑥関西みらい銀行
⑦�北おおさか信
用金庫
⑧大阪信用金庫

�キャッシュ
カード（暗証
番号が必要）

なし

自ओೲ付・口࠲ৼସに関するい合Θͤ
市民生活部 保険ऩೲ課

☎06-6992-1537・1538

　納付方法には下記の4つの方法がありますが、原則「口座
振替」となっております。特別徴収（年金天引き）ではなく、
特別の事情がない場合は、口座振替で納付いただくようお
願いします。

納付方法について
1．金融機関およびコンビニでの納付
　�　所定の納付書により、金融機関の窓口およびコンビニ
エンスストアで納める方法です。
2．スマートフォン決済アプリサービス
　�　納付書に印字されているバーコードを市が取扱う専
用アプリで読取り、アプリ内に現金をチャージして即時
に納付できます。
3．口座振替による納付
　�　金融機関（ゆうちょ銀行を含む守口市委託契約先金融
機関）の指定口座から引き落としで納める方法です。金
融機関または保険課および保険収納課窓口でお手続き
ができます。
　　なお、手続き方法は下記の表をご参照下さい。

国民健康保険ྉのೲ付ํ๏

医療保険ྉについてऀྸߴظޙ
　後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が等しく負担す
る「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計
となります。被保険者1人ひとりに対して賦課されます。
　保険料を決める基準（保険料率）は、大阪府内では、お住
まいの市町村を問わず均一です。
　年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失したと
きは、月割りで保険料を計算します。
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市民生活部 保険課 ☎06-6992-1545

窓口負担2割の対象となる人
　現役並み所得者（※2）に該当せず、世帯内の被保険者の
うち課税所得（※3）が28万円以上の人がいる場合で以下
に該当する場合。
ಉҰੈଳにඃ保険者͕�ਓの場߹
　「年金収入（※4）＋その他の合計所得金額（※5）」が200
万円以上の場合

医療ػ関などで支͏自ݾෛ担ֹのׂ合
　医療機関などで診療を受けたときなどに支払う自己負
担額の割合は、次のとおりです。
令和4年9月30日まで 令和4年10月1日から

区分 医療費
負担割合

現ฒみ所得者 3割

一般所得者等
（※1） 1割

区分 医療費
負担割合

現ฒみ所得者 3割

一定以上
所得のある人 2割

一般所得者等
（※1） 1割

保険課・保険収納課では、平日夜間・休日に窓口を開庁し
ている日があります。国保の加入・脱退の届出や国民健康保
険料・後期高齢者医療保険料の納付相談などで、平日の日中
に来庁が難しい人は利用してください。なお、納付相談は内
容により電話での対応も可能です。
　開庁日・開庁時間につきましては、各月の広報誌または
ホームページをご確認ください。
※�平日夜間・休日窓口開庁の時間は、後期高齢者医療被保
険者証の即日の再交付など、一部対応できない業務があ
ります。

ฏ日 日の窓口։ிٳؒ・

市民生活部 保険課 ☎06-6992-1545
市民生活部 保険ऩೲ課 ☎06-6992-1537・1538

手続きする場所 振替を希望する
金融機関

手続きに
必要なもの

申し込み
書類

金融機関の
窓口

銀行・信用金庫・
信用組合・労働
金庫・農業協同
組合

預金通帳
銀 行 、ゆ う
ちょ銀行など
への届出印
保険証など（保
険証番号のわ
かるもの）

預金口座振
替依頼書
（銀行などの
窓口または
保険収納課
に備付け）

ゆうちょ銀行お
よび郵便局

自動払込利
用申込書
（ゆうちょ銀
行および郵
便局または
保険収納課
に備付け）

保険課および
保険収納課の
窓口

①みずほ銀行
②ゆうちょ銀行
③三菱UFJ銀行
④三井住友銀行
⑤りそな銀行
⑥関西みらい銀行
⑦�北おおさか信
用金庫
⑧大阪信用金庫

�キャッシュ
カード（暗証
番号が必要）

なし

自ओೲ付・口࠲ৼସに関するい合Θͤ
市民生活部 保険ऩೲ課

☎06-6992-1537・1538
4．特別徴収（年金からの天引き）による納付
　保険料は原則として被保険者の年金から徴収します。た
だし、次の要件のいずれかにあてはまる人は、特別徴収に
はなりません。
・受給している年金が年額18万円未満
・介護保険料が特別徴収されていない
・�介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受
給額の2分の1を超える

ಛผऩに関するい合Θͤ
市民生活部 保険課 ☎06-6992-1545

　　なお、手続き方法は下記の表をご参照ください。 ಉҰੈଳにඃ保険者͕ෳ数͍Δ場߹
　「年金収入（※4）＋その他の合計所得金額（※5）」の合計
が320万円以上の場合
（※1）�住民税非課税世帯の人は基本的に1割負担となります。
（※2）�課税所得145万円以上で、窓口負担割合が3割の方。
（※3）�住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入か

ら、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除（基
礎控除や社会保険料控除等）等を差し引いた後の金
額）です。

（※4）遺族年金や障害年金を含みません。
（※5）�事業収入や給与所得等から、必要経費や給与所得控

除等を差し引いた後の金額のことです。

43

２３０１守口市6(SG90)行政最終.indd   43 2022/11/29   13:49:47



ͦのଞの੫

੫・都市計画੫࢈ࢿఆݻ

市民੫・民੫

੫・都市計画੫とは࢈ࢿఆݻ

ܰ自ಈ車੫（種ผׂ）
軽自動車税（種別割）とは？
　4月1日現在、守口市内において原動機付自転車、二輪
車、二輪小型自動車、軽三輪・軽四輪、小型特殊自動車を所
有する方に課税されます。

੫ֹの計ࢉ
（1）課税標準額
　固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）が課税標
準額となります。ただし、特例ા置や負担調整ા置が適用
される場合には、課税標準額は登録された価格よりも低く
算定されます。
（2）໔税
　守口市内で同一人が所有する土地、家屋、償٫資産のそ
れぞれの固定資産税課税標準額の合計額が次の場合は課
税されません。
・土　　地…30万円未満
・家　　屋…20万円未満
・償٫資産…150万円未満
（3）税額の計算方法
・固定資産税額＝課税標準額×税率（1.4％）
・都市計画税額＝課税標準額×税率（0.3％）

　固定資産税とは、毎年1月1日（「賦課期日」といいます。）
に、土地・家屋・償٫資産（これらを総শして「固定資産」と
いいます。）を所有している方が、その固定資産の価格をも
とに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に
納める税金です。

人市民੫・民੫とはݸ
　個人市民税・府民税とは1月1日現在に住まれている市
町村に対して納める税金で、前年の所得に対して課税され
ます。個人市民税・府民税は、一定の額を均等に負担してい
ただく均等割額と所得の額に応じて負担していただく所
得割額を算出し、納めていただく仕組みになっています。

ࠂ人市民੫・民੫の申ݸ
毎年1月1日現在で守口市に住所があり、前年中に一定以

上の所得のある人は、毎年3月15日までに申告する必要が
あります。給与所得者で勤務先から市役所へ給与支払報告
書の提出がされている方や公的年金の一定額以下の所得
のみの方は、申告の必要はありませんが、給与所得または
公的年金の所得のほかに地代、家賃、配当などの所得のあ
る人、雑損、医療費控除を受けようとする人は申告する必
要があります。ただし、所得税の確定申告をした人は、重ね
て個人の市民税・府民税の申告をする必要はありません。

次のいずれかに該当する固定資産については、固定資産税
及び都市計画税が減額または免除される場合があります。
・�生活保護法の規定による扶助を受けている方が所有す
る固定資産
・�不ྀの災害で納税ができなくなった方が所有する固定
資産
・�災害などで使用することができなくなった固定資産
　これらの事由に該当する方は、減免申請書に必要書類を
添えて、所定の期限内に課税課（資産税担当）へ提出してく
ださい。

໔ݮ੫・都市計画੫の࢈ࢿఆݻ

総部 課੫課 ੫担当࢈ࢿ ☎06-6992-1474

๏人市民੫
　守口市内に事業所や社員ྈなどがある法人などに課税
されます。すべての法人が収益の有無にかかわらず負担す
る均等割（資本等金額、従業員数によって異なります。）と、
国に納付する法人税額に応じて負担する法人税割の合計
額が年間の課税額となります。

総部 課੫課 ੫政担当 ☎06-6992-1458

໔ݮ人市民੫・民੫のݸ
　天災等の被害を受けた人、生活保護法の規定による扶助
を受けている人、その他特別の事情がある人で、市条例の
定める基準に該当する場合に限り減免される場合があり
ますので、ご相談ください。

総部 課੫課 市民੫担当 ☎06-6992-1456

固定資産税を納める方（「納税義務者」といいます。）とは、
原則として賦課期日現在の固定資産の所有者をいいます。
　従って、年の途中で売買等によって所有者が変わって
も、賦課期日現在の所有者が納税義務者となります。
　また、所有者が賦課期日前に死亡している場合などに
は、賦課期日で、固定資産を現に所有している方（相続人な
ど）が納税義務者となります。
　都市計画税とは、下水道、街路、公園の整備など、都市計
画法や土地区画整理法に基づく事業を推進するための費
用にॆてる目的税で、固定資産税と併せて納めていただく
ものです。

੫ۚ
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車種（ഉ気ྔ） 申告先

原動機付自転車
（125ᶶ以下）
小型特घ自動車
（࡞ߞ業用・その他）

守口市　総務部　課税課　税政担当
守口市京阪本通2丁目5番5号
☎06-6992-1458（直通）
（月曜日～金曜日）
午前9時～午後5時30分
※�ただし祝日・12月29日～1月3日
を除く

軽自動車三ྠ
（660ᶶ以下）
軽自動車四ྠ
（660ᶶ以下）

軽自動車検査協会
大阪主管事務所・高槻支所
高槻市大௩町4-20-1
☎050-3816-1841

軽二ྠ
（125ᶶを超え250ᶶ以下）
二ྠの小型自動車
（250ᶶを超えるもの）

近畿運輸局大阪運輸支局
寝屋川市高宮栄町12-1
☎050-5540-2058

申告事項 標ࣝ
申告済証
または

ൢച証明書
その他

登録する ˓

住民登録地が守口市外で、
守口市内に居住の場合
�住民登録地がわかるもの
（免許証等）
�現在の居住地のわかるも
の（公共料金の領収書等）

スクラップ
廃車する ˓ ˚

守口市外に住む
人にৡする ˓ ˓

守口市内に住む
人どうしで名義
を変更する

˓ ˓

新しい所有者の住民登録地
が守口市外で、守口市内に
居住の場合
�住民登録地のわかるもの
（免許証等）
�現在の居住地のわかるも
の（公共料金の領収書等）

標 （ࣝナンバー
プレート）のഁ
ଛ、ฆࣦ、౪

˚ ˓ 紛失の場合
弁償金　100円

守口市外に
転出する ˓ ˓

転出先の市区町村で申告で
きる場合がありますので、
各役所・役場へお問い合わ
せください。

守口市内で
転居する ˓

車体が౪に
あった ˚

・�守口市役所で発行した申告済証を紛失した方は、再発行
することができます。車台番号の石ずり（本）をお持ち
ください。
・�窓口に来られる方は、本人確認となる証明書等（運転免
許証・健康保険証等）を提示ください。
・�代理人による申告等の場合は委任状が必要です。

軽自動車税（種別割）の体障害者ݮ໔について
　障がいのある人または生計を同じくする家族が所有す
る場合に軽自動車税が減免されます。（生計を同じくする
家族が運転する場合には、障がいのある人の日常の生活手
段として使用している場合に適用されます。）
　ただし、等級により該当しない場合があります。
　なお、減免は障がい者1人につき普通自動車、軽自動車を
含め1台のみです。

 軽自動車税（種別割）の体障害者ݮ໔の申請に必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳
運転免許証 車検証
納税通知書 減免申請書

　その他書類等が必要な場合がありますので、詳しくはお
問い合わせください。
・�納期限までに、課税課税政担当へ減免申請書を提出して
ください。

：̊所持している場合お持ちください

申告場所
　車種（排気量）により、登録・廃車等の申告を受け付ける
場所が異なります。

事ۀ所੫
　守口市内の事業所において、法人または個人の行う事業
に対して課税されます。ただし、守口市内のচ面積合計が
1,000平方メートル以下または従業者合計が100人以下
の場合は、課税されません。事業所税は、教育文化施設や社
会福祉施設の整備など、都市環境の整備・改善に役立てら
れています。

総部 課੫課 市民੫担当 ☎06-6992-1456

市ͨこ੫
　守口市内でたばこを買うと、1箱（20本入り）につき約
131円市に納税されます。

総部 課੫課 ੫政担当 ☎06-6992-1458

申告が必要なとき
・登録する
・スクラップ廃車する
・守口市外に住む人に譲渡する
・守口市内に住む人どうしで名義を変更をする
・標識（ナンバープレート）の破損、紛失、౪難
・守口市外に転出する
・守口市内で転居する
・車体が౪難にあった

原動機付自転車の申告に必要なもの
　原動機付自転車の申告先が守口市役所以外の場合は、申
告先の各役所・役場へお問い合わせください。
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税目 納税の方法・納期

個人の市民税・
府民税

普通徴収…市から送付する納税通知書により納
税義務者に通知されます。
6・8・10・12月の4回に分けて納めてください。
給与からの特別徴収…特別徴収税額の決定通知
書により事業所を通じて通知されます。
給与支払者が、毎月その人の給与から差し引き、
翌月10日までに納めることになっています。
公的年金からの特別徴収…市から送付する納税
通知書により納税義務者に通知されます。
年金支払者が、4・6・8・10・12・2月の年金支払
月にその人の年金から差し引き、翌月10日まで
に納めることになっています。（ただし、徴収開
始年度の6・8月は普通徴収で納めていただくこ
とになります。）

法人の市民税 事業年度終了の日（決算日）の翌日から2か月以
内に申告・納付。

固定資産税・
都市計画税

納税義務者には市から送付する固定資産税・都
市計画税納税通知書により通知されます。
5・7・9・11月の4回に分けて納めてください。

軽自動車税
（種別割）

市から送付する納税通知書に基づき、5月31日
までに納めてください。

事業所税
事業年度終了の日（決算日）から2か月以内に申
告・納付。
ただし、個人については3月15日までに申告・納
付。

取扱税目
　個人の市民税・府民税（給与からの特別徴収・退職所得）、
法人の市民税、事業所税

口座振替の推奨
　守口市では市税の口座振替を推奨しています。
　現在、納付書で納付されている方は、安全で納め忘れの
ない口座振替の切替えにご協力をお願いします。

納付方法
　市から送付する納付書により、守口市税を取扱う金融機
関・郵便局、もしくは以下の方法で納付できます。
①口座振替
　市が取扱う金融機関・郵便局の預貯金口座から自動的に
振り替えて納付できます。
　一度申し込みすると、翌年度以降も継続されます。
申し込み方法
　納税通知書に同封の申込書、または、市内の金融機関・郵
便局などに備え付けの申込書を、預貯金口座のある金融機
関窓口へご提出ください。
②コンビニエンスストア
　バーコードが印字された納付書に限り、守口市税を取扱
うコンビニで納付できます。
③スマートフォン決済アプリサービス
　納付書に印字されているバーコードを市が取扱う専用
アプリで読取り、アプリ内に現金をチャージして即時に納
付できます。
取扱税目（上記の①～③）
　個人の市民税・府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画
税、軽自動車税（種別割）
④地方税共通納税システム（法人様向け）
金融機関の窓口などへ出向くことなく、複数の地方公共団

体へ職場などのパソコンから一括して電子納税できます。

ೲ੫のํ๏は

੫のݮ໔・ׂೲ付
個人の市民税・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車

税については、事情により減免を受けられることや分割納
付の制度もありますので、詳しくはお問い合わせください。

発行受付場所 総合窓口課・課税課・納税課
受付日時 �月曜日～金曜日・日曜日（祝日・12月29日～1

月3日を除く）
月曜日～木曜日：午前9時～午後5時30分
金曜日：午前9時～午後8時
日曜日：午前9時～午後1時

※�課税（所得）証明書については、次のとおりコンビニでも
発行できます。
・�守口市に住民票を登録され、個人番号カードを取得して
いる人で個人市民税・府民税の申告がある人

利用日時 �コンビニの開店日（12月29日～1月3日及び5
月31日を除く。）
午前6時30分～午後11時

その他の発行方法
・郵送による請求［課税（所得）証明書、納税証明書］
・オンライン申請による請求（納税証明書）
※�各証明書が発行できるかどうかについては、ホームペー
ジをご覧いただくか、下記まで事前にお問い合わせくだ
さい。

発行に必要なもの
�窓口に来られる方の本人確認となる証明書等（運転免許
証・健康保険証等）を提示してください。
�代理人の場合は、委任状が必要です。（守口市内の同居の
親族の場合は不要です。）
�法人の納税証明書を申請の場合は、窓口に来られる方の
本人確認となる公的な証明書、法人の代表者印または法
人の代表者印を押印された委任状
�納税後間もない場合の納税証明書の申請には、その領収
証をお持ちください。
車検用納税証明書（軽自動車税（種別割））は無料です。

課੫（所ಘ）ূ ໌ॻ・ೲ੫ূ໌ॻ
のൃߦについて

課੫（所ಘ）ূ ໌ॻについて
総部 課੫課 市民੫担当 ☎06-6992-1456

ೲ੫ূ໌ॻについて
総部 ೲ੫課 ☎06-6992-1851〜1854
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医療ػ関などのごҊ

්やೕ༮ࣇの健康に関すること

子保健について
　健診等を受診するときは、母子健康手帳を忘れずに持っ
てきてください。妊娠届出ならびに母子健康手帳の交付場
所は、子育て世代包括支援センター「あえる」（市役所3階）
です。

　妊婦・乳幼児のためのさまざまな予防接種、講習会や相
談などを行っています。

療ٸ日・ؒԠٳ
休日応急診療所
˻内科・小児科˼
住　　所 守口市大宮通1丁目

13番7号
（市民保健センター1階）

電話൪߸ 06-6998-9970
ྍ日時
【土曜日】午後6時～午後8時30分
【日曜日・ॕ 日】 午前10時～正午、

午後1時30分～午後4時30分、
午後6時～午後8時30分
（上記の時間は受付時間となっています。）

※�なお、年末年始、おຍにつきましては、広報もりぐちでご
確認ください。

ަ௨ΞΫηε �京阪守口市駅下車南東へ徒歩約13分
京阪西三駅下車南へ徒歩約8分

休日応急診療所
˻歯  科˼
住　　所 �守口市大宮通1丁目

13番7号
（市民保健センター1階）

電話൪߸ 06-6998-9945
ྍ日時
【日曜日・ॕ 日】
午前10時～午前11時30分
午後1時～午後4時30分
（上記の時間は受付時間となっています。）

ަ௨ΞΫηε �京阪守口市駅下車南東へ徒歩約13分
京阪西三駅下車南へ徒歩約8分

北河内こども夜間ٹ急センター
住　　所 �枚方市ې野本町

2-14-16
（枚方市医師会館1階）

電話൪߸ 072-840-7555
Ｆ     Ａ     Ｘ 072-840-7558
ྍՊ
小児科（中学3年生まで）【急　ٹ】

　市内の救急病院や、急病のときにご利用いただける診療
所などを紹介します。電話・ファクス番号はお間違えのな
いようにおかけください。

受診の際は、健康保険証をおれなく！

受付日時 �毎日 午後8時30分～
翌日午前5時30分

ަ௨ΞΫηε 京阪枚方市駅下車北東へ徒歩約20分
夜間ۓ急歯科診療所
住　　所 大阪市天Ԧ寺区ಊヶࣳ1-3-27（府歯科医師会館）
電話൪߸ 06-6774-2600
ྍՊ 歯科
ྍ日時 毎日 午後9時～翌日午前3時
ަ௨ΞΫηε JR大阪環状線桃୩駅北西へ徒歩約5分

中央急病診療所
住　　所 大阪市西区新町4-10-13
電話൪߸ 06-6534-0321

ྍ日時
【平　日】
眼科・耳ඓҺ科：午後10時～翌日午前0時30分
内科・小児科：午後10時～翌日午前5時30分
【土曜日】
眼科・耳ඓҺ科：午後3時～午後9時30分
内科・小児科：午後3時～翌日午前5時30分
【日曜日・ॕ 日・年末年始（12�30～1�4）】
眼科・耳ඓҺ科：午前10時～午後9時30分
内科・小児科：午後5時～翌日午前5時30分

ަ௨ΞΫηε �地下鉄ઍ日前線・長ງ見地線西長ງ
駅西へ徒歩3分

小児ٹ急電話相談
時間ଳࢪ࣮ 毎日　午後7時～翌日午前8時
電話൪߸ 06-6765-3650�

プッシュ回線＝#8000
　　༰ �子どもの急病時に、病院へ行った方が良いか

どうか判断にった時、小児科医、看護師によ
る夜間電話相談をご利用ください。

　　　　　※�相談料は無料です。ただし、通話料は利用者
負担です。

ホームページ �http://www.pref.osaka.Mg.jp/iryo/
syouni-RR/syouni@RR@teM.htmM

健康・医療

八島

守口市所

京阪電車 西三荘 門真ࢸ

大宮
中央公園
大宮
中央公園

守口市所

京阪電車 西三荘 門真ࢸ
ඦ՟店

市民体育館

国道̍ 号

地下鉄谷
町線

大日ࢸ

守口駅
国
道̍
̒̏
号

守口市駅

八島

守口市所

京阪電車 西三荘 門真ࢸ

大宮
中央公園
大宮
中央公園

守口市所

京阪電車 西三荘 門真ࢸ
ඦ՟店

市民体育館

国道̍ 号

地下鉄谷
町線

大日ࢸ

守口駅

国
道̍
̒̏
号

守口市駅

常翔ޫܒ
学園高

宮೭阪駅

ຕ方市所 ຕ方
ॺܯ

天野川

ຕ方市駅

ラポール
ຕ方南

かささぎ橋 ࢸ
�
߸
ઢ

ग़

ෑ
ަ
ࠩ


京阪交野線

関西外国ޠ
大学市立ひらかた

病院13

20

139

144

ຕ方市
保健センター
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ೕ༮ࣇ健康 ・ࠪͪΌΜに関する相談・ߨश会

健康ࢱ部 健康ਪਐ課 ☎06-6992-2217

事業名 対象 日時 場所 内容 受診方法

乳児一般
健康診査

1歳未満の乳児
（受診適齢時期は生
後1か月）

通年（委託医療機関の
診療時間内） 府内の委託医療機関 問診、診察、身体計測

母子健康手帳別冊に付
いている乳児一般健康
診査受診票を持参して
受けてください。

4か月児
健康診査

生後4か月～9か月
未満の乳児

毎月3回
受付＝�午前9時30分

～�
午前10時30分

（市民保健センター）

市内3カ所
市民保健センター（1回）
他2カ所で1回ずつ実施 問診、保健指導、

内科診察、身体計測
案内状（問診票）をお送
りしますので持参して
ください。

※�市民保健センター以外の場所と受付時間は案内
状（問診票）をご確認ください。

乳児後期
健康診査

生後9か月～
1歳未満の乳児
（受診適齢時期は生
後10～11か月）

通年（委託医療機関の
診療時間内） 府内の委託医療機関 問診、診察、身体計測

4か月児健診のときに
お渡しする乳児後期健
康診査受診票を持参し
てください。

1歳6か月児
健康診査

満1歳6か月を超え満
2歳に達しない幼児

毎月2回
受付＝�午後1時～�

午後2時
市民保健センター

問診、保健指導、（栄養指
導）、内科診察、歯科診
察、身体計測

案内状（問診票）をお送
りしますので持参して
ください。

2歳6か月児
歯科健康診査

満2歳6か月を超え満
3歳に達しない幼児

毎月2回
受付＝�午後1時～�

午後2時
市民保健センター� 問診、歯科診察、保健指

導、（栄養指導）
案内状（問診票）をお送
りしますので持参して
ください。

3歳6か月児
健康診査

満3歳6か月を超え満
4歳に達しない幼児

毎月2回
受付＝�午後1時～�

午後2時
市民保健センター

保健指導、（栄養指導）、
尿検査、内科診察、歯科
診察、視聴覚診察（必要
者のみ）、身体計測

案内状（問診票）をお送
りしますので持参して
ください。

妊婦健康診査 妊娠届出をした妊婦 通年（委託医療機関の
診療時間内）

府内の委託医療機関
（助産院含む）
府外で受診の場合は、領収
書等を持参のうえ出産後6
か月までに払い戻し手続
き等をお願いします。

問診、内科診察、血液検
査、HBs抗原検査、尿検
査、HTLV-1等

妊娠届出時に交付する
妊婦健康診査受診券
（14枚綴り）と妊婦健康
診査補助券（10枚綴り）
を健診受診時にご利用
ください。

妊婦歯科
健康診査 妊婦

偶数月の第4水曜日
受付＝�午後1時45分～

午後2時30分
奇数月の第4日曜日
受付＝�午前9時45分～�

午前10時30分

市民保健センター 問診、唾液潜血反応検
査、診察 申し込みは、要予約。

妊 産 婦 タ ク
シー利用支援
事業

令和4年4月1日以後
に『妊婦の届出』をし
た妊産婦（他市で届け
出をした人を含む）

※�1回の妊娠につき1度の交付。他者への譲渡・転売
や紛失等での再発行はできません。
※�下記に加盟しているタクシー会社にて、大阪府下
交通圏でのみの利用可能です。
　大阪共通乗車券運営協議会
　加盟タクシー会社一覧

※タクシー利用券の使用期限はありません。
※未使用分の現金と交換はありません。お釣りは出ます。

通院等で外出時のタク
シー利用に際し、タク
シーチケット（500円券
20枚つづりの10,000
円分）を配付。（申込書提
出の翌月末に送付。）

妊娠届け出日（転入され
た方は転入日）から6か
月以内に、子育て世代包
括支援センター「あえ
る」へ申出書を提出。

48

２３０１守口市6(SG90)行政最終.indd   48 2022/12/15   13:44:35



事業名 対象 日時 場所 内容 受診方法

妊婦の届出 妊娠がわかった妊婦 通年 子育て世代包括支援セン
ター

母子健康手帳の交付
妊婦健康診査・受診券の
交付

助産制度
生活保護受給中また
は市民税非課税世帯
等の妊婦

通年 子育て世代包括支援セン
ター

経済的な理由により入
院して助産を受けるこ
とができない人に対し
て分娩費を支給

医療機関は指定助産施
設のみとなります。詳細
はお問い合わせくださ
い。

両親教室
平日版
（要予約）

妊婦および
その配偶者

偶数月2回
受付＝�午後1時15分

～1時30分
市役所 赤ちゃんのおふろの実

習、パパの妊婦体験等

両親教室
土曜版
（要予約）

妊婦および
その配偶者

奇数月の土曜日（1回）
受付＝�午前9時45分

～10時
市役所 赤ちゃんのおふろの実

習、パパの妊婦体験等

妊産婦・
新生児
訪問指導

主に第一子。また、第
二子以降の方にも依
頼があれば訪問いた
します。

通年
市より助産師会へ依頼後、
担当助産師と訪問の日程
を調整し、自宅にお伺いし
ます。

身体計測、発育状態等の
保健指導、食事・授乳に
ついての指導

こんにちは
赤ちゃん
訪問運動

生後4か月までの乳
児（主に第2子以降）
とその保護者

通年

児童手当（子育て支援政策
課）の申請の際に配布又は
子育て世代包括支援セン
ターから送付しているア
ンケートを提出下さい。お
住まいの地区の民生・児童
委員・保育士等が訪問の日
程を調整し、ご家庭にお伺
いします。

健康・子育て支援に関す
る情報提供

産後ケア事業

産婦（訪問型：子が1
歳未満まで、宿泊型：
子が生後5か月未満
まで）で以下につい
て該当する方（流産・
死産も含む）
・�体調不良や育児不
安がある
・�家族等から育児の
援助が得られない
・�他に産後の支援が
必要である

通年 訪問型：自宅
宿泊型：委託施設

助産師が訪問もしくは
委託施設において産婦
のケア・授乳指導・育児
の実践指導等を実施
利用回数・費用等詳細に
ついてはホームページ
をご覧ください。

子育て世代包括支援セ
ンターまでご連絡くだ
さい。

育児相談 乳幼児とその保護者 通年 子育て世代包括支援セン
ター

育児・発達等に関する相
談

お電話または窓口に直
接お越しください。

すこやか
5歳児事業

年度中に満5歳とな
る幼児
（年中児相当）及び
年度中に満6歳とな
る幼児（年長児相当）

通年

〈巡回健診・巡回支援〉
市内の幼児が在園してい
る市内の認定こども園・幼
稚園・保育園全園
〈事後の相談〉
市役所

年中児にアンケート、問
診と巡回健診。継続支援
として年長児に巡回支
援。

市内の認定こども園・幼
稚園・保育園を経由して、
アンケート、問診票を保
護者へ秋頃に配布予定。
在園先が他市園の場合
は、自宅へアンケート、問
診票を郵送します。

こども部 子育てੈแׅ支援センター（͋͑る）　☎06-6995-7833

　子どもの予防接種は、生後2か月頃から接種開始することがほとんどです。委託医療機関に事前予約をして接種をすすめ
てください。母子健康手帳を忘れずに持参してください。予防接種の予診票は委託医療機関にあります。
　詳細はホームページ、広報もりぐち等でご確認ください。
★予防接種を受けられない人★
　熱のある人や重い急性疾患に罹っている人、また予防接種を受けることが不適当な状態にある人は、副作用などを防止
するためにも、接種を受けることはできません。予防接種を受けるときは、体調を整え、注意事項を守って受けてください。
定期予防接種は北河内5市内（守口市、門真市、寝屋川市、大東市、四條畷市）の委託医療機関で通年接種可能です。
※下表の文中に記載のある「～に至るまで」及び「～未満」とは、誕生日の「前日まで」を意味します。

༧種について

名称 対象年齢 標準接種年齢 回数 間隔
BCG（結核） 生後1歳に至るまで 生後5～8か月未満 1回

B型肝炎 生後1歳に至るまで 生後2～9か月未満 3回
27日以上の間隔で2回接種後、3
回目は1回目から139日以上の
間隔で接種

ロタウイルス
ワクチンの種類により
対象年齢・接種回数が

異なります。

ロタリックス 出生6週0日から24週0日後まで
初回接種は出生後
14週6日後まで

2回 27日以上の間隔をおいて
2回経口投与

ロタテック 出生6週0日から32週0日後まで 3回 27日以上の間隔をおいて
3回経口投与
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名称 対象年齢 標準接種年齢 回数 間隔

ώϒ　注1） 生後2か月～5歳に至るまで
初回接種開始は生
後2～7か月に至る
まで

1回～4回 接種を開始する年齢により
間隔・回数が異なります。

小児用肺炎ەٿ　注1） 生後2か月～5歳に至るまで
初回接種開始は生
後2～7か月に至る
まで

1回～4回 接種を開始する年齢により
間隔・回数が異なります。

四種ࠞ合
ジフテリア
ඦ日せき
ഁই風

不活化ポリオ
注2）

1期

ॳ回 生後3か月～7歳6か月に至るまで 生後3～12か月 3回 20日以上（標準的には20日～
56日）の間隔をおいて3回接種

加 生後3か月～7歳6か月に至るまで
（1期初回終了後6か月以上）

1期初回終了後
12～18か月後 1回

三種ࠞ合・単ಠ不活化ポリオ　注2） 対象年齢・回数等は、四種混合に同じ

ジフテリア・ഁ ই風 2期 11歳～13歳未満 11歳 1回

ຑしん・風しん
ࠞ合ワクチン
注3）

1期 1歳～2歳未満 1歳 1回

2期
5歳～7歳未満の就学前1年間
（令和4年度対象者：平成28年4
月2日～29年4月1日生まれ）

年長 1回

水
1回目

1歳～3歳未満
生後12～15か月

2回 3か月以上の間隔をおいて
2回接種2回目 1回目接種後から

6～12か月後

子宮頸がん予防
ワクチンの種類により、
接種間隔が異なります。

サーバリックス
小学6年生から高校1年生相当
年齢の女子 中学1年生

3回
1か月以上の間隔で2回接種後、
3回目は1回目から5か月以上、
かつ2回目から2か月半以上の
間隔で接種

ガーダシル 3回
1か月以上の間隔で2回接種後、
3回目は2回目から3か月以上の
間隔で接種

子宮頸がん予防ワクチンキϟッチアップ接種 詳細は、広報もりぐち、市ホームページをご覧ください。対象者には個別に郵送にてお知らせしています

注1） �ヒブ及び小児用ഏ炎球ەは、接種を開始する年齢により、接種間隔・回数が異なります。詳細は市ホームページをご参
照ください。

注2） �4疾患（ジフテリア・ඦ日せき・破傷風・ポリオ）の予防接種は、原則四種混合ワクチンを使用します。既に三種混合の
接種が完了していてポリオが完了していない場合はポリオワクチンを使用しますが、ポリオの接種が完了していて
三種混合が完了していない場合は四種混合ワクチンを使用することができます。

注3） �ຑしん、風しんのどちらかにかかった人も、原則、ຑしん・風しん混合ワクチンを受けてください。ຑしん及び風しん
単抗原ワクチンもあります。

名称 対象年齢 標準接種年齢 回数 間隔

日本脳炎
注4）

1期
ॳ回 生後6か月～7歳6か月に至るまで 3歳 2回 6日以上（標準的には6～28日ま

で）の間隔をおいて2回接種

加 生後6か月～7歳6か月に至るまで
（1期初回終了後֓ね1年おく） 4歳 1回

2期 9歳～13歳未満 9歳 1回
注4） �平成17～21年度にかけての予防接種の積極的ק奨の差し控えにより、接種を受ける機会をҳした人を対象に特例ા置があります。詳細

は下表のとおりです。下表文中に記載のある「過去」とは、平成22年3月31日以前のことを意味します。
日本脳炎特ྫા置　対象者 平成15年1月2日～平成19年4月1日生まれ（令和5年1月1日現在）ただし、20歳未満

1期

աڈに全く接種を受けてい
ない人

4歳以上20歳未満の間に、6～28日までの間隔をおいて1期初回2回接種後、おおむね1年を経過した
時期に1期加として1回接種できます。

աڈに1回接種を受けた人 4歳以上20歳未満の間に、6日以上の間隔で、1期不分（初回2回目・加）の接種（2回）ができます。
աڈに2回接種を受けた人 4歳以上20歳未満の間に、1期不分（加）の接種（1回）ができます。

2期 1期ྃの人 9歳以上20歳未満の間に、第1期接種終了後、6日以上の間隔をおいて1回接種

名称 ৄ細
インフルエンザ 詳細は、広報もりぐち、市ホームページをご覧ください。

高齢者肺炎ەٿ 対象者には個別に郵送にてお知らせしています。

成人உ性対象の風しん 対象者には個別に郵送にてお知らせしています。

※�年度途中に新たな定期予防接種が導入される場合は、広報・ホームページ等に詳細を掲載いたします。

健康ࢱ部 健康ਪਐ課 ☎06-6992-2217
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　健やかな生活をお送りいただくために、健康相談などを行っています。

健康ࠪについて

健康相談など

事業名 日時 場所 お問い合わせ先

市民一般健康相談
水曜日午後2時～3時
※�具体的な実施日等詳細は、広報もりぐち
等をご確認ください

市民保健センター等

市民保健センター
06-6992-2217歯科健康相談

日曜日午前10時～11時30分
※�具体的な実施日等詳細は、広報もりぐち
等をご確認ください

市民保健センター1階
歯科休日応急診療所

ぜんそく健康相談 偶数月の第2水曜日
午後2時～3時 市民保健センター

保健師による健康相談 月曜日～金曜日
午前9時～午後5時

市民保健センター3階
総合相談窓口

相談窓口専用電話
06-6993-2098

※�お薬の相談については、市民保健センターに問い合わせください。

健康相談

対象者 実施時期 受診方法 予約方法など 予約専用電話

別表を参照してください。
年齢は、満年齢ではなく翌
年3月末現在です。

6月～12月頃まで（8月は除く）。
詳しい日程は、広報もりぐちで
ご確認ください。

事前予約制ですので必ず保健
センターにご予約ください。

詳細は、広報もりぐちで
ご確認ください。

06-6992-2347
9時～12時

13時～17時30分受付
（土日祝を除く）

　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した市民総合（特定）健康診査を実施します。

市民総合（ಛఆ）健康ࠪ

※検査項目や対象者など年度により変わりますので、必ず広報もりぐちでご確認ください。

健診対象者（予定） 医療保険者の種類 受診券 費用
40～74歳の守口市国民健康保険に加入している人
（※75歳の誕生日以降の人は、下段の後期高齢者医
療制度による健診になります）

守口市国民健康保険 予約した人には守口市より郵送
（問診票兼受診券） 無料

40～74歳の社会保険に加入している被扶養者の人
（ただし、国保組合は被保険者）

協会けんぽ、組合健保、共済組
合、国保組合など 加入されている各医療保険者へ請求 各保険者によって

自己負担有
後期高齢者医療保険に加入している人 大阪府後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合より郵送 無料
15歳以上39歳以下の人（学校や職場などで健康診
断を受けることができる人は除く。） － 受診券の発行はありません。 無料
40歳以上の生活保護受給者

その他 詳細につきましては、広報もりぐちでご確認ください。

検査内容
▶問診
▶尿検査（蛋白、糖）
▶血圧測定
▶血液検査（肝臓、じん臓機能、貧血、コレステロール、血糖ほか）
▶身体計測（身長、体重）

▶腹囲測定（40～74歳）
▶心電図検査（40～74歳及び医師の指示のある人）
▶胸部直接レントゲン検査（40歳以上）
▶診察
▶眼底検査（医師の指示のある人）
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検診項目 対象者 期間 場所 内容 受診方法 費用

歯科健康診査 15歳以上の市民

市民総合（特定）
健康診査期間中
に同時実施 市民保健センター

問診、唾液潜血反応検
査、診察（歯周病進行度
測定検査・その他口腔衛
生状況）、パノラマレン
トゲン検査（15～70歳
までの5歳節目年齢） 市民総合（特定）健康

診査期間中に市民保
健センターに申し込
んでください。

無料

肺がん検診 40歳以上の市民

胸部レントゲン検査
☆問診で喫煙係数の多い
人や元アスベスト取り扱
い従事者とその家族の人
には、かくたん検査

胸部
レントゲン検
査＝無料
かくたん検査
＝300円

前立腺がん
検診 55歳～69歳の男性 問診、血液検査（前立腺

特異抗原） 300円

胃がん検診 35歳以上の市民 7月～翌年2月 問診、胃部直接レントゲ
ン検査 5月～翌年1月末まで

に市民保健センターに
お申し込みください。

1,000円

大腸がん検診 40歳以上の市民 6月～翌年2月 市民保健センター
又は協力医療機関 問診、便潜血反応検査 300円

子宮頸がん
検診

20歳以上の女性
2年に1回

集団検診＝市民
総合（特定）健康
診査期間中に同
時実施（土日健診
日除く）
個別検診＝6月～
翌年2月（委託医
療機関の診療時
間内）

集団検診＝
市民保健センター
個別検診＝
委託医療機関

問診、視診、内診、子宮頸
部細胞診

市民総合（特定）健康
診査実施期間中に申
し込んでください。
委託医療機関での受
診を希望される人は
受診票を発行します
ので翌年1月末までに
市民保健センターに
お申し込みください。

500円

乳がん（マン
モグラフィ）
検診

40歳以上の女性
2年に1回 6月～翌年2月 委託医療機関 問診、マンモグラフィ

（乳房Ｘ線検査）

翌年1月末までに保
健センターに予約し
た後、委託医療機関
でマンモグラフィを
使って撮影。

40歳代
（2方向撮影）
＝1,000円
50歳以上
（1方向撮影）
＝ 700円

骨密度測定
15歳以上の市民で、
前年度骨密度測定を
受けていない人

7月～翌年2月

市民保健センター

問診、カルシウム量測定
検査、保健指導

5月～翌年1月末まで
に市民保健センターに
お申し込みください。

1,000円

肝炎ウイルス
検診

40歳以上の市民
※�ただし、肝炎ウイ
ルス検査を過去に
受けたことのある
人は除く
現在、肝臓病で治療
中の人は主治医にご
相談ください

市民総合（特定）
健康診査期間中
に同時実施

血液検査
市民総合（特定）健康
診査期間中に市民保
健センターに申し込
んでください。

1,000円

ະख़ࣇཆ育医療給付੍
1．未熟児養育医療給付とは
　身体の発育が未熟なままで生まれ、家庭保育が困難なた
め病院等に出生後引き続き入院することを必要とする乳
児に対して、その養育に必要な医療を給付する制度です。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育
医療機関での治療に限られます。なお、世帯の市町村民税
額に応じて、自己負担額が生じます。

ಛఆ健康 ・ࠪಛఆ保健ࢦಋ
　特定健康診査とは、医療保険者（市国民健康保険等）が実
施するメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着
目した健診で、40～74歳の人が対象となります。51ペー
ジの市民総合（特定）健康診査が特定健康診査にあたりま
す。
　特定健康診査の結果、メタボリックシンドロームの該当
者・予備群と判定された人に、健康状態に合わせた特定保
健指導（動機付け支援・積極的支援）を実施し、生活習慣病
を改善しようとするものです。

健康ࢱ部 健康ਪਐ課 ☎06-6992-2217
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内容 対象 手続

ひとり親家庭医療費助成

こども部　子育て支援政策課
☎06-6992-1647

健康保険が適用される医療
費の自己負担額及び入院時
食事代（児童のみ子ども医
療で助成）を助成
※�医療機関ごとに入通院各
1日最大500円（月2日ま
で）を自己負担

18歳までの子と母（父）、または18歳ま
での両親のいない子と養育者で、児童扶
養手当の一部支給の所得制限未満の人

申請には、健康保険証と児童扶養手当証
書（証書のない人は所得確認のための同
意書【所得制限あり】）または公的年金証
書及び母または父、養育者、児童の対象事
由がわかるもの（戸籍謄（抄）本など）が必
要です。
医療証をお渡しします。代理人申請の場
合、委任状と代理人の本人確認ができる
書類（健康保険証、運転免許証など）が必
要です。
また、郵送も可能です。

重度障がい者医療費助成

健康福祉部　障がい福祉課
☎06-6992-1630・1635
℻06-6991-2494

健康保険が適用される医療
費の自己負担額を助成
※�医療機関ごとに入通院各
1日最大500円を自己負
担

①身体障がい者手帳1・2級所持者
②重度の知的障がい者
③�中度の知的障がい者で身体障がい者
手帳の所持者
④�精神障がい者保健福祉手帳1級所持者
⑤�「難病法」に基づく医療受給者証所持
者または特定疾患医療受給者証の所
持者で、その障がいの程度が障がい年
金1級または特別児童扶養手当1級に
相当する者

申請には、健康保険証、障がい者手帳など
当制度の対象であるとわかるもの、申請
者等のマイナンバーがわかるものが必要
です。
医療証をお渡しします。
代理人申請の場合、委任状と代理人の本
人確認ができる書類（健康保険証、運転免
許証など）が必要です。
また、郵送も可能です。

子ども医療費助成

こども部　子育て支援政策課
☎06-6992-1647

健康保険が適用される医療
費の自己負担額を助成。
※�医療機関ごとに入通院各
1日最大500円（月2日ま
で）を自己負担

0歳から18歳までの子ども

申請には、健康保険証と6歳未満（就学
前）の子どもに限り所得確認のための同
意書が必要です（不要な場合がありま
す）。医療証をお渡しします。
代理申請の場合、委任状と代理人の本人
確認ができる書類（健康保険証、運転免許
証など）が必要です。
また、郵送も可能です。

不妊検査・治療費助成

助成対象となる不妊検査・
治療に係る自己負担額の合
計の1/2（100円未満切捨
て・上限5万円）を助成。
※�1会計年度につき1回助成
（令和2年度以前に治療
を開始した夫婦にあって
は、最大2年間分の検査
および治療費を対象に、
1夫婦につき1回限り）

婚姻の届出をしている夫婦
※�検査・治療を開始してから申請を完了
するまでの間、守口市内に住所を有す
ること
※�妻の年齢が満43歳となる日の属する
月の検査・治療費までが対象

（令和2年度以前に治療を開始した夫婦
にあっては、上記の要件に加え、夫婦と
もに検査を受けている事および治療開
始時の妻の年齢が満40歳未満である事
が必要です）

申請には
①�守口市不妊検査・治療費助成金交付申請書
②�守口市不妊検査・治療費助成金申請に
係る証明書
③�守口市不妊検査・治療費助成金交付請求書
④�上記交付請求書に記入した振込を希望
する金融機関情報の分かるもの（通帳
等）のコピー
⑤�印鑑（認印）※シャチハタ不可
（令和2年度以前に治療を開始した夫婦
にあっては、上記①～⑤に加えて【⑥不妊
検査・治療に要した費用の領収書および
診療明細書】）が必要です。
※�夫婦が同一世帯でない場合、戸籍謄本（抄
本）など、法的に婚姻していることが確認
できる書類を別途添付してください

2．対象者
　守口市に住所を有する乳児で、出生直後に次に掲げる
（1）又は（2）の症状を有し、医師が入院養育を必要と認め
た者が対象となります。
（1）出生時の体重　2,000ｇ以下
（2）1．一般状態　①運動不安・けいれん　②運動異常
��2．体温　①摂氏34度以下
��3．呼吸器、循環器　�①強度のチアノーゼが持続

②チアノーゼ発作を繰り返す
③呼吸数が毎分50以上で増加傾向
④呼吸数が毎分30以下
⑤出血傾向が強い

��4．消化器系　�①生後24時間以上排便がない
②生後48時間以上嘔吐が持続
③血性吐物・血性便がある

��5．黄疸　�生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸
のあるもの（重症黄疸による交換輸血を含む）

医療助成について

こども部 子育て支援政策課 ☎06-6992-1647

3．給付対象
　診察、医学的処置、治療等の給付がうけられます。ただ
し、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますの
で、おむつ代・差額ベッド代などの保険適用外のものにつ
いては対象となりません。
4．必要書類
①養育医療給付申請書　②養育医療意見書
③世帯調書　④誓約書
⑤赤ちゃんの健康保険証のコピー
⑥個人情報提供に関する同意書
⑦�世帯員全員のマイナンバーがわかるもの、申請者の運転
免許証など本人確認書類
5．自己負担額のお支払い方法
　自己負担額は、守口市から後日（診療月の約4ケ月後）に
送付する「納入通知書」によって、銀行等の窓口でお支払い
いただきます。
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　「仕事が見つからない」「生活費に困っている」「家賃が払
えない」「誰も頼る人もなく、孤立している」「家族の生活や
将来のことが不安」など、不安や心配ごとに相談員が寄り
添い、一緒に考え、状況に応じた支援を行い、解決のお手伝
いをします。一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。

自立相談支援事業とは
・自立に向けた支援プランを一緒に考えます。

・�事業所の皆様、ご協力ください。当センターを利用され
ている求職者への雇用の場、職場見学や体験を募集して
おります。
・�ご家庭などに眠っている保存がきく食品があればご提供
ください。お米、スープ、冷凍パン、缶詰、カップめんなど
を、ふーどばんくOSAKAからの提供や守口市民及び団体
様から寄付を受け、支援が必要な方へお渡ししています。

くΒしαϙーτセンター守口について

ご協力くͩさい

Βしのみごとを相談員とղܾ

　利用できる資産（財産）や働く能力、親・子などの扶養援
助、年金等その他の制度・施策などあらゆるものを活用し
ても、なお生活できない場合は市役所3階南エリアの生活
福祉課へご相談ください。

生活保ޢのご相談

健康ࢱ部 生活ࢱ課 ☎06-6992-1583

　民生委員・児童委員は厚生労働大臣に委嘱されたボラン
ティアとして、地域住民の立場に立って支援する人です。
すべての民生委員は児童委員を兼ね、子どもに関わる相談
支援活動も行います。子育てに関すること、高齢者の介護
に関すること、健康・医療に関することなど、生活の中で気
になっていることがあれば、お気軽にご相談ください。な
お、地域の民生委員・児童委員がわからないときは、民生委
員児童委員協議会事務局にお問い合わせください。

民生ҕ員・ࣇಐҕ員にܰؾにご相談を

民生ҕ員ࣇಐҕ員協ٞ会事局 ☎06-6992-2715

くΒしαϙーτセンター守口 
相 談 日 ࣌ɿ ݄ ༵日ʙ༵ۚ日　ޕલ࣌�ʙ࣌�ޙޕ��

（ॕ日ɺ࢝をআく） 
ୈ�・ୈ�日༵日　ޕલ࣌�ʙ࣌�ޙޕ

　　 　　　所ɿ 市所�֊
　　 ి 　　　ɿ ϑϦーμΠϠϧ 0800-200-8011

☎06-6998-4510

・�窓口に来ることができない方に対しては、出張相談も
行っています。
・関係機関などへの同行支援も行います。

就労準備支援とは
・�仕事に就く自信がないなどのために働くことから遠ざ
かっている方を対象に、課題に応じたプログラムを作
り、実際の就労にむけた準備を目指します。

住居確保給付金とは（要件あり）
・�離職等により家賃の支払いに困り、住まいを失う可能性
がある人は、期間を定めて家賃相当額の給付と就労支援
をおこなう住居確保給付金が申請できます。

家計改善支援事業とは
・�家計管理に関する支援や、滞納の解消支援などを行い、
家計基盤の整理や生活の安定のお手伝いを行います。

ふーどばんくとは
・�「今日食べる食糧を買うお金が全くない」などの緊急支
援として、個人、団体に食料を提供いたします。

ࢱ
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　ひとり親家庭等を対象に、進学費用等にかかる貸付制度や資格取得費用等にかかる給付制度があります。
事業名 対象者 内容 手続き 窓口

子・子・Չ婦
福祉資金貸付
制度

以下の世帯が対象です。
・母子家庭の母とその未成年の子ども
・父子家庭の父とその未成年の子ども
・�Չ婦（かつて母子家庭の母であって、子どもが成人
した方）と扶養されている成人した子ども
・�かつて婚姻したことがある40歳以上の、現在配偶
者のない女性（前年所得203万6ઍ円以下で過去も
現在も未成年の子どもを扶養していない方）
・父母のない未成年の子ども

ひとり親家庭及びՉ婦
の生活の安定と向上の
ために、子どもが進学
する場合等に必要な資
金の貸付を受けること
ができる制度です。

貸付を受けようとする理由・家
族の状況・償還能力等を聞き取
りし、貸付の要件を確認します
ので、まずはご相談してくださ
い。なお、収入や他の借入状況、
連帯保証人の有無等により、貸
付を受けることができない場合
や貸付金額が必要な金額よりも
少額となる場合があります。

子
育
て
支
援
政
策
課

子家庭及び
子家庭
自立支援教育
࿅給付金܇

以下の全ての要件をみたす方
・守口市内に居住していること
・母子家庭の母又は父子家庭の父であること
・�児童扶養手当の支給を受けている方と同様の所得
水準にあること。
・�就業経験・技能・資格取得状況・労働市場の状況等か
ら判断して講座を受講することが適職につくため
に必要であると認められること
・過去に教育܇࿅給付金を受給したことがないこと

主体的な能力開発の取
組みを支援し、自立の
促進を図るための講座
を受講後に、受講料等
の一部を支給する制度
です。

希望職種や職業経験等を聞き取
りし、講座の適否や資格取得に
より適職につけるか等の支給の
必要性を確認しますので、まず
はご相談してください。事前の
相談（受講前）がない場合は、支
給の必要性を確認できないた
め、申請を受付けできません。

子家庭及び
子家庭
高等職業܇࿅
促進給付金

修業開始日から修了日において、以下の全ての要件を
みたす方
・�守口市内に居住していること
・�母子家庭の母又は父子家庭の父であること
・�児童扶養手当の支給を受けている方と同様の所得
水準にあること。
・�養成機関で修業し、一定の資格を取得する見込みが
あること
・�就業又は育児と修業との両立が困難であること
・�過去に高等職業܇࿅促進給付金を受給したことが
ないこと

生活の安定に資する就
職に有利な資格を取得
するため、養成機関で
修業し、一定の資格を
取得しようとする際
に、修業期間の生活の
負担軽減を図ることを
目的に、給付金を支給
する制度です。

生活状況や展望を聞き取りし、
資格の適否や資格取得により自
立が効率的に図れるか等の支給
の必要性を確認しますので、ま
ずはご相談してください。事前
の相談がない場合は、支給の必
要性を確認できないため、申請
を受付けできません。
※�申請のあった月分から支給し
ますので、お早めに相談して
ください。

子家庭及び
子家庭
高等職業܇࿅
修ྃ支援給付金

以下の全ての要件をみたす方
・�修了日において、守口市内に居住していること
・�修業開始日及び修了日において、母子家庭の母又は
父子家庭の父であること
・�児童扶養手当の支給を受けている方と同様の所得
水準にあること。
・�一定の資格を取得するため養成機関で修業し、その
養成課程を修了したこと
・�過去に高等職業܇࿅修了支援給付金を受給したこ
とがないこと

一定の資格を取得する
ため養成機関で修業
し、その養成課程を修
了後に、養成機関への
修業開始時における負
担費用の一部を支給す
る制度です。

申請には戸籍謄本等が必要です
が、資格の適否等を確認する必
要があるため、まずはお問い合
わせください。
※�修了日の翌日から30日以内
に申請してください。修了日
の翌日から30日を超えると
受付できません。

ି付・給付੍について

こども部 子育て支援政策課 ☎06-6992-1647

　低所得の一時的な生活困ځ世帯などに対し、下表の貸付制度があります。
種類 対象者及び貸付内容 申請に必要なもの 窓口

生活福祉資金
低所得者、高齢者及び障がい者などの世帯を対象に、病気、災害、就学などに必要な資
金を貸し付けます。連帯保証人が原則1人必要です。設定できない場合は年1.5％の利
子がかかります（所得制限あり）

民生委員意見書
住民票
�貸付事由を証する書類
など。

守
口
市
社
会
福
祉
協
議
会

急小口資金ۓ
傷病、賃金の未払い・遅配などが原因で一時的に生活困ځにؕった世帯に対し、生活の
改善、自立のために必要な資金を貸し付けます。居住条件などあり（連帯保証人不要）。
貸付限度額は10万円。

総合支援資金
失業や減収により生計の維持が困難となった世帯に対し、生活再建のための生活資金
等を貸し付けます。貸付期間は3ケ月以内。連帯保証人が原則1人必要です。設定でき
ない場合は、年1.5％の利子がかかります。

住民票　 離職票
�離職前の収入証明、求職
票など。

不動産担保型
生活資金

住み慣れた我が家で安定した生活を送るため、不動産を担保に生活資金を貸し付けま
す。対象要件は、世帯員が65歳以上で、借入申し込み者がその所有する不動産に5年以
上居住していることなど。

戸籍謄本
土地の登記謄本など。

生活ۚࢿのି付

守口市ࣾ会ࢱ協ٞ会 ☎06-6992-2715

ͻとΓ家庭のି付・給付੍
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高齢者福祉
生活支援αーϏε

～�安否確認ホットライン�～
　地域のひとり暮らし高齢者
などの自宅で、生命の危険が
案じられるような「SOS」に気
づいたときの総合窓口です。
　連絡を受けた場合は、関係
各課と連携しながら、必要に
応じて警察や消防にも協力を
要請し、迅速な安否確認をお
こないます。

市民の皆さん

連絡

安否確認ホットライン

関係部局
安否
確認

警察・消防警察・消防

　洗濯物が干し放し、郵便受けに新聞などがずっとたまっ
ている、ご近所の方を最近見かけていないなど普段と様子
が違うといった光景を目の当たりにした場合、勇気をもっ
て安否確認ホットラインへ連絡ください。

相談日時 月曜日～金曜日（祝日を除く）�午前9時～午後5時30分

相談場所 市役所3階北エリア　高齢介護課

備考 予約不要。秘密は厳守します。

相談専用電話・
メールアドレス

安否確認ホットライン　☎06-6992-4010
メールアドレス　Anpi4010Line@city-moriguchi-osaka.jp

҆൱確認ϗッτϥΠン

　市役所3階高齢介護課、市民保健センター、障がい者・高
齢者交流会館、大日サービスコーナー、各コミュニティセ
ンター
　また、市ホームページからダウンロードできます。

ʮ҆൱確認ϗッτϥΠンのࣔܝ用チ
ϥγʯɺʮ҆ٸٹ৺Χーυʯの設置所

　もし、救急車を呼び救急隊員がかけつけた時に、救急隊
は病院に患者の状態を伝えなければなりません。その時に
氏名、持病、常用薬、救急連絡先等の情報があれば、よりス
ムーズな対応が期待できます。あらかじめ「救急安心カー
ド」を作成し、救急時に備えておきましょう。

৺Χーυ҆ٸٹ

健康ࢱ部 ྸߴհޢ課 ☎06-6992-1610・1613

༩についてିثػ通ใٸۓ
　おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者で、病弱のた
め定期的に安否の確認が必要な方に緊急通報機器を貸与
します。
　緊急の時はボタンを押すだけでナースコールセンター
につながり看護師等が状況を確認し、必要に応じて消防本
部に連絡します。ただし、2名の協力員が必要です。
利用者負担 �機器の利用料は市民税が課税の方は、月額

1,265円（税込）で、非課税の方及び生活保護
受給者の方は全額助成ですが、電話の基本
料、通話料は自己負担です。

γϧόー人ࡐセンター
　シルバー人材センターは、健康で働く意欲を持っている
60歳以上の方が、経験や能力を生かした就業を通じて、新
たな生きがいを創生するサポートをしている団体です。
　気軽にご相談ください。
住　所 桃町3番30号

公ӹࣾஂ๏人　守口市γϧόー人ࡐセンター 
☎06-6998-3601

健康ࢱ部 ྸߴհޢ課 ☎06-6992-1610・1613

日ৗ生活用۩（車いす）ି ༩について
　おおむね65歳以上の在宅の高齢者で、歩行が困難な方
及び、緊急に必要な方に、短期間車いすを貸与します。
　ただし、介護保険受給対象者は除きます。
利用者負担 無料

守口市ٴऀྸߴͼॏো͕い ֎（ࣇऀ）
出支援事ۀについて

健康ࢱ部 ྸߴհޢ課 ☎06-6992-1610・1613
健康ࢱ部 ো͕いࢱ課 
☎06-6992-1630・1635 ℻06-6991-2494

　公共交通機関だけでは移動が困難な寝たきり等の高齢
者及び重度障がい者（児）に対して、リフト付き福祉タク
シー利用券（1回1,200円）を交付し、一定の運賃を助成し
ます。
対 象 者 ①�市内に住所を有する65歳以上の者であっ

て、要介護4又は5と認定されている者
　　　　　�②�市内に住所を有する身体障がい者手帳所持

者であって、肢体不自由のうち、下肢機能、
体幹機能、運動機能及び移動機能障がいに
ついて、1級又は2級の判定を受けている者

利用回数 年間最大24回

56

２３０１守口市6(SG90)行政最終.indd   56 2022/12/15   13:44:38



　要介護認定審査の結果、「要支援1・2」と認定された人は
「介護予防サービス」「介護予防・生活支援サービス事業」
を、「要介護1～5」と認定された人は「介護給付サービス」
を利用することができます。基本チェックリストを実施
し、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」となった人
は、「介護予防・生活支援サービス事業」を利用することが
できます。

要支援1・2の人、介護予防・生活支援サービス事業対象者
　地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成ま
たは、介護予防ケアマネジメントを実施します。（地域包括
支援センターと委託契約をしている居宅介護支援事業所
で介護予防ケアプランの作成または、介護予防ケアマネジ
メントの実施を行うこともあります。）

要介護1～5の人
　居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを
作成します。

　介護保険制度は、社会全体で介護を支え、利用者の希望
を尊重した総合的なサービスを安心して受けられる仕組
みで、40歳以上の人の保険料と公費（税金）で運営されて
います。

介護保険
հޢ保険੍ հޢ保険で受͚ΒれるαーϏε

65歳以上の人（第1号被保険者）
・�要介護認定申請を行い、要介護または要支援の認定を受
けた場合
・�基本チェックリストを実施し、介護予防・生活支援サー
ビス事業対象者となった場合

40歳から64歳までの人（第2号被保険者）
　初老期認知症や脳卒中などの加齢による病気（16の特
定疾病）があり、要介護認定申請を行い要介護または要支
援の認定を受けた場合

հޢ保険のαーϏεを受͚Βれるのは
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市民税
課税状況 段階

区分 所得段階別対象者 保険料
算式

保険料
（年額）世帯 本人

ඇ
課
税

ඇ
課
税

第1
段階

・�生活保護受給者または
老齢福祉年金受給者で
市民税非課税世帯の人
・�世帯全員が市民税非課
税で本人の合計所得金
額（課税年金に係る雑
所得を除く）と課税年
金収入額の合計額が
80万円以下の人

基準額
×0.30 � 24,300円

第2
段階

世帯全員が市民税非課税
で本人の合計所得金額
（課税年金に係る雑所得
を除く）と課税年金収入
額の合計額が120万円以
下の人

基準額
×0.45 � 36,440円

第3
段階

世帯全員が市民税非課税
の人

基準額
×0.70 � 56,680円

課
税

第4
段階

被保険者本人が市民税非
課税で本人の合計所得金
額（課税年金に係る雑所
得を除く）と課税年金収
入額の合計額が80万円
以下の人

基準額
×0.95 � 76,930円

第5
段階

被保険者本人が市民税非
課税の人 基準額 � 80,970円

市民税
課税状況 段階

区分 所得段階別対象者 保険料
算式

保険料
（年額）世帯 本人

課
税

課
税

以下、被保険者本人が市民税課税で合計所得金
額が

第6
段階 120万円未満の人 基準額

×1.20 � 97,170円

第7
段階

120万円以上200万円未
満の人�

基準額
×1.30 105,270円

第8
段階

200万円以上300万円未
満の人

基準額
×1.50 121,460円

第9
段階

300万円以上400万円未
満の人

基準額
×1.60 129,560円

第10
段階

400万円以上500万円未
満の人

基準額
×1.70 137,650円

第11
段階

500万円以上600万円未
満の人

基準額
×1.80 145,750円

第12
段階

600万円以上700万円未
満の人

基準額
×1.90 153,850円

第13
段階

700万円以上800万円未
満の人

基準額
×2.00 161,940円

第14
段階

800万円以上900万円未
満の人

基準額
×2.15 174,090円

第15
段階 900万円以上の人 基準額

×2.30 186,240円

※�保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに
見直されます。（次回は、令和6年度に新たな保険料が決
定します。）

保険ྉֹについて（ࡀ��Ҏ上の人）

65歳以上の人（第1号被保険者）
　年金から天引きされる「特別徴収」と納付通知書によっ
て銀行等の窓口で納付していただく「普通徴収」の2つの方
法があります。
※普通徴収の人は口座振替による納付もできます。

40歳から64歳までの人（第2号被保険者）
　現在加入している医療保険の保険料とあわせて納付し
ていただきます。

保険ྉのೲ付ํ๏は

　世帯の市民税の課税状況や、本人の課税年金収入額・合
計所得金額により15段階に区分されています。
介護保険料段階区分と保険料（年額）

くすの͖Ҭ࿈合のղࢄについて
（ྩ��݄͔Β市୯ಠでհޢ保険事ۀを࣮ࢪ）
・�令和6年3月31日をもって、これまで守口、門真、四條畷
市の介護保険事業を担ってきたくすのき広域連合が解
散します。
・�このため、令和6年4月からは、市単独で介護保険事業を
行うことになります。
・�市では、その準備を進めるとともに、市民の皆さんには、
広報等を通じて今後も必要な情報をお伝えしていきま
す。
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種類 対象者 申請に必要なもの 理申請

体障がい者
手ா 身体障がいのある人

申請書　 上半身の写真（ॎ4㎝×ԣ3㎝）
申請者等のマイナンバーがわかるもの　 申請者等の運転免許証など本人確認書類
指定医の診断書・意見書（所定の様式）

※更新・変更の手続の場合は、現在お持ちの手帳
※世帯全員が市民税非課税の場合、上記の診断書の文書料が助成できる場合があります。
上記の診断書の領収書　 印鑑　 振込用の通帳

˓

療育手ா 知的障がいのある人 申請書　 上半身の写真（ॎ4㎝×ԣ3㎝）　 申請者等のマイナンバーがわかるもの
※更新・変更の手続の場合は、現在お持ちの手帳 ˓

ਫ਼神障がい者
保健福祉手ா 精神障がいのある人

申請書　 上半身の写真（ॎ4㎝×ԣ3㎝）
申請者等のマイナンバーがわかるもの　 申請者等の運転免許証など本人確認書類

1．医師の診断書（所定の様式）または、
2．��精神障がいを事由とする障がい年金証書もしくはその直近の振込（支払）通知書の写し
または「特別障がい給付金を受給していることを証明する書類」

※更新・変更の手続の場合は、現在お持ちの手帳

˓

ো͕いऀのࢱについて

ো͕いऀखாの申

各手帳の申請書、指定医の意見書・診断書の用紙は、障がい福祉課にあります。郵送申請については、お問い合わせください。
健康ࢱ部 ো͕いࢱ課 ☎06-6992-1630・1635 ℻06-6991-2494

制度の種類 内容

紙おむつ給付
要介護認定が3以上で、常時紙おむつが必要な65歳以上の高齢者を、在宅で常時介護している家族の方に、紙おむつを支給し
ます。支給品目一覧表から月4,120円を限度として選んでいただきます。本人及び介護者の世帯全員が市民税非課税でくす
のき広域連合（守口市・門真市・四條畷市）内に居住していること、生活保護を受給していないこと、入院・入所していないこと
が利用条件になります。

高齢者ኼ
4O4ネット
ワーク

認知症等により行方不明になった高齢者が事故等にૺわれたりすることを防ぐために地域の協力を得て早期に発見する取
組です。事前登録されると、ご家族等の届出により、協力機関に情報配信します。

認知
高齢者見守り
二ݩ࣍コード
交付事業

在宅生活をされていて認知症等により行方不明になるおそれのある人に対し、二次元コード付シールを交付します。利用者
の衣や持ち物に接着した二次元コードを発見者が携帯端末等で読み取ると、その人の住所地の市役所電話番号等が表示さ
れるようになっており、早期身元確認から保護につなぐ取組です。

ኼ高齢者
୳知機器貸与

第1号被保険者及び第2号被保険者のうち要介護（要支援）を受けている方で認知症等により行方不明になるおそれのある高
齢者を早期に発見するために、介護している同居等の家族にኼ୳知機器を貸与します。毎月の基本料金など利用者負担が
必要です。

家介護者
Қ労金

要介護認定が4以上で65歳以上の高齢者を在宅で介護している家族の方にҚ労金申請前1年間介護保険サービス（年間1週
間程度のショートステイサービスの利用を除く）を利用されなかった方にҚ労金を支給します。支給額は要介護者1人につ
き年額10万円。本人及び介護者の世帯全員が市民税非課税でくすのき広域連合（守口市・門真市・四條畷市）内に居住してい
ること、入院・入所していないことが利用条件になります。

Ҭ支援事ۀ

くすの͖Ҭ࿈合守口支所（健康ࢱ部 ྸߴհޢ課） ☎06-6992-2180
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事業の種類 内容 対象 手続

ホームヘルパーの
ݣ

障がいのある人などの居宅に、食事・入浴などの身体介護や
除・洗濯などの家事援助などを行うホームヘルパーをݣ
します。

身体障がい・知的障がい・精
神障がい・難病等のある人

障がい者手帳と印鑑、申請
者等のマイナンバーがわか
るもの、申請者等の運転免
許証など本人確認書類を
持って申請してください。
ୠし、その人によって必要
書類は異なりますので、事
前にご相談ください。

ガイドヘルパーの
ݣ

障がいのため外出が困難な重度の障がいのある人などが外
出する際に付き添いを必要とする場合に、ガイドヘルパーを
ݣします。

重度の視覚障がい・重度の
全身性障がい・重度の知的
障がい・重度の精神障がい・
難病等のある人など

シϣートステイ
（短期入所）

障がいのある人などを介護している家族が、病気その他の事
情により家庭での介護が困難になった場合などに、一時的に
短期間、施設を利用できます。

身体障がい・知的障がい・精
神障がい・難病等のある人
など

日中一時支援事業
日中において介護する家族などがいないため、一時的に見守
りなどの支援が必要な場合に、日中一時支援事業所を利用で
きます。

身体障がい・知的障がい・精
神障がい・難病等のある人

居住サービス

施設入所支援
夜間や休日、障がいのある人などのための入所施設で、入浴、
排せつ、食事の介護や生活支援などを行います。
グループホーム（共同生活援助）
夜間や休日、共同生活を行う住居（グループホーム）で、相談
や日常生活上の援助を行います。

身体障がい・知的障がい・精
神障がい・難病等のある人

通所サービス

生活介護
常時介護を必要とする人に、施設などで、日中において、入
浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または
生産活動の機会の提供を行います。
自立܇࿅ʦ機能܇࿅・生活܇࿅ʧ
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、
身体機能や生活能力の向上のために必要な܇࿅を行います。
就労Ҡ行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要
な知識・能力の向上を図るための܇࿅を行います。
就労ܧ続支援ʦ̖型・̗ 型ʧ
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するととも
に、知識や能力の向上を図るための܇࿅を行います。
児童発達支援
障がいのある児童に、日常生活での基本的な動作の指導、集
団生活への適応܇࿅等を行います。
์課後等デイサービス
学校教育法第1条に定める学校（幼稚園及び大学を除く）に就
学している障がいのある児童に放課後や休業日に生活技能向
上のため必要な܇࿅や社会との交流の促進等を行います。

身体障がい・知的障がい・精
神障がい・難病等のある人

保育所等訪問支援
障がいのある児童が通う保育所等に療育の専門家が訪問し、
集団生活への適応のため、専門的な支援その他の必要な支援
を行います。

手話通༁者のݣ 手話通訳を必要とする場合に、手話通訳者をݣします。 聴覚障がいまたは、音声・ݴ
語機能障がいのある人จ字通༁者のݣ 文字通訳を必要とする場合に、文字通訳者をݣします。

ো͕いࢱαーϏεなど
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事業の種類 内容 対象 手続

特別障がい者手当・
障がい児福祉手当

重度の障がいの状態にあるため日常生
活において常時特別の介護が必要な人・
児童に手当を支給します。（支給制限が
あります。）

政令で定める程度の重
度の障がいの状態にあ
るため日常生活におい
て常時特別の介護が必
要な人・児童。詳しくは
「障がい福祉のしおり」
をご覧になるか、障が
い福祉課へお問い合わ
せください。

請求には、指定様式の医師診断書（手帳内容により
不要な場合あり）、各種手帳、印鑑、年金受給額がわ
かるもの、対象者名義の通帳など口座がわかるも
の、対象者等のマイナンバーがわかるものが必要で
す。詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせくださ
い。

大阪府重度障がい者
在宅生活応援制度

在宅生活をする重度障がい者の介護者
に対して給付金を支給します。（支給制
限があります。）

療育手帳の障がい程度
が「A（重度）」で、かつ身
体障がい者手帳1級ま
たは2級の交付を受け
た人と同居している介
護者

申請には、身体障がい者手帳の写し、療育手帳の写
し、介護者の通帳など口座がわかるものが必要で
す。詳しくは、障がい福祉課にお問い合わせくださ
い。

特別児童扶養手当

重度または中度の障がいがある20歳未
満の児童を育てている保護者に支給さ
れる手当があります。詳しくは、「障がい
福祉のしおり」をご覧になるか、子育て
支援政策課へお問い合わせください。

20歳未満で、政令で規
定する障がいの状態に
ある児童を監護してい
る父母、または父母に
代わって児童を養育し
ている方（養育者）

事前にご相談いただき、必要な書類等を確認の上、
子育て支援政策課で手続きをしてください。所得等
により支給の制限があります。
必要な書類等は戸籍謄本・通帳コピー・マイナン
バーの確認できるもの・児童の障がいの程度が確認
できるものなどですが、状況に応じて異なります。
（障がいの判定は原則として所定の様式の診断書で
行いますが、身体障がい者手帳や療育手帳Ａまたは
B1をお持ちの場合、診断書の提出を省略できる場
合があります。）

補装具費
（購入・借受け・修理）

の支給

身体の障がいを補うための車いす・歩行
器・補聴器などの補装具を購入、借受け
または修理する費用の一部を支給しま
す。なお、障がいの種別によって交付さ
れる用具や基準額が決められています。

身体障がいのある人

申請には、身体障がい者手帳、見積書等、申請者等の
マイナンバーがわかるもの、申請者等の運転免許証
など本人確認書類が必要です。また、補装具の種類
によっては、意見書・処方せんが必要です。詳しく
は、障がい福祉課へお問い合わせください。

補聴器
（購入・修理）
の交付

軽度の難聴児に対して、補聴器の購入、
修理又は部品の交換に係る費用を交付
します。（所得制限があります。）

両耳の聴力レベルが
70デシベル未満の軽
度の難聴のある児童
（18歳未満）

申請には、見積書等が必要です。また、購入の場合
は、聴力検査をもとに医師が作成した意見書も必要
となります。詳しくは、障がい福祉課へお問い合わ
せください。

日常生活用具の
給付・貸与

障がいの種別・程度により、必要に応じ
て、特殊便器・入浴補助用具・点字器・ス
トマ用装具などの日常生活用具を給付
します。また、一人暮らしの重度身体障
がい者で安否確認の必要な人に緊急通
報装置を貸与します。

身体障がいのある人、
難病・関節リウマチ患
者、小児慢性特定疾患
児、（一部用具につき）
知的障がい、精神障が
いのある人

障がい者手帳、申請者等のマイナンバーがわかるも
の、申請者等の運転免許証など本人確認書類を持っ
て申請してください。難病などの方は、医師の診断
書（所定の用紙）もしくは小児特定疾患受診券の写
しが必要です。
詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。

住宅改造費の助成
重度障がい者の世帯で、障がいの状況に
応じて住宅を改造する場合に、その費用
の一部を助成します。（所得制限があり
ます。）

重度障がいのある人
（身体障がい者手帳1・
2級、下肢または体幹機
能障がいにおいては3
級を含む、または特に
必要な場合、療育手帳
A）がいる世帯

障がい者手帳と工事の見積書などを持って申請し
てください。工事着工前に申請する必要がありま
す。（事後申請は不可）
詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。

ো͕いの͋る人のख当ɺ助成など
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事業の種類 内容 対象 手続

自立支援医療費の
支給

心身の障がいを除去・軽減するための医
療について、医療費の一部を支給します。 更生医療

　申請書、同意書兼世帯状況申出書、身体障がい者
手帳、自立支援医療意見書、費用明細表、健康保険
証、特定疾病療養受療証（健康保険証を有し、人工透
ੳを受けている場合）、申請者等のマイナンバーが
わかるもの、年金・手当等の額がわかる書類
育成医療
　申請書、同意書兼世帯状況申出書、自立支援医療
意見書、健康保険証、申請者等のマイナンバーがわ
かるもの、年金・手当等の額がわかる書類
ਫ਼神通院
　申請書、同意書兼世帯状況申出書、自立支援医療
意見書、健康保険証、申請者等のマイナンバーがわ
かるもの、年金・手当等の額がわかる書類
更新、変更の手続の場合は、現在お持ちの受給者証
※�申請時に必要な書類は、障がい福祉課にあります。

名称 対象者 申請
窓口

自立支援医療
（更生医療）

18歳以上の
身体障がい
者

障
が
い
福
祉
課

自立支援医療
（育成医療）

18歳未満の
身体障がい
児

自立支援医療
（ਫ਼神通院）

通院により
精神疾患の
治療を受け
ている人

対象者 �障がいがあるため、一般歯科医院では受診が困
難な人

　　　　　 �原則として、身体障がい者手帳、療育手帳、
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの人

日ࢪ࣮ 毎週水・木曜日・土曜日（午後1時～5時）
年末年始、祝日を除く。予約制です。

場　所 市民保健センター1階
あおば歯科診療所（☎06-6992-2223）

　༰ �歯科疾患の検診・診療、口腔衛生指導、口腔機能
࿅܇

初回予約は、障がい福祉課まで

　働こうとする障がいのある人の相談を受け、就職のため
の情報提供や制度利用の支援をし必要に応じて、基礎܇࿅
や職場実習のあっせんを行います。また、職場での悩みや
就職後の職場定着の支援を行います。
＊北河内西圏域（守口市・門真市）対象
法ਓࢪ࣮ �（社福）明日༿　守口市日吉町1丁目2-12

守口市障がい者・高齢者交流会館3階
☎・�6-6994-3988
E-maiM　workpMus@orion.ocn.ne.jp

ো͕い Պ療ࣃ（ࣇऀ） Տোऀबۀ・
生活支援センターʮΘーくΒすʯ

健康ࢱ部 ো͕いࢱ課 ☎06-6992-1630・1635 ℻06-6991-2494

健康ࢱ部 ো͕いࢱ課 
☎06-6992-1630・1635 ℻06-6991-2494
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機関名 電話・FAX

守口市基幹相談支援センター ☎06-6993-5601
℻06-6993-9647

守口市障がい者虐待防止センター
（守口市健康福祉部障がい福祉課）

☎06-6992-1635
（夜間・休日）
☎06-6992-1221
℻06-6991-2494

守口障害者生活支援事業所みみ ☎06-6993-9640
℻06-6993-9647

地域生活支援センターシュポール ☎06-6780-1190
℻06-6780-1191

市立わかたけ園 ☎06-6997-4748
℻06-6997-4745

守口障害者相談支援センターひだまり ☎06-6902-1600
℻06-6136-6753

相談支援事業所さくら ☎06-6996-1735
℻06-6998-6633

オールケア相談支援センター ☎06-4397-7889
℻06-4397-7272

さいな ☎・℻06-6993-3003

市立わかくさ・わかすぎ園 ☎06-6996-0050
℻06-6996-0010

相談支援センターみらい ☎06-6780-4365
℻06-6780-4371

Nログ ☎06-7173-3909
℻06-7178-7035

ハーツ ☎06-6995-1122
℻06-7732-3827

ケアサポートあん ☎06-6786-9600
℻06-6786-9601

ビバ・ラ・レオ ☎090-3289-9674

障がい者相談支援センターみやび ☎090-5246-7956

（社福）守口市社会福祉協議会 ☎06-6992-2715
℻06-6998-3201

府立守口支援学校 ☎06-6993-2810
℻06-6993-2830

北河内西障害者就業・生活支援センター
わーくぷらす ☎・℻06-6994-3988

事業者 対象者等

NPOエヌ
☎06-6912-3366
℻06-6912-3266

・�要介護認定の方
（申し込みはケアマネジャーを通じてください）
・通院時の送迎のみ
・�午前9時から午後5時まで

NPOフェリスモンテ
☎06-6958-0011
℻06-6958-0003

・�要介護、要支援、障がい認定の方等（詳しくは
事業者へ）
・�午前9時から午後5時30分まで

　自力で外出することが困難な要介護の高齢者や障がい
のある人の社会参加のため、運転ボランティアの協力を得
ながら、移送サービスを行っています。

機関名 電話・FAX

大阪府障がい者自立相談支援センター

身体障がい者支援課
☎06-6692-5262
℻06-6692-5340
知的障がい者支援課
☎06-6692-5263
℻06-6692-3981

大阪府こころの健康総合センター
（相談専用）

☎06-6607-8814
℻06-6691-2814

大阪府中央子ども家庭センター ☎072-828-0161
℻072-828-5319

大阪府守口保健所 ☎06-6993-3131
℻06-6993-3136

大阪府社会福祉協議会運営適正化委
員会

☎06-6191-3130
℻06-6191-5660

大阪府障がい者社会参加促進センター
「障がい者110番」

☎06-6973-0110
℻06-6748-0589

大阪府介護情報・研修センター展示場 ☎・℻06-6763-1480

大阪府発達障がい者支援センター
アクトおおさか

☎06-6966-1313
℻06-6966-1531

ো͕いの͋る人の相談窓口について

ҠૹϘϥンςΟΞ（ࢱ༗ঈ運ૹ事ۀ）

※1 �利用する場合、事前登録が必要です。（登録枠に限りあり）
※2 �その他詳細については事業者へお問い合わせください。
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児童センター
　子どもに健全で楽しい遊び場を提供するとともに、心身
の発達向上を図り、子どもの健やかな育ちを支援すること
を目的とした施設です。
対　　象 �保護者等が同伴する0歳～就学前までの乳幼

児及び小学生
開館日及び時間 月曜日～土曜日　午前10時～午後5時
休 館 日 日・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
設֓要ࢪ �赤ちゃんの駅・多目的トイレ・ふれあいルー

ム・パンダルーム・図書室・工作室・体育館
所 ࡏ  守口市金田町1丁目4番1号

さま͟まな子育て支援について

子育て世แׅ支援センター「あえる」
　妊娠期から子育て期までの不安や困りごとなどさまざ
まな相談ができます。
ϑϦーεペーεʮもΓϥϯυʯ͕ ͋Γ·͢
子どもを遊ばせながら、子育て中の人同士交流ができます。

ใのఏڙ
　市内の子育て情報など
࠵場の開や͋そびの࠲ߨ

ҭͯ相談ࢠ

ファミリー・サポート
子どもを一時的に預けたい人と、子どもを預かることので

きる人、方が会員になり地域で援助活動を行う事業です。
開館日及び時間 月曜日～土曜日�午前9時～午後5時30分
休館日 日・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

子育て支援事ۀ

ಐセンターࣇ ☎06-6902-1006

子育てੈแׅ支援センターʮ͋͑るʯ 
☎06-6995-7833

ϑΝϛϦー・αϙーτ ☎06-6995-7877

子育て・ڭ育
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認ఆこども園のごҊ

事業名 支給対象 内容 手続

児童扶養手当

父または母の一方と生計を同じくしてい
ない児童を養育している世帯、父又は母
に代わって児童を養育している世帯、及
び児童を監護する父または母が政令で定
める程度の障害の状態にある世帯を対象
としています。
なおこの制度でいう児童とは、18歳に達
する日以後の最初の3月31日までの児童
又は20歳未満で一定の障害（特別児童扶
養手当と同基準）のある児童をいいます。

児童が一人の場合は月額
10,160円～43,070円、二
人目は5,090円～10,170
円を加算、三人目以降は一
人につき3,050円～6,100
円を加算して支給します。
ただし、所得等により支給
の制限があります。（支給月
は奇数月）
※�物価指数により、手当額
は変動します。

事前にご相談いただき、必要な書類等を確認の上、
子育て支援政策課で手続きをしてください。
必要な書類等は戸籍謄本・通帳コピー・マイナン
バーの確認できるものなどですが、状況に応じて異
なります。

児童手当

中学校修了（15歳に達する日以後の最初
の3月31日）前の児童を養育している方
に手当を支給しています。
※�公務員の方は、職場での申請となりま
す。詳しくは職場の給与担当者へお問
い合わせください。

3歳未満� 15,000円
3歳以上� 10,000円
第3子以降� 15,000円
（3歳～12歳）
中学生� 10,000円
所得制限があります。制限
額を超えている世帯の児童
は一5,000円です。
（支給月は6月・10月・2月）
所得上限額を超えている世
帯の児童は支給されません。

出生や転入（前住所地の転出予定日）の日から15日
以内に申請してください。原則として申請した翌月
分、または、月をまたいでも、この15日以内に申請す
れば、出生等の属する月の翌月分から支給します。
必要なもの
請求者名義（児童ではありません）の普通預金通帳
�共済組合等に加入の方は請求者名義（児童ではあ
りません）の健康保険証の写し
�児童と別居している場合等は別途書類が必要に
なります。
�請求者とその配偶者のマイナンバーがわかるも
の、申請者の運転免許証など本人確認書類

子育てに関するख当

こども部 子育て支援政策課 ☎06-6992-1647

　年度途中の入園（所）申込みは、こども施設課にて、随時受け付けをします。
　なお、年度当初（例：令和5年4月）の入園（所）申込みは、前年度9月（例：令和4年9月）の広報もりぐちおよびホームページ
にてお知らせします。
　入園（所）申込みには、利用申込書のほか、保護者の就労等を確認するための就労証明書等が必要となります。
　入園（所）については、「事業所入園（所）内定通知書」を市が保護者に通知し、通知後に保護者が各施設と契約を結Ϳこと
で決定となります。

認ఆこども園（保育部）・保育所（園）・খن保育事ۀのೖ園（所）について

こども部 こどもࢪ設課 ☎06-6992-1637
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　私立の認定こども園（幼稚園部分）・私立幼稚園の入園申込みについては、各園にお問い合せください。
　市立の認定こども園（幼稚園部分）の入園申込みについては、こども施設課にお問い合わせください。

認ఆこども園（༮ஓ園部）・ཱࢲ༮ஓ園のೖ園について

こども部 こどもࢪ設課 ☎06-6992-1661

67

２３０１守口市6(SG90)行政最終.indd   67 2022/12/22   17:45:48



すべての子どもたちが、共に学び、共に育ち、地域で生きる
ことの重要性をふまえ、さまざまな条件整備に努めています。
　就学、進学等については本人と保護者の意向を尊重して
相談を進めています。
就学の相談
お住まいの地域の小学校及び義務教育学校で行っています。
進学等の相談
　現在在籍している学校で行っています。

守口市ֶཱߍೖֶɺ転ߍすると͖

ো͕いの͋る子どものڭ育
支援を要する子どものڭ育

守口市ֶཱߍ৽�生のबֶ通
　住民基本台帳を基に就学通知書を作成し、毎年1月末ま
でに通知します。
①�小学校及び義務教育学校入学予定者の保護者には、郵送
します。
②�中学校入学予定者の保護者には、守口市立学校に在学し
ている児童を通じ配付します。
③�②以外の中学校入学予定者の保護者には、郵送します。
※�就学通知書が届かない場合、住所に変更がある場合、ご
連絡ください。国立・私立学校へ入学される場合は、守口
市教育委員会学校教育課で届出が必要になります。

बֶ援助੍
　経済的理由により、就学困難な守口市立学校に就学する
児童・生徒の保護者には、学用品費・修学旅行費などを援助
する制度があります。申請についてのお知らせは、毎年4月
に各学校を通じて全児童・生徒に配付します。転入された
方は随時受付しておりますので、学校又は学校教育課まで
お問い合わせください。

転ߍのखଓ͖
校区外に住所を変更した場合は、転校の手続きが必要です。
転入の場合
　総合窓口課で転入届を提出していただくと、就学通知書
が発行されますので、転校前の学校で発行された在学証明
書・教科書給与証明書等の転校に必要な書類と併せて、指
定校での手続きをお願いします。

　諸事情により実質的に十分な義務教育を受けられな
かったため、中学校での学び直しを希望される方のため
に、義務教育を受けられる夜間学級を設けています。
設 置 校 守口市立さつき学園
対　　象 �大阪府内に住む満15歳を超えている方で上記

の状況にあてはまる方
授　　業 週5日（月～金曜）、午後5時40分～午後8時50分
受付期間 �12月1日～4月30日、8月26日～9月10日（た

だし、土・日・祝日は除く）

さつֶ͖園ֶؒڃのごҊ

さつֶ͖園ֶؒڃ ☎06-6991-0637
育課ڭߍֶ 育部ڭ ☎06-6995-3151

育課ڭߍֶ 育部ڭ ☎06-6995-3155　小学校及び義務教育学校入学予定者を対象に、毎年11
月頃に健康診断を行っています。保護者には事前に入学前
の健康診断のお知らせを郵送します。

बֶલに健康அ

育部 保健給৯課ڭ ☎06-6995-3154

転出の場合
　総合窓口課で転出届を提出していただくと、転退学通知
書が発行されますので、現在、通学している学校に手続き
に行き、在学証明書・教科書給与証明書等の転校に必要な
書類を受け取り、新住所地での手続きをお願いします。

育課ڭߍֶ 育部ڭ ☎06-6995-3151
各守口市ֶཱߍ
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国・渡日されたお子さまで日本語の理解が困難な方のؼ　
ために、学校生活支援として通訳をݣしています。
対　　象 �守口市立学校に在籍する児童・生徒で日本語

理解が困難な方
支ԉ༰ �日本語指導、学習補助、学習及び生活に関する

相談等
ݣ回数 �1年目：2回/週

2年目：1回/週（1回について原則2時間以内）

　市民のみなさんの生֔学習の振ڵを図るために、平成5
年に生֔学習情報センターを設置しましたが、時代の変化
や市民ニーズへの対応を౿まえ、新たな生֔学習活動、コ
ミュニティ活動の拠点として、市民が「集い・学び・交流す
る」施設として、当該施設を図書館法に基づく守口市立図
書館として令和2年にリニューアルしました。1階から3階
までの図書コーナーではֆ本・児童書から専門書までさま
ざまな図書を20万冊以上ଗえていますので、ͥ ひご利用
ください。
　また、会議室、スタジオ、防音スタジオ、多目的ホール、円
。ホールなどの生֔学習施設もご利用いただけますܗ
開館時間 午前9時～午後9時
休 館 日 �火曜日（祝日のときは、その翌日）

年末年始（12/29～1/3）
申し込み �生֔学習施設を利用される場合は、3F事務所

で、所定の申込書に必要事項を記入し、利用料
金を納めてください。申込受付は、午前9時～
午後9時（使用日の1年前から）

　本市では、児童が放課後等に学校の施設を利用して、安全で安心して過ごせる環境を作り、地域との交流や遊び等を通じ
た異年齢児童間の交流活動を育成するため、もりぐち児童クラブ事業を全小学校・学園で実施しています。
　もりぐち児童クラブには、「登録児童室」と「入会児童室」の二つの機能があり、それぞれ各学校内に専用室を設置してい
ます。

登録児童室 入会児童室

対象者

1～6年生の児童（ただし、1人で身の回
りのことができない児童やパートナー
の指示が守れない児童は、保護者の同伴
が必要）および保護者が同伴する3歳以
上の幼児

放課後などに保護者が就労または疾病、その他の事由で保護育成するこ
とができない状態が月15日以上かつ、3か月以上続く1～3年生の児童
※�特別な配ྀ等が必要な児童の利用については、保護者や学校等と相談
し、状況に応じ必要な体制をとります。
※�4～6年生の障がいがある児童（条件あり）を対象に、学校の長期休業日
に限定した開設を行います。

事業概要
各家庭の責任で利用することを基本と
し、地域の皆さんの協力のもと、子ども
の預かりの場ではなく、自主的な遊びの
場を提供します。

放課後児童支援員等による安全確保と保護機能を持たせた生活の場を
提供します。（放課後健全育成事業）

開設日
及び
開設時間

月～金曜日 放課後から午後5時まで 放課後から午後7時まで

土曜日 午前9時から午後5時まで 午前8時から午後7時まで

三期休業等 午前9時から午後5時まで 午前8時から午後7時まで

利用料金 無料
ຊ開設ج （月～金曜日の放課後から午後5時まで）　 児童1人月額：4,900円
Ԇ開設 （月～金曜日の午後5時から午後7時まで）　児童1人月額：� �500円
༵日開設 （土曜日の利用）　児童1人月額：1,500円　　　※減免制度あり

育部ڭ 育課ڭߍֶ ☎06-6995-3151
各守口市ֶཱߍ

もΓ͙ͪࣇಐクϥϒについて

守口市ཱਤॻؗ自ཱ援助通༁について

こども部 子育て支援政策課 ☎06-6992-1647

　教育に関する調査研ڀ、教職員の研修、情報教育の推進、
教育に関する相談等を行うことにより、学校教育のॆ実及
び৳展を図っています。
場　　所 京阪本通2-5-5
開館時間 午前9時～午後5時30分
休 館 日 土・日・祝日、年末年始
ホームページ
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/
moriguchishikyoikusenta/indeY.htmM

守口市ڭ育センター

☎06-6997-0703 ℻06-6995-2507

ਤॻؗ担当 ☎06-6905-3921
生ֶ֔शࢪ設担当 ☎06-6115-5475
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ご理解とご協力
をお願いします。

守口市ごみ減量キャラクター
「くりあ」

　各地区の収集日程表（画像は第1地区のものです）は、市
役所・各地区コミュニティセンター・市ホームページ・大日
サービスコーナーで!
　守口市では、以下のとおり分別・排出方法を実施してい
ます。ご理解とご協力をお願いします。また、分別・排出方
法等の不明な点がありましたらごみのコールセンターま
でお問い合わせください。
☎06-6997-7766

SAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLESAMPLE
対象と
なるもの

・�最大の辺または径が30㎝以内のもの、かつ材質がプ
ラスチック製、紙製・布製（汚れていたりリサイクル
できないもの）、木製（厚み5㎝未満のもの）のもの
・�残飯、調理くずなどの生ごみ
・�剪定枝（直径5㎝未満で45リットル以下の袋に入る
もの）
・�傘（折り畳み傘含む）　一度の排出は3本まで、3本を
超える場合は粗ごみ
・�その他（紙おむつ、生理用品、保冷剤、アルミ箔、使い捨
てカイロ、まくら、くつ、ビデオテープ、バッグなど）

出し方の
注意

・�45リットル以下の無色透明または白色半透明の袋
に入れて出してください。
・一度の排出は2袋までです。
・�ごみ袋は、10㎏未満で破れない程度の重さにして、
口をしっかりくくって出してください。
・生ごみは水分をよく切ってください。

収集 ・週2回、定曜収集
・午前9時までに出してください。

料金 無料

ごみの͚ ・ํ出しํは

対象と
なるもの

・プラマーク が表示されているもの
・プラスチック容器包装として出せるもの…
　・カップ、パック類
　・トレイ類（生鮮食品のトレイなど）
　・袋類（レジ袋など）
　・ボトル、チューブ類
　・ペットボトルのキャップ、ラベル
　・発泡スチロールなど

出し方の
注意

・�45リットル以下の無色透明または白色半透明の袋
に入れて出してください。
・一度の排出は2袋までです。
・�材質がプラスチックでもバケツ、洗面器などの商品
であるものは燃やすごみとして出してください。
・�商品の付属品（飲料パックのストロー、お弁当のス
プーン）は、燃やすごみとして出してください。
・�食べ残しや汚れは取り除き、ボトルチューブ類は中
身を使い切ってから出してください。

収集 ・週1回、定曜収集
・午前9時までに出してください。

料金 無料

ϓϥεチック༰ثแ

೩やすごみ

ごみ
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粗大ごみ処理券について
　粗大ごみ処理券は、300円券と600円券の2種類があり、
市内の粗大ごみ処理券取扱店で購入できます。
　また、取扱店は、粗大ごみ処理券取扱店の標識シールを
掲げています。処理券取扱店一覧は、守口市ホームページ
をご覧ください。
守口市ホームページ
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/

ૈ大ごみ（大ܕごみ・ૈ ごみ）　˒༗ྉ˒

対象と
なるもの ペットボトルマーク が表示されているもの

出し方の
注意

・�45リットル以下の無色透明または白色半透明の袋に
入れて出してください。
・一度の排出は2袋までです。
・�中身を使い切ってからキャップとラベルを外しボト
ルのみを出してください。（キャップとラベルはプラ
スチック製容器包装として出してください）

収集 ・週1回、定曜収集
・午前9時までに出してください。

料金 無料

ϖッτϘτϧ

対象と
なるもの

・飲料水などの缶
・ミルク缶、菓子缶
・簡易ガスボンベ（カートリッジ式）
・エアゾール製品、スプレー缶
・びんの金属製のふたやキャップ

出し方の
注意

・�45リットル以下の無色透明または白色半透明の袋に
入れて出してください。
・一度の排出は2袋までです。
・�スプレー缶・簡易ガスボンベは中を使い切って「空」の
状態にした上で、別の袋で「危険」と張り紙をして出し
てください。（穴は開けなくても構いません。）
・�一斗缶（17ℓ缶等も含む）は、粗大ごみとして出してください。
・缶の中に異物（吸殻など）を混入させないでください。
・�地域で集団回収を行っている場合もありますので、ご
協力をお願いします。

収集 ・週1回、定曜収集
・午前9時までに出してください。

料金 無料

؈͖ۭ

対象と
なるもの

・空きびん（飲料、調味料などのびん）
・ガラス類（ガラス製のコップなど）

出し方の
注意

・�45リットル以下の無色透明または白色半透明の袋に
入れて出してください。
・一度の排出は2袋までです。
・中身を使い切ってから出してください。
・�割れたびん・ガラスについては、袋に入れて「われも
の」と貼り紙をしてください。
・�陶磁器類（お茶碗・お椀など）や電球は粗大ごみとして
出してください。

収集 ・週1回、定曜収集
・午前9時までに出してください。

料金 無料

ͼΜ・Ψϥε

対象と
なるもの

・�燃やすごみ、大型ごみ、資源ごみ（プラスチック製容器
包装、びん・ガラス、空き缶、ペットボトル、古紙・古布）
以外のもので幅・奥行き・高さ3辺の合計が2メートル
未満のもの

出し方の
注意

・ごみのコールセンターでの事前予約は不要です。
・「粗大ごみ処理券」を購入してください。
・�氏名を記入し袋または品目ごとに「粗大ごみ処理券」
を貼り付けてください。

収集 ・月2回、定日収集
・午前9時までに出してください。

料金

・�大型ごみではなく、45リットル以下の袋に入るもの
は1袋300円※ただし、1袋は10㎏未満（袋が破れない
程度）
・�袋に入らず、幅・奥行き・高さの3辺の合計が2メート
ル未満のものは1品300円※ただし、大型ごみとして
指定しているものは、除きます。
・�枝など1メートル未満、直径10センチメートル未満の
もので、45リットル以下の袋に入らないものは、10㎏
未満に束ねて1束300円※ただし、1メートルを超え
るものは、大型ごみになります。2メートルを超えるも
のは、市で処理することはできません。

ૈごみ　˒༗ྉ˒

対象と
なるもの

・�市が「指定する品目」（詳しくは、「ごみの排出手引き
（保存版）」をご覧ください。市ホームページにも掲載
しています。）
・�幅・奥行き・高さの3辺の合計が2メートル以上6メー
トル未満のもの※1辺が2メートルを超えるものや3
辺の合計が6メートルを超えるものについては、市で
は処理できないものになります。

出し方の
注意

・�収集日の前日（午前）まで（土・日を除く）にごみのコー
ルセンターに電話またはインターネットで事前予約
をしてください。（ただし、収集日が月曜日の場合は前
週の金曜日までに予約が必要です。）
・予約の受付日時
　�ごみのコールセンター：月曜日～金曜日（祝日含む）午
前9時～午後5時30分です。（☎06-6997-7766）
　インターネット：年中無休（詳細はP73参照）
・�障がいのある方で電話での予約ができない場合は、
ファックス（℻06-6997-7808）での予約ができま
す。住所、氏名、ファックス番号、品目、サイズ、点数を
記入し送信してください。折り返しファックスで収集
日と受付番号、料金などをお知らせします。
・「粗大ごみ処理券」を購入してください。
・�お伝えします予約番号を記入し品目ごとに「粗大ごみ
処理券」を貼り付けて指定された収集日に出してくだ
さい。

収集 ・月2回、定日収集
・午前9時までに出してください。

料金 有料（300円～1,800円）

大ܕごみ　˒༗ྉ˒
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※�使用済小型家電のほかに上記の施設で、使用済乾電池・
蛍光管の拠点回収を行っています。

対象と
なるもの

引っ越しや片付け等で、大型ごみ・粗ごみなどを出す場
合のみ※ただし、家庭から排出されるものに限ります。

出し方の
注意

・��出されるごみの品目と数量を把握してから、収集日
の前日（午前）まで（土・日を除く）にごみのコールセ
ンターに電話またはインターネットで事前予約を
してください。（ただし、収集日が月曜日の場合は前
週の金曜日までに予約が必要です。1日の収集件数
に限りがありますので、お早めに予約をしてくださ
い。）
・��予約の受付日時
　�ごみのコールセンター：月曜日～金曜日（祝日含む）
午前9時～午後5時30分です。（☎06-6997-7766）
　インターネット：年中無休（詳細はP73参照）
・��排出場所は、燃やすごみを出す場所に出してくださ
い。自宅前以外でのごみ出し場所に出す場合は、必ず
近隣の方に声をかけるなど、「多量排出ごみ」である
ことを周知してください。
・��ごみの種類ごとに分別をお願いします。
・��収集の際は必ず立ち会いが必要です。立ち会いがな
い場合は収集できません。
・��処理できないものは、お断りします。
・��家に入りごみを運び出す作業はしていません。

収集 月・火・木・金曜日（祝日も可）

料金
運搬車1台当たり8,000円（2台目以降は4,000円/台）
処理手数料については、当日に納付書をお渡しします
ので、金融機関でお支払いください。

ଟྔഉ出ごみ　˒༗ྉ˒

対象と
なるもの

携帯電話・PHS、スマートフォン、デジタルカメラ、ビデ
オカメラ、フィルムカメラ、ノートパソコン、MD・CD
プレーヤー、携帯音楽プレーヤー、テープレコーダー、
据置型・携帯型ゲーム機、電子書籍、電子辞書、電卓、
DVDビデオ、HDDレコーダー、時計、カーナビ、カース
テレオ等、電子血圧計・体温計、ヘアドライヤー、電動
歯ブラシ等、リモコン、ACアダプタ等の小型家電

出し方の
注意

・�回収ボックスの投入口（20㎝×35㎝）に入る大きさ
で、ご家庭から出る使用済小型家電に限ります。事
前に大きさをご確認ください。
・�携帯電話・PHS、スマートフォン、パソコン等の個人
情報は必ず消去してください。
・�一度回収ボックスに入れられたものは、取り出すこ
とができませんのでご注意ください。
・�異物・ごみ等の使用済小型家電以外のものは入れな
いでください。
・電池は事前に取り外してください。

回収ボック
ス設置場所
（令和4年8月現在）

守口市役所、守口市クリーンセンター、コミュニティ
センター（庭窪・東部・南部・西部・錦・北部・八雲東）

使用ࡁখܕ家ి

対象と
なるもの

・古紙
　・�本、新聞、雑誌※アルバムは燃やすごみとして出し
てください

　・ダンボール　・牛乳パック
　・シュレッダーした紙、メモ紙などの雑紙類
・古布
　・古着（スーツ、セーター、ジーパンなど）
　・シーツ、毛布、タオル

出し方の
注意

・�古紙はひもで束ねるかまたは45リットル以下の無
色透明または白色半透明の袋に入れ飛散しないよう
にして出してください。（中身が見えるようにしてく
ださい）
・�古布は45リットル以下の無色透明または白色半透
明の袋に入れて出してください。
・古紙と古布は別袋で出してください。
・�一度の排出は古紙2袋、古布2袋までです。※古紙の
み4袋の排出はできません。（古布も同様）
・�使用済みのティッシュ、写真は燃やすごみとして出
してください。
・�綿、スポンジなどが入っているもの（布団、敷物など）
は粗大ごみとして出してください。
・�地域で集団回収を行っている場合もありますので、
ご協力をお願いします。

収集 ・月2回、定日収集
・午前9時までに出してください。

料金 無料

ݹ・ࢴݹ

対象と
なるもの

デスクトップパソコン（本体）、ノートパソコン、一体型
パソコン
※ブラウン管CRTモニターは対象外

利用方法
ホームページもしくはFAXから申込み、任意に用意す
る段ボールにパソコンを一つ以上含めて、使用済み小
型家電を宅配業者が希望日時に自宅玄関先で回収。
※パソコンを含まない場合は1,650円（税込）

利用条件 段ボール箱の大きさは3辺の合計140㎝以内、重さ20
㎏以内。

電話サポートセンター☎0570-085-800（受付時間10時
～17時）0562-45-2918

ύιίンをؚΉখܕ家ిのճऩ
守口市協定事業者「リネットジャパンリサイクル（株）」の
小型家電リサイクル

　持ち込み日の前日（17：30）まで（土・日を除く）にごみの
コールセンターに電話またはインターネットで事前予約
をしてください。必ず1日前（土・日を除く）までに予約をし
てください。（ただし、持ち込まれる日が月曜日の場合は前
週の金曜日までに予約が必要です。当日の受付はできませ
ん。）
・�予約の受付日時�
ごみのコールセンター：月曜日～金曜日（祝日含む）午前
9時～午後5時30分です。（☎06-6997-7766）� �
インターネット：年中無休（詳細はP73参照）
・�持込み時間は月～金（祝日含む）午前9時から午前11時
30分　午後1時から午後3時30分の間です。
・�処理手数料については、
【燃やすごみ】計量にて現金でお支払い10㎏につき90円
【粗大ごみ】粗大ごみ処理券により300円～1,800円の粗
大ごみ処理券を品目毎に貼り付けてから持ち込んでくだ
さい。

込みごみͪ࣋
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対象と
なるもの

・エアコン　・テレビ　・冷ଂ庫・冷凍庫
・洗濯機・衣類乾૩機　（業務用不可）

処理方法

①買ったお店で引き取りを依頼する方法
※�処理方法については、お店で内容をご確認してくだ
さい。
②買い換え先のお店で引き取りを依頼する方法
※�処理方法については、お店で内容をご確認してくだ
さい。
③指定引取場所へ直接持ち込む方法
事前にリサイクル料金を郵便局で振り込み、リサイク
ル品とともに家電リサイクル券を指定引取場所で引き
渡しをしてください。
【指定引き取り場所】
・勇信運輸（株）守口事務所
　守口市東郷通2-5-5　☎06-6995-5444
・日本通運（株）大阪東支店　大阪東部流通事業所
　大阪市見区ম野3-2-24　☎06-6911-3892
④市が収集する方法
・�ごみのコールセンター（☎06-6997-7766）に予約
をしてください。※収集日前日の午前中まで。なお、
1日の収集件数に限りがありますのでお早めに予約
をしてください。
・�事前に郵便局でリサイクル料金の振り込みをしてく
ださい。
・�収集当日に、通常のごみ出し場所まで出していただ
くことが必要です。
・�リサイクル料金とは別に運搬料金として、1点ごと
に3,500円が必要です。※必ず立ち会いが必要です。

収集 月～金曜日（祝日も可）

対象と
なるもの 犬・ೣ 等動物の死体

依頼方法

・�動物の死体を引き取りに行く場合は、ごみのコール
センター（☎06-6997-7766）で予約をしてくださ
い。
・�クリーンセンターへ持ち込む場合も、ごみのコール
センターへ連絡し、守口市民であることが証明でき
るものを持参してください。（免許証、保険証など）
・�平日の時間外及び土・日曜日は、守口市役所守衛室で
お預かりします。
・�飼われていた動物については、箱または袋に入れて
ください。
・�ຒ葬、ご供養をご希望の場合は、民間の動物ྶ園等に
ご依頼ください。

収集 月～金曜日（午前9時～午後5時30分）

料金
・引き取りに行く場合3,500円
・持ち込まれる場合3,000円
※所有者のわからない動物の死体については、無料

ಈのࢮମ　˒༗ྉ˒家ి�　˒༗ྉ˒
ΤΞίンɺςϨϏɺྫྷ ଂݿ・ྫྷ ౚݿɺ
ચ୕ػ・ҥྨס૩ػ

Πンターωッτ༧
　令和4年4月1日より、ごみのインターネット予約を開始
しました。（対象：大型ごみ、多量排出ごみ、持込みごみ、災
害ごみ（災害発生時））夜間や土日、祝日も年中無休で受付
を行うことにより、利便性の高い行政サービスの提供を行
います。
※�令和4年4月1日以降に電話で1回以上ご予約いただいた
方が対象となります。

インターネット予約サイト
ΞυϨε �https://www.eg-resource.jp/

moriguchi/weC/
受付時間 24時間

市にӡൖΛґཔ͢Δ場߹のߟࢀ料ۚ
ˑエアコンとテレビ19型を出す場合ˑ
990円～＋3,500円＋2,420円～＋3,500円＝10,410円～
※�リサイクル料金には別途、郵便局での振り込み手数料が
必要です。
※�一部製造メーカーによっては、リサイクル料金が異なる
場合があります。

品目 リサイクル料金

エアコン 990円～

テレビ
15型以下 1,320円～

16型以上 2,420円～

ྫྷଂ庫・ྫྷ ౚ庫
170リットル以下 3,740円～

171リットル以上 4,730円～

ચ୕機・ҥ類ס૩機 2,530円～

ϦαΠΫϧ料 （ۚ҆）
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廃棄物の種類 問合せ先 電話番号

プロパンガスボンべ
大阪府LPガス協会 06-6264-7888

近畿高圧ガス容器
管理委員会 06-6251-5179

消火器（粉末・泡） （株）消火器リサイ
クル推進センター 03-5829-6773

金庫（手提げ金庫除く） 大阪セーフ・ファ
ニチュア協同組合 06-6228-6767

ウォーターサーバー等の
内フロン類が含有されて
いるもの

販売店、製造元または専門の処理業
者に相談してください。
※�単車本体を処分する場合は、二
輪車リサイクルコールセンター
050-3000-0727までお問合せく
ださい

自動車及びその部品
（ホイール、タイヤなど）
単車及びその部品・電動
車椅子
液状のもの
（燃料、廃油、塗料、薬剤）
バッテリー
長尺物（2m以上）

樹木（長さ2m以上または
直径10㎝以上のもの）

㈱都市樹木再生セ
ンター 072-869-0365

前田造園 072-891-0898
特別管理一般廃棄物
（感染性廃棄物等）

かかりつけの医療機関に相談してく
ださい。

下水の汚泥 守口市下水道課 06-6992-1752

産業廃棄物
大阪府産業廃棄物
指導課 06-6941-0351

（社）大阪府産業資
源循環協会 06-6943-4016

その他、収集・運搬及び
処分に支障があるもの

ピアノ（電子ピアノ除く）、浴槽、介護
用ベッド及び電動車、ドラム缶、ソー
ラー温水器、ワイヤーロープ、鉄板、
ブロック、コンクリート、土砂、瓦、が
れき、物干し台、うす、漬け物石、化学
薬品、農機具（エンジンつき）、重量物
（30㎏超）、大型物（3辺合計6m超）

　守口市再生資源集団回収奨励金交付制度とは、ごみの減
量と資源の有効利用を目的に、地域や団体で対象品目の資
源物を回収された量に対して奨励金をお支払いする制度
です。
制度概要
①対象団体　�市内の自治会・町会・こども会・老人会等の営

利を目的としない団体
②対象品目　�古紙（新聞・雑誌・ダンボール等）・古布・アル

ミ缶・鉄缶（スチール缶）
③奨 励 金　�回収量に対して、1㎏あたり4円です。
　相談・質問等ありましたら、廃棄物対策課（☎06-6991-
3840）までお問い合わせください。

守口市࠶生ஂूݯࢿճऩྭۚ交付੍

市͕ॲ理で͖ないごみ

不法投棄の場所 連絡先 電話番号

道路・公園・水路等
の公共場所

道路公園課
（道路上） 06-6992-1705

道路公園課
（公園の中） 06-6992-1702

下水道課 06-6992-1752
道路・公園・水路等
の公共場所及び民
有地

守口警察署 06-6994-1234（代）

河川（淀川）
国土交通省
淀川河川事務所
枚方出張所

072-841-5362

府道・国道479号
（内環状線）

大阪府
枚方土木事務所 072-844-1331（代）

国道163号
国土交通省
大阪国道事務所
北大阪維持出張所

06-6931-0241（代）

国道1号
国土交通省
大阪国道事務所
高槻出張所

072-671-5981

ෆ๏غ
　本市では、ごみの不法投棄を防止し、まちの美化を推進
するため、パトロール、啓発活動を実施し、また、守口警察
署等関係行政機関と連携を密にして取り組みを強化して
います。
　不法投棄を見かけた場合は、下記までご連絡ください。

74

２３０１守口市6(SG90)行政最終.indd   74 2022/12/15   13:45:00



Ӵ生について

　各種の感છ症、食中ಟの原因となり、衛生的にも有害な
ねずみをۦ除して、շ適な生活環境をつくりましょう。
　地域一੪ۦ除をはかるため、次の場所でัそ器の無料貸
し出しなどを行っていますので、ご利用ください。
場　所 �環境対策課、庭窪・東部エリア・錦コミュニティ

センター

Ͷͣみۦআ

Լ水道部ڥ ର策課ڥ ☎06-6992-1511

　飯ྶ園組合葬ّは、葬祭の簡ૉ化や葬祭費用の負担を
軽減することを目的とした葬ّです。
　葬ّの利用者は、飯ྶ園組合が指定する業者に直接申
し込んでください。

൧ྶ園合ّのごҊ

利用できる人 喪主あるいは死亡者が守口・門真・大東・四條畷
市民の人

組合葬ّ使用料 家族葬…略式143,000円
標準葬…標準231,000円

　詳しくは、飯ྶ園組合ホームページまたはコミュニ
ティ推進課、大日サービスコーナーに備え付けのパンフ
レットをご覧ください。

市民生活部 ίϛϡχςΟਪਐ課 ☎06-6992-1520

自転車ར用について

路上に置かれた自転車やミニバイクは…
・�通行のげになります。特に障がい者等の交通弱者に
とっては、とても危険です。
・�火事や急病等緊急時の救急・救助活動や災害時のආ難の
支障となります。
・街の美観を損ないます。
「少しなら」そんな気持ちが、街を放置自転車でいっͺいに
します。駅周辺には、「自転車ற車場」があります。自転車
は、近くの自転車ற車場に置いて、健康増進のためにも歩
きましょう！

自転車は自転車ற車

自転車放置۠ࢭېҬ
　電車の駅周辺（おおむね半径300̼以内）は「自転車放置
。止区域」ですې
　放置ې止区域内に置かれた自転車、原動機付自転車は、
ఫ去します。ఫ去した自転車等は、「放置自転車大日保管
所」に1か月間保管し、引き取りがなければ処分します。

生活

手数料 再交付
の登録ݘ 1件　3,000円 1件　1,600円

病予防注ࣹ済票の交付ݘڰ 1件　�� 550円 1件　�� 340円

　犬の登録（生֔1回登録）とڰ犬病予防注 （ࣹ毎年1回）
は、法で義務付けられています。犬の登録手数料等は下
記のとおりです。また、犬の登録事項等に変更があった場
合はご連絡ください。

ප༧ࣹݘڰの登録とݘ

Լ水道部ڥ ର策課ڥ ☎06-6992-1511

　また、令和5年4月より、ڰ犬病予防法の特例制度（ワン
ストップサービス）を開始します。
　マイクロチップを装着し、指定登録機関の「犬とೣのマ
イクロチップ情報登録」に登録している犬については登録
申請が不要となります。詳しくは市HPをご覧ください。
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直結直圧方式
配水管の水圧をそのまま利用して2～3階
までの蛇口に直接給水する方式です。

貯水槽水道方式
水をいったん受水槽に貯留し、
ポンプにより受水する方式です。

給水管 給水管
給水管 ポンプ

受水槽

高置水槽

配水管メーター

止水栓

財産区分 お客さま所有の財産（メーターは除く）

所有者またはお客さま 水道局 所有者またはお客さま

指定工事業者 水道局 お客さまセンター  ☎06-6991-6777 指定工事業者

お客さま所有の財産（メーターは除く）水道局

修理費の
負担

修理の
連絡先

漏水修理の申込み
・�道路上から水道メーターまでの水漏れ修理は、水道局に
申し込みください。
・�水道メーターから蛇口まで（水洗トイレ、ガス湯沸かし
器などを含む）の水漏れ修理は、市指定業者に申し込み
ください。

水道の管理区分

水道局お客さまセンター ☎06-6991-6772・6776

放置自転車大日保管所
返 還 時 間 10時～19時
電　　　話 06-6902-2340
移送保管料 自転車2,500円　原動機付自転車4,000円
休　業　日 12月29日～1月3日
場　　　所 �守口市大日町4丁目281の3番地先�

（国道1号寝屋川バイパス高架下）�
大日駅3番出口、北へ徒歩約13分

都市・交通計画課 ☎06-6992-1693・1694

水道局お客さまセンター・修理受付 
☎06-6991-6777

自転車は軽車両で車と同じ車両です。
　1人ひとりが交通ルールを守り、運転マナーに気をつけ、
事故を減らしましょう。
・自転車保険への加入が条例で義務づけられています。
・自転車用のヘルメットを被りましょう。
・�携帯電話、スマートフォン、音楽プレーヤーを使用しな
がらの走行はやめましょう。
・�駅周辺や商店街などの人が多い場所では自転車から降
りて押しましょう。

自転車の運転マナーの向上を

水道の使用に関することは

水道の各種届出
使用を開始されるとき
　あらかじめ水道局へ住所、氏名、水道番号（玄関前の水道
番号プレートなどでお確かめください）および「使用開始
日」をお知らせください。

 道路公園課 ☎06-6992-1705

使用を中止されるとき
　一週間ほどまえに水道局へ住所、氏名、水道番号および
「使用中止日」をお知らせください。
　長期間留守にするなどで使用されない時も、お知らせく
ださい。届け出がないと、使用されていなくても、基本料金
がかかりますのでご注意ください。

使用を変更されるとき
　名義変更、用途変更、住所変更されるときは水道局へお
知らせください。
　なお、水道の開始・中止の申込については、守口市オンラ
イン申請システムでの受付も可能です。

76

２３０１守口市6(SG90)行政最終.indd   76 2022/12/16   13:21:44



給水（水道）工事は、市指定業者にお申し込みください
　新築・増改築その他で水道工事をする時には、守口市指定給水装置工事
事業者（以下「市指定業者」という。）にお申し込みください。

給水工事を市指定業者以外に依頼すると…？
　その工事は、無届工事となり漏水や故障などトラブルの原因となりま
す。また、市の水道条例により水を止めることがありますのでご注意くだ
さい。

給水工事費の負担は誰が…？
　給水工事の費用は、すべてお客さまのご負担となっています。

水漏れ発見にご協力を
・�漏水は、はじめはごくわずかなものでも、日がたつにつれて漏れは大き
くなります。早期発見・早期修理をお願いします。
・�道路上の漏水は、大切な水をムダにするばかりでなく、放っておくと二
次災害をまねくことがあります。見かけられましたらお手数ですが水道
局へ連絡をお願いします。
・�宅地内の漏水は、ご家庭での水道料金負担も大きくなります。わずかな漏
水でも、そのままにしておかないですぐに修理するようにしましょう。

目や耳で知る
こんなとき、どこかで漏水しています。
・�蛇口や壁に耳をあて、「シュー」という水の流れるような音が聞こえるとき。
・�給水管が配管してある壁や地面が、いつもぬれているようなとき。
・�水道メーターボックスの中がいつも水がたまり、ぬれているとき。
・�トイレの便器、下水の溝やマンホールにいつもきれいな水が流れている
とき。
・�貯水槽（タンク）からいつもきれいな水が排水管へ流れているとき。

ご家庭で水漏れのチェックを！

水道局お客さまセンター 設備担当 ☎06-6991-6771

給水工事の申込み
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補助事業 補助対象経費 補助率 補助限度額

イベント
広告宣伝費、
材料費、
会場借上料、
レンタル料、
外部専門家の謝金、
委託料

50パー
セント
以内

150,000円
（ P Rイベント
にあたっては
300,000円）

商業まつり 1,000,000円

事ऀۀ向͚ิ助ۚ

守口市ۀৼڵ事ۀ支援ิ助ۚ交付੍
　商業団体の育成を図り、もって地域商業の振ڵに資する
ため、市内の中小商業者の団体に対し、消費者の利便性の
向上及び集客力の֦大を図るイベント等の事業に係る経
費の一部を補助している。

ࢱ࿑ऀۈ

主な事業 福利厚生事業
宿泊施設利用補助・施設（飲食・スポー
ツ）利用補助・ܶ 場入場券優待Ѻટ・自
主企画レクリエーションなど

共済給付事業 祝金・ீ Қ金・Ӭ年在会Қ労金

入会資֨ 守口市または門真市に事業所があるか居住されてい
る中小企業者及びその従業員

入会方法 事業所単Ґの団体としての入会が原則ですが、ޓ助会
が認めた場合はこの限りではありません。

守口市ਅ市ۈ࿑ऀޓ助会
　守口市、門真市内の中小企業に従事する勤労者の福祉の
増進を図り、中小企業の振ڵに寄与するものです。

市民生活部 Ҭৼڵ課 ☎06-6992-1490
守口市ਅ市ۈ࿑ऀޓ助会 ☎06-6926-9680

Լ水道の使用に関することは

用్ 水ྔ区分 料金

一般用

（基本）0～8ὗ � � �737円

超
過
１
㎥
に
つ
き

9ὗ～10ὗ � � �101円
11ὗ～20ὗ � � �134円
21ὗ～30ὗ � � �176円
31ὗ～50ὗ � � �218円
51ὗ～100ὗ � � �248円
101ὗ～500ὗ � � �289円
501ὗ以上 � � �328円

ཋ場用 （基本）0ὗ～500ὗ 36,073円
（超過1ὗにつき）501ὗ以上 � � � �80円

ྟ時用 （基本）0ὗ～8ὗ 1,844円
（超過1ὗにつき）9ὗ以上 � � �469円

　水道料金のお支払方法には口座振替と納入通知書によ
る2つの方法があります。

口座振替でお支払のとき
　みなさまの預金口座から自動的にお支払いいただく大
変便利な方法です。

納入通知書でお支払のとき
　水道局から納入通知書を送りますので納期限までに、
金融機関（銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・郵便
局）、水道局、コンビニエンスストアまたはスマホ決済アプ
リサービスでお支払いください。
※�口座振替のお申し込みは、水道料金の領収書（または水
量のお知らせ票）と通帳、印鑑（通帳印）を持参のうえ、お
近くの金融機関（銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農
協・郵便局）へお申し込みください。

水道料金表 平成22年8月1日改定

水道ྉۚのお支ํ๏

※上記料金に消費税等相当額が加算されます。
※上記料金にはメーター料が含まれません。

水道局お客さまセンター ☎06-6991-6772・6776

区　分 汚水ྔ区分（ὗ） 下水道使用料（円）

一般ഉ水

0～8 （基本使用料）633
9～25 （103×水量－191）
26～50 （147×水量－1,291）
51～100 （184×水量－3,141）
101～200 （228×水量－7,541）

特定ഉ水

201～500 （287×水量－19,341）
501～1,000 （324×水量－37,841）
1,001～2,000 （361×水量－74,841）
2,001～5,000 （384×水量－120,841）
5,001～10,000 （398×水量－190,841）
10,001以上 （413×水量－340,841）

ཋ場ഉ水
0～1,500 （20×水量）

1,501～2,500 （29×水量－13,500）
2,501以上 （39×水量－38,500）

※上記下水道使用料に消費税等相当額が加算されます。
汚水量は、水道水の使用水量となります。下水道使用料は、

水道料金とあわせてお支払いいただきます。井戸水及び工業
用水等を使用される場合は、下水道課へご連絡ください。

Լ水道使用ྉ
　家庭から排出される汚水の処理経費として下水道使用
料をいただきます。
下水道使用料の計算方法（一ϲ月）

Լ水道部ڥ Լ水道課 総担当 
☎06-6992-1747

��ॴ

Լਫಓڞެ ഉਫઃඋ

公
共
ま
す

ࢲ
ઃ
·
͢

ཋ��ࣨ

ͷཧࢢ ॴ༗ऀͷཧʢ༗ྉʣ

ศ��ॴ

Լ水道管͕つまͬͨΒ
　公共下水道の詰まり等があれば、下水道課まで連絡を。
なお、敷地内の詰まり等は、所有者の管理のため有料にて
排水設備指定工事店が対応することになります。

Լ水道部ڥ Լ水道課 ҡ࣋担当 
☎06-6992-1752

参考図
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補助事業 補助対象経費 補助率 補助限度額
生産性向上設
備等設置事業

生産性向上設備等の購入代
金、運搬費及び据付工事費

50パー
セント
以内

250,000円

生活環境保全設
備等設置事業

生活環境保全設備等の購入
代金、運搬費及び据付工事費 250,000円

展示場出展
事業

出展小間料金、装飾経費及
び出品物搬出入経費 250,000円

ホームペー
ジ開設又は
改修事業

新たに開設し、又は改修する
ホームページのコンテンツ製
作費、プロバイダー契約料、サー
バー契約料、新規回線加入費、独
自ドメイン取得料、ホームペー
ジ作成ソフト購入費及び委託料

150,000円

地域交流事業 広告宣伝費、材料費、会場借
上料、レンタル料及び委託料 150,000円

職場環境改
善事業

トイレ、洗面所、更衣室、シャ
ワー等の職場環境の改善を図
ることを目的とした設備の設
置又は改修に要する経費及び
職場環境の改善を図ることを
目的とした敷地内の施設等の
整備に要する経費

300,000円

人材育成支
援事業

外部から招へいした講師に対
する講師料、外部の研修機関等
に対する受講料及び業務上有
用と認められる免許、資格等の
取得に要する受験料又は受講
料（既に取得している免許、資
格等の更新に要する費用及び
当該免許、資格等の取得に必須
でない費用を除く。）並びに研
修等の開催のために必要と認
められる機材、機器及び貸し会
議室等の借上げに要した経費

150,000円

産業財産権取
得事業（特許権）

産業財産権の取得に要する
出願手数料、登録料、電子化手
数料、出願審査請求手数料、実
用新案技術評価請求手数料、
先行技術調査料、弁理士又は
弁護士手数料その他産業財
産権の取得に要する費用と
して市長が認める経費

250,000円

産業財産権取
得事業（実用新
案権、意匠権及
び商標権）

150,000円

イ ン タ ー ン
シップ実施事業

インターンシップの実施に
当たり実習生が加入する傷
害保険料、損害保険料及び賠
償責任保険料、実習生の交通
費その他中小工業者がイン
ターンシップを実施するに
当たり実習生に要する費用
として市長が認める経費

1 0 0
パーセ
ント

20,000円

守口市工ۀ活ੑԽ支援ิ助ۚ
　市内の中小工業者が工業基盤の安定及び強化並びに工
業活性化を図るために実施する事業に係る経費の一部を
補助することで市民生活の向上及び地域社会の持続的な
発展に寄与することを目的とする。

補助事業 補助対象経費 補助率 補助限度額

人材育成事業
情報発信事業
産学連携事業

広告宣伝費、
材料費、
会場借上料、
レンタル料、
外部専門家の謝金、委託料

50パー
セント
以内

250,000円

ECサイト新
規開設事業

新たに独自ECサイト
を開設するために必要
となる次の経費（月額・
年額に対しての利用料
は除く）
プロバイダー契約料、
サーバー契約料・新規
回線加入料、独自ドメ
イン取得料、ECサイト
開設に係るセミナー受
講料、各種ソフト、翻訳
料（ページ内紹介文等
翻訳費）、その他ECサ
イト開設に要する経費

150,000円
補給要件

・�本市に主たる事業所を有する法人又は個人事業主
であること。
・�本市の事業所に係る事業資金として融資を受けて
いること。
・�補給金の申請日において、本市の市民税の滞納をし
ていないこと。

補給対象
及び
補給額

資金名 細区分 補給額
小規模企業
サポート
資金

小規模資金
支払った保証料
の額と50,000
円を比較して、
いずれか少ない
方の額。（ただ
し、1事業者に
つき、1年度に
1回を限度とす
る。）

開業
サポート
資金

開業資金A
開業資金B

地域支援ネットワーク型A
地域支援ネットワーク型B

申請期間 保証料を支払った日から1年間

守口市தখۀا༥ࢿ৴用保ূྉิ給੍
　市では、大阪府制度融資の小規模企業サポート資金・開
業サポート資金を利用し金融機関から融資を受けた市内
企業に対し、大阪府中小企業信用保証協会に払い込んだ信
用保証料の一部を補給しています。

市民生活部 Ҭৼڵ課 ☎06-6992-1490

　市民の国際意識の高揚や国際交流の促進を図るため、海
外にある市の姉妹・友好都市との交流の促進等の事業を実
施しています。また、在住外国人等の生活トラブルや就業
支援に関する窓口業務を行うことにより、外国人にとって
住みやすい環境を作り円滑な関係を築くことで、市民の国
際交流活動が促進されるよう取り組んでいます。
　また、ボランティアによる「外国人のためのにほんご教
室」も実施されており日本語が不慣れな外国人が日本語の
習得をするために活動いただいております。

国ࡍ交ྲྀ事ۀに関すること

市民生活部 Ҭৼڵ課
☎06-6992-1376 ℻06-6998-0345

消費者（市内在住、在職、在学）からの消費生活に関する相
談に応じたり、情報提供や出前講座などを行っています。

守口市ফඅ生活センター

ফඅ生活に関する相談
　毎週月～金曜日（祝日を除く）午前9時～午後4時30分
相談専用電話 06-6998-3600
事務所 午前9時～午後5時30分
電　話 06-6992-1336・1337
ＦＡＸ 06-6998-3603
場　所 �守口市京阪本通2丁目5番5号

守口市役所5階南エリア
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市民のについてใൃ৴について

　市では、市職員が出向いて市の事業や状況についてઆ明
する「市民ふれあい講座」を実施しています。みなさんが市
政に対する理解や関心をਂめるために、知りたい、聞きた
い、学びたいことがあれば、ͥ ひご利用ください。
対　　象 市内在住・在職・在学する5人以上のグループ
༰࠲ߨ �市の業務全般（ごみのリサイクル、防災対策など）
開࠵時間 �原則、平日の午前10時～午後5時（土・日・祝

日、12月29日から1月3日までを除く）
開࠵場所 �市内に限る。会場の確保・準備はグループでお

願いします。
අ　　ܦ 講師料は無料です。
申込方法
①�開催希望日の3週間前までに指定の申込書でັ力創造発
信課まで。
※�申込書および「各課業務案内」は市役所各課、各コミュニ
ティセンター、市立図書館、文化センター、市民体育館に
あります。また、申込書は市ホームページからもダウン
ロードできます。
②開催日などの調整は担当課から連絡します。
③�参加者への連絡や当日の受付、進行などは主催するグ
ループが行ってください。

市民;れ͋い࠲ߨ

　広く市民のみなさんから、市政に対するご意見をいただ
くため、市内13か所の公共施設に提ݴ箱を設置していま
す。ັ 力あるまちづくりのために、みなさんのご意見やご
提案をお寄せください。
提ݴശの設置場所（13か所）
・市役所1階北エリア（情報発信コーナーԣ）
・�市役所2階北エリア（情報コーナー内）
・大日サービスコーナー
・市民保健センター
・市立図書館
・文化センター（エナジーホール）
・市民体育館
・�各コミュニティセンター
（中部・南部エリアを除く6か所）
※�なお、市ホームページからも投ߘ
できます。

市民の

市;れ͋いタンϛーςΟンά
　市長が地域に出向いて、市民のみなさんから直接市政に
関するご意見をお聴きします。
対　　象 市内在住・在職・在学する5人以上のグループ
ς ー Ϛ 市政に関することの中から決定してください。
開࠵日時 市との調整が必要です。
開࠵時間 1時間30分以内
開࠵場所 �会場の確保・準備、会場使用料などの負担はグ

ループでお願いします。

守口市ϗーϜϖーδ
IUUQ���XXX�DJUZ�mPSJHVDIJ�PTBLB�KQ�
　市の業務や催しなど暮らしに関連のਂい行政情報をお
知らせしています。

-*/&・5XJUUFS・'BDFCPPL・*OTUBHSBN・:PV5VCF
市の取組やイベントなどの行政情報を迅速に提供できる

ように、また街並みや自然、歴史、文化など市のັ力を市内
外に発信し、皆さんと共有できるように取り組んでいます。
LINE：公式アカウントから「守口市」を検ࡧ
Twitter：ˏ moriguchi@city
FaceCook：ˏ city.moriguchi
Instagram：ˏ moriguchi@smiMe
:ouTuCe：「守口市公式:ouTuCe」で検ࡧ
もりぐちTV（動画による情報発信）

守口市ใίーナー
　市役所2階北エリアにある守口市情報コーナーでは、決
算資料・計画書などさまざまな行政資料が自由にご覧いた
だけます。複写機（有料）も備え付けています。

政部ࡒ画ا ັ力ൃ৴課 ☎06-6992-1353

ΤϑΤϜもΓ͙ ʦͪ����.)[ʧ
平成5年に、市民のみなさんに24時間防災・災害情報をお

知らせする地域コミュニティー放送局として開局しました。
　防災・災害情報のほか、市からのお知らせや行事案内な
ど、市民のみなさんのお役に立つ情報を放送し、市民情報
局として「FM-HANAKO」のѪশで親しまれています。
火事や地、ガス漏れなどの災害が発生したときは、24時間

いつでも、通常番組に割り込んで、緊急放送でお伝えします。
　また、台風などの災害が予されるときは「非常災害情
報」に切り替わります。
　電波が届きにくい地域の人にも、お聴きいただけるよ
う、生番組を中心にインターネット放送も行っています。
FM-HANAKOホームページ　IUUQ���GmIBOBLP�KQ

'.�)"/",0事所 ☎06-6996-0875

市政

ใもΓ͙ͪ
　市の施策、行事などのお知らせ、催し物の案内などのほ
か、市内の話題などもり込んで、毎月1回、1日に発行し、
全世帯に配布しています。
市役所の案内窓口や大日サービスコーナー、各コミュニ

ティセンターなどにも置いていますので、ͥ ひご覧ください。
　また、目の不自由な人のために、広報もりぐちの記事を
ൈਮして「点字広報」や「声の広報」を発行しています。
　なお、転入や転居などで「広報もりぐち」が届かない場合
は、ご連絡ください。

政部ࡒ画ا ັ力ൃ৴課 ☎06-6992-1353
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3．公開できない情報
　プライバシー保護や公共の利益の保護のため、次の情報
が記録されている公文書は公開できない場合があります。
（1）個人に関する情報
（2）法人等の事業に関する情報
（3）公共の安全に支障を及ぼす情報
（4）審議、検౼等に関する情報
（5）事務事業に関する情報
4．請ٻの方法
　情報公開担当窓口（法制文書課）で、所定の請求書に氏
名、住所や請求したい情報の内容等を記入して提出してく
ださい。
　なお、口頭や電話による請求はできませんが、郵送、ファ
クス及び電子メールによる請求はできます。
5．費用の負担
　Ӿ覧に係る手数料は無料ですが、写しの作成や送付に要
する費用は、請求者の負担になります。

守口市ٞ会

市ٞ会のみ
市議会の割
　市議会では、市民の代表である議員が、市長の提案する
条例案や予算案などの議案を審議し、守口市の最終的な意
思を決定しています。また、市民の代表として、市民の声を
市政に届けるとともに、市政が正しく適切に行われている
かどうかを厳しく監視しています。そのほか、議員から議
案を提案（議員提出議案）して政策の実現を目指すなど、み
なさんの暮らしを守り、๛かでうるおいのあるものとして
いくために、大切な役割を果たしています。
　このように市議会は、議決機関としてࣥ行機関から独立
し、おޓいに制と均ߧを保ちつつ、市政の発展に取り組
んでいます。

市議会の運営
　市議会には、定期的に開かれる定例会と必要に応じて開
かれる臨時会があります。

定ྫ会とྟ時会
　定例会は、年4回（通例は6月、9月、12月、2月）開かれま
す。臨時会は、市議会の議決が必要な事ฑがあり、定例会で
は間に合わない場合など、必要に応じて開かれます。
　定例会、臨時会の会期中には、本会議や委員会が開かれ、
議案の審議・議決などの議会活動が行われます。

本会議と委員会
　議会としての最終的な意思決定を行うのが本会議です。
この会議は、全議員が出੮します。
　市議会で取り扱う問題は、数が多く、内容も幅広い分野
にわたっています。これを議会全員で審査するよりも、い
くつかの部門に分けて専門的に詳しく審査した方が効率
的です。そのために設けられているのが委員会です。
委員会には、常設の常任委員会、議会運営について協議する議

会運営委員会、必要に応じて設置される特別委員会があります。

総部 ๏੍จॻ課 ☎06-6992-1427

守口市では、市の有するその諸活動を市民の皆さんにઆ
明する責務が全うされるようにするとともに、市政の推進
に寄与することを目的に、情報公開制度を実施しています。
1．公開請ٻができる人
　誰でも公開請求ができます。
2．対象となる情報（公จ書）
　実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図
画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録（電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで
きない方式で作られた記録をいいます）であって、当該実
施機関の職員が組৫的に用いるものとして、当該実施機関
が保有しているものをいいます。
　ただし、報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の
ものに販売することを目的として発行されるものを除き
ます。

ใ公։੍について

人ൃܒݖ事ۀについて

人ൃܒݖ事ۀ
　守口市人権尊重のまちづくり条例（平成16年4月1日施
行）や、守口市人権行政基本方に基づき、すべての人の人
権が尊重されるまちづくりをめざして啓発事業等に取り
組んでいます。

ඇ֩ฏਪਐ事ۀ
　守口市では、ত和58年3月28日に市議会が「非֩平和都
市宣ݴ」を行いました。毎年8月には、非֩平和について考
える取組みを行っています。

உঁڞಉࢀ画ਪਐ事ۀ
　守口市男女共同参画推進条例（平成22年4月1日施行）や
第3次守口市男女共同参画推進計画（改訂版）（平成28年度
～令和7年度）に基づき、男女が性別に関わりなくおޓいを
尊重しつつ対等な立場でさまざまな分野に参画し、その個
性と能力を十分に発شし、共にتびや責任を分かち合うこ
とができる男女共同参画社会の推進に取り組んでいます。

主な事業
法週間記೦のつどい（5月）、男女共同参画週間記೦のݑ

つどい（6月）、平和のつどい（8月）、eセミナー（10月頃）、
ヒューライツ・セミナー（11月頃）、ヒューマン・ライツ・
フェスティバル（12月）、広報もりぐちによる啓発（随時）等
�※多くの方のご参加をお待ちしています。�

市民生活部 人ࣨݖ ☎06-6992-1512

政部ࡒ画ا ັ力ൃ৴課 ☎06-6992-1353・1356

申込方法 開催申込書はັ力創造発信課まで。
※�開催申込書はັ力創造発信課にあります。また、
市ホームページからもダウンロードできます。
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ථ
　投票日までに投票所入場整理券を郵送します。入場整理
券を紛失されたなど、手元にない場合でも、選ڍ人名に
登録されていれば投票できますので、投票所でそのࢫを申
し出てください。また、点字投票・代理投票を希望される場
合も、投票所で申し出てください。

ථऀࡏ日લථ・ෆظ
　投票日当日に、仕事や用事（レジャー含む）、病院に入院
中などの理由で投票に行けない場合は、期日前投票や不在
者投票の制度があります。また、障がいの程度が一定以上
の人が郵便により投票する制度や、新型コロナウイルス感
છ症で宿泊・自宅療養をしている人で一定の要件に該当す
る人は、「特別郵便等投票」ができますので、詳しくは選ڍ
管理委員会事務局におਘねください。

બڍについて
　選ڍは国や地方の政治に直接たずさわる代表者を選Ϳ
大切な機会です。棄権することなく、自らの意ࢤで貴重な
一票を投票しましょう。

会ٞ録のӾ覧
　市議会では、本会議、委員会、協議会の会議中の発ݴを記
録した「会議録」を作成しています。会議録は、議会事務局、
もしくは情報コーナーでご覧いただくことができます。な
お、本会議の会議録については、コミュニティセンター、文
化センター、市立図書館にも備えています。
　また、平成13年度以降の本会議と委員会の会議録は、市
議会ホームページでӾ覧・検ࡧできます。

願・
市政に対して意見、要望を行う制度として請願・情があ

り、どなたでも提出することができます。このうち、議員の
紹介があるものを「請願」、ないものを「情」といいます。

請ئ
　請願は、法に定められた権利であり、議員の紹介があ
れば、どなたでも提出することができます。受理した請願
は、本会議において常任委員会などに付託されます。委員
会で請願の願意がଥ当かどうか৻重に審査した上で、本会
議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者に通
知します。
�請ئ記載事項�
1　請願のझࢫ
2　提出年月日
3　�請願者の住所・署名又は記名押印
法人の場合は、名শ・所在地及び代表者の署名又は記名
押印

4　紹介議員の署名又は記名押印
5　提出先（守口市議会議長あて）

情
　情は、内容により議会での取り扱いが大きく2つに分
かれます。
①�守口市議会が国会や関係行政庁に意見書を提出するこ
とを求める情については、議会運営委員会で協議さ
れ、原則として全会が意見書を提出することでまと
まった場合のみ本会議に上程されます。本会議で採択さ
れた場合は、国会や関係行政庁に意見書を提出するとと
もに、その写しを情者に送付します。
②�①以外の情（守口市政への要望に関する情など）に
ついては、所管の常任委員会協議会で協議されます。な
お、常任委員会協議会の会議録は、作成され次第、市情報
コーナーまたは議会事務局でӾ覧できます。

市ٞ会のௌ
　市議会では、市民のみなさんの生活に直結した重要な問
題が審議されます。聴は、市議会活動に৮れることので
きるもっとも身近な方法です。市政への知識をਂめ、市議
会の活動や市政の方などを知ることができます。

本会議の聴
　本会議当日に、開会予定時ࠁの1時間前から30分前まで
議場聴੮ଆ入口（別館2階）で受付を行っていますので、
そこで所定の受付に住所、氏名を記入してください。ま
た、団体で聴する場合は、代表者の住所、氏名、聴する
人数を記入してください。定員は一般੮36人、車Ҝ子੮5
人、親子੮（子ども連れの方向けの防音個室）3人です。

委員会の聴
　委員会当日に、開会予定時ࠁの1時間前から30分前まで
議会事務局（本館9階）で受付を行っています。受付に記
入する内容は本会議と同じです。定員は委員会室20人、議
会運営委員会室10人です。定員を超えた場合、ந選となり
ます。
※�新型コロナウイルス感છ症の予防及び֦大防止のため、
上記内容を変更する場合があります。 本会ٞの録画৴

本会議終了約1週間後から、会議録が作成されるまでの間、
市議会ホームページで本会議録画ө像を配信しています。

ٞ会事局 ☎06-6992-1782

બڍ管理ҕ員会事局 
☎06-6992-1784 ℻06-6998-3577

�情記載事項�
1　情のझࢫ
2　提出年月日
3　�情者の住所・署名又は記名押印
法人の場合は、名শ・所在地及び代表者の署名又は記名
押印

4　提出先（守口市議会議長あて）
※�請願・情はいつでも受理しますが、議会運営の都合上、
各定例会ごとに提出期限を設けております。詳しくは、
市議会ホームページをご覧いただくか、議会事務局にお
ਘねください。
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守口市の公ࢪڞ設

住所 ˟570-0042 寺方錦通4丁目9番12号

電話
ごみのコールセンター
ごみの収集・持込予約、死्の受付　06-6997-7766
廃棄物対策課（守口市所6階北ଆ）
ごみの減量・分別　06-6991-3840

FAX 06-6991-7188

業務時間 月～金曜日（祝日含む）午前9時～午後3時30分

休業日 土・日曜日、その他年末年始

錦小

寺方錦通4ஸ目
交ࠩ

北寺方
交ࠩ

܂
࠽
৽
ொ

ަ
ࠩ


த
ԝ

ঢ়
ઢ

ࠃ
ಓ
߸


ࡾ

Ώ
ͱ
Γ
ಓ

錦コミュニティ
センター

163

府道ਂ野南寺方大阪線

クϦーンセンター（ごみ・्ࢮのͪ࣋込みのみ）

淀川

ௗࣂ大橋

阪神高道路守口線

八島交ࠩ

阪神高道路守口線

大阪広域水道ا業団
　　　　庭䘼ড়水場
大阪広域水道ا業団
　　　　庭䘼ড়水場

大阪市
庭䘼
ড়水場

国道1号
八島交ࠩ 大日交ࠩ

த
ԝ

ঢ়
ઢ

守口市水道局

住所 ˟570-0008 八雲北町3丁目37番31号

電話

お٬さまセンター・業務担当
水道料金・水道の開ખ・ดખ・使用水量

06-6991-6772・06-6991-6776

お٬さまセンター・設備担当
給水工事相談・Ԗ給水管に関すること 06-6991-6771

お٬さまセンター・修理受付
水道の修સ・漏水・にごり水 06-6991-6777

水課
配水管工事 06-6991-6773

ড়水課
水道の水質 06-6991-6775

総務課 06-6991-6774
土・日・祝日、夜間の緊急修理 06-6991-6777

FAX 06-6994-0109

ࣥ務時間 午前9時～午後5時30分

休務日 土・日・祝日、年末年始（12/29～1/3）

水道局

サービスコーナーの業務内容
֤छূ໌の発行
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部（個人）事項証明

書、戸籍附票、住民票記載事項証明書、「年金現況届」の証明
আ੶౽ɾঞຊ及びվށݪ੶ɺށ੶ෟථのআථのऔѻ͍
　平日午前9時から午後5時30分。なお、土・日・祝日及び平
日の午後5時30分以降は予約取次、お渡しは、次の平日の
午前9時30分以降
Մূのަ付ڐಧの受ྖ及びຒՐ࢈ࢮಧɾࢮ
　取扱時間　平日　午後5時30分から午後9時
　　　　　　土・日・祝日　午前9時から午後9時
市の事業ɺ࠵のలࣔɺެ 設のҊࢪڞ

各種証明書の支払方法について
1.現金による支払
2.�クレジット、二次元コード等のキャッシュレス決済によ
る支払

住所 ˟570-0016 大日東町1番32号 イオンモール大日内

電話 06-6900-8230
取扱時間 全日　午前9時～午後9時

休業日 年末年始（12月29日～翌年1月3日）

大日αーϏείーナー

住所 ˟570-8666 京阪本通2丁目5番5号

電話 06-6992-1221（代表）
FAX 06-6994-1691
ࣥ務時間 午前9時～午後5時30分

休務日 土・日・祝日、年末年始（12/29～1/3）

市所

˔
क
ޱ
ܯ

ॺ

˔
क
ޱ
ܯ

ॺ

守口郵ศ局

地下鉄谷町線
国道1号

ࢸ
ژ


淀川高科高校
第一中学校

京阪電車
守口市駅

守口郵ศ局

地下鉄谷町線
国道1号

ࢸ
େ
ࡕ

ࢸ
ژ


守口消防ॺ

守口駅

淀川高科高校

設Ҋࢪ
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設ࢪࢱ設健康・ࢪ育・จԽڭ

守口市ཱਤॻؗ
大日ொ�ஸ��൪��߸

ਤॻؗ担当 ☎06-6905-3921
生ֶ֔शࢪ設担当 ☎06-6115-5475

市民保健センター
大ٶ通�ஸ��൪�߸

　「自分の健康は自分で守る」
というのが大原則ですが、市
民保健センターでは、自分の
健康状態を知るための健康診
査、保健指導、健康相談、予防
接種、急病時の休日応急診療
など、色ʑなお手伝いをして
います。あなたの健康管理の
ために、おおいにご活用くだ
さい。介護保険を、守口・門真・四條畷の3市共同で行ってお
ります「くすのき広域連合」本部もここにあります。
開館時間 午前9時～午後5時30分
休 館 日 土・日・祝日、年末年始

八島

京阪電車 西三荘 門真ࢸ

大宮
中央公園

京阪電車 西三荘 門真ࢸ
ඦ՟店

市民体育館

大宮
中央公園

国道̍ 号

地下鉄谷
町線

大日ࢸ

守口駅

国道̍
̒̏
号

守口市駅

☎06-6992-2217 ℻06-6998-5563

ো͕い ・ऀߴ ྸऀ交ྲྀ会ؗ
日٢ொ�ஸ�൪��߸

　障がいのある人とその介護
者、高齢者（おおむね60歳以
上）の交流の場として、社会参
加を促進するための施設で
す。サークル活動、講座等にも
利用していただけます。障が
いのある人、おおむね60歳以
上の人は無料で施設を利用す
ることができます。所定の使
用申請書を1F事務所に提出してください。
　上記以外の人が利用を希望される場合は、障がい福祉課
（06-6992-1630）までお問い合わせください。

開館時間 午前9時～午後10時
休 館 日 �月曜日（祝日に当たるときは、その翌日）、年末

年始

土居会館

守居神社

☎06-6991-5510 ℻06-6991-5510

　市民のみなさんが「集い・学
び・交流する」施設として、生
֔学習情報センターを守口
市立図書館として令和2年に
リニューアルしました。20万
冊以上の図書をଗえているほ
か、ホールやスタジオなどの
生֔学習施設もご利用いただ
けます。
開館時間 午前9時～午後9時
休 館 日 �火曜日（祝日のときは、その翌日）

年末年始（12/29～1/3）
ホームページ �https://www.Mics-saas.neYs-serWice.

jp/moriguchi/
利用方法 �生֔学習施設を利用される場合は、3F事務所

で、所定の申込書に必要事項を記入し、利用料
金を納めてください。

※�既納の利用料金はお返しできません。申込受付は、午前9
時～午後9時【使用日の1年前から】

大阪メトロ谷町線

京橋ࢸ
京阪電車 大阪モϊレール

ຕ方市駅ࢸ
イオンモール大日

大　日

淀　　　川
国道1号

門真市駅

େ



ਅ
ࢢ

守口จԽセンター（Τナδーϗーϧ）
Տݪொ�൪��߸

☎06-6992-1276 ℻06-6992-1489

　文化・ܳ 術活動の拠点施設。
ө像・音楽・ԋ ・ܶ美術工ܳな
どいろんなܳ術・文化活動が
できます。もちろんホールや
Ϊャラリーもありますので、
自分たちでするだけでなく、
お客さんを呼んで見てもら
うこともできます。「エフエ
ムもりぐち」のスタジオもありますので、一度、パーソナリ
ティーの顔を見にきてください。
開館時間 午前9時～午後9時（図書室を除く）
休 館 日 �木曜日

年末年始（12/29～1/3）
ホームページ IUUQ���mPSJHVDIJ�CVOLBDFOUFS�DPm�
利用方法 �1Ｆ事務所で、所定の申込書に必要事項を記入

し、使用料を納めてください。
※�既納の使用料はお返しできません。申込受付は、午前9時
～午後9時【使用日の属する月の1年前から】（リハーサ
ル室、楽屋及び音楽室は、エナジーホールと同時に使用
しない場合6か月前から）

大阪メトロ谷町線

守口市所

京阪電車 京都ࢸ

国道1号

守口郵ศ局˟

大阪ࢸ

守口駅3号出口

ඦ՟店

市民体育館

ホテル

守口市駅

守口駅

東口
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　守口市に残る貴重な武家屋敷「旧中西家住宅」は、格式に
よって区別された4つの出入り口、黒光りした大黒柱、太
い梁や桁、そして広い土間や
大きな六つ口のかまどなど、
建物自体が歴史そのもの。当
時の風情を感じさせられる中
で、見学はもちろん、文化的な
催しの場などとしてお気軽に
ご利用ください。
開館時間 午前10時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
休 館 日 月・火・水曜日、年末年始（12/29～1/3）

もΓ͙ͪྺ࢙ ʮؗچத家住ʯ
大ٱ保ொ�ஸ�൪��߸

☎06-6903-3601 ℻06-6903-3601

ಐセンターࣇ
ۚాொ�ஸ�൪�߸

　子どもに健全で楽しい遊び場を提供するとともに、心身
の発達向上を図り、子どもの健やかな育ちを支援すること
を目的とした施設です。赤ちゃんの駅も児童センター内に
設置されていますので、お気軽にご利用ください。
対　　象 �保護者等が同伴する0歳～就学前までの乳幼

児及び小学生
開館日及び時間 月曜日～土曜日　午前10時～午後5時
休 館 日 日・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

☎06-6902-1006

仁和寺

八尾茨木線

大
阪
中
央
環
状
線

北大日竜田線

京都
守口
線

京阪電鉄
古川橋駅

大和田駅

大久保バス停
大久保中学校

庭窪中学校

門真市
保健福祉センター

よつば小学校

東部エリア
コミュニティセンター

守口郵ศ局

地下鉄谷町線
国道1号

ࢸ
େ
ࡕ

क
ޱ
ܯ

ॺ

ࢸ
ژ


第一中学校

体育室

守口消防ॺ

京阪電車

守口郵ศ局

地下鉄谷町線
国道1号

ࢸ
େ
ࡕ

क
ޱ
ܯ

ॺ

ࢸ
ژ


守口駅

守口市駅

ᶃ

地下
鉄谷
町線

淀　川

ௗࣂ大橋

庭漥小学校

庭漥中学校

庭窪小学校

庭窪中学校

京阪電車
守口

大日
த
ԝ

ঢ়
ઢ国道

1号

守口
市駅

ᶄ

梶郵ศ局

門真市立
門真みらい小

大阪
国際大学

藤田小
梶中

大久保
交番

東体育室

よつば未来
体育室

大久保中

ࢸ

ਅ
ӡ
స
໔
ڐ
ࢼ
ݧ

ˣ

15

156

155

ᶅ

ๅݦ寺
体育室

（Ҡ転前）

大宮
中央公園

Aプライス

体育室
（Ҡ転後）

関西電力

ケイ・オϒティコム

西三荘駅

国道
16
3号
線

ᶆ

八雲東
小学校

公園

マンシϣン

国道1号

Ϛ
ϯ
γ
ἀ
ϯ

ί
ϯ
Ϗ
χ

த
ԝ

ঢ়
ઢ

ᶇ
公園

公園 マン
シϣン

にしき認定
こども園

府道ਂ野南寺方大阪線
府道ਂ野南寺方大阪線


ࡾ

Ώ
ͱ
Γ
ಓ

ಓ̍ࠃ
̒̏

߸

ᶈ

Ҡ転前Ҡ転後

公園

公園

ゆ

交番

農協

大阪市水道局
庭窪浄水場

八
雲
小
学
校

府
営

淀
江
住
宅

マ
ン

シ
ョ
ン

阪
神
高
速

ᶉ

関西医大

滝井駅



ঢ়
ઢ

ؔ

ҩ
େ

ෟ
ଐ
ප
Ӄ

⑧

レクリエーシϣンホール

施設名 住所 電話 FAX

① 中部エリアコミュニティセンター 京阪本通2丁目5番5号
竹町10番1号（体育室） 06-6991-0318 06-6992-2005

② 庭窪コミュニティセンター 佐太中町1丁目6番45号 06-6902-0580 06-6904-0646

③ 東部エリアコミュニティセンター
大久保町1丁目南27番6号
大久保町5丁目38番14号（東体育室）令和5年3月末まで（予定）06-6902-5500 06-6904-0812

大久保町5丁目3番48号（よつば未来体育室・会議室）令和5年4
月以降（予定） 未定 未定

④ 南部エリアコミュニティセンター
大宮通1丁目13番7号
大宮通3丁目9番39号（体育室）
大宮通1丁目14番9号（体育室）

06-6997-4120 06-6997-2766

⑤ 八雲東コミュニティセンター 八雲東町2丁目50番12号 06-6906-6300 06-6906-0380

⑥ 錦コミュニティセンター
菊水通4丁目21番18号
菊水通4丁目20番10号
菊水通4丁目20番8号（体育室）

06-6991-1548 06-6991-6838

⑦ 北部コミュニティセンター 淀江町6番3号 06-6906-5400 06-6906-5300

⑧ 西部コミュニティセンター 文園町8番8号
文園町9番35号（レクリエーションホール） 06-6993-1341 06-6991-6833

開館時間 午前9時～午後10時　　 休 館 日 12月29日～翌年1月3日　　 8館

ίϛϡχςΟセンター

ίϛϡχςΟセンター

令和5年3月中に移転予定

令和5年度中に移転予定
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εϙーπࢪ設・ମ育ؗ

☎06-6992-8201 ℻06-6992-8202

市民ମ育ؗ　Տݪொ�൪�߸

　個人やサークル・団体での
利用はもちろん、大体育室は
最大2,900人超の観客を収容
でき、全日本級や国際級の大
規模な大会も行われていま
す。
開館時間 午前9時～午後9時
休 館 日
第1・3水曜日（祝日に当たるときは、その翌日）、年末年始

利用方法
・�施設を専用利用する場合：所定の申請書に必要事項を記
入し、利用料を納めてください。申込受付は、午前9時～
午後8時【守口市在住・在職・在学者が利用の場合は、利用
日の属する月の6か月前から】【上記以外の者が利用の場
合は、利用日の属する月の5か月前から】
・�個人で利用する場合：利用するときに、利用券発売機で
利用券を買って事務室へ【フィットネスルームの利用
は、講習会を受講する必要があります】

京阪守口市駅
ඦ՟店

守口จ化センター
エナジーホール

大枝神社

関西電力（ג）
守口変電所

大ࢬ公園༗ྉ公園ࢪ設
（ଟతٕٿ・ςχείーτ・相）
দԼொ����

開設時間
　午前8時～午後9時
休 業 日
　年末年始
　※�施設点検等のため臨時休
業することもあります。

利用方法
　事前登録・申込が必要です。
　詳しくは大枝公園WEBサイトもしくは大枝公園パーク
センターまでお問い合わせください。

大枝公園

大枝公園

☎06-6991-8200

開設時間
☆4月1日～9月30日：午前8時～午後6時
☆10月1日～3月31日：午前9時～午後5時
利用方法
　事前に団体登録が必要です。（構成員のおおむね8割以
上が、守口市在住・在職・在学者で構成された団体に限りま
す。）守口市民体育館に申し込んでください。申込受付は、
午前9時～午後8時【使用日の3か月前から3日前まで】

ཎՏෑ運ಈ
大日ொ�ஸ���の�൪ઌʙࠤଠொ�ஸ�の�൪ઌ

☎06-6992-8201（市民体育館）
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施設名 TEL 住所
守口市所 06-6992-1221 京阪本通2-5-5

大日サービスコーナー 06-6900-8230 大日東町1-32（イオンモール大日内）

施設名 TEL 住所
にじいろ認定こども園 06-6909-1122 藤田町1-57-19
外島認定こども園 06-6997-0484 外島町2-48
あおぞら認定こども園 06-6992-1674 寺方元町4-1-8

施設名 TEL 住所
一寺学園 06-6901-2400 金田町1-48-18
大阪国際大和田༮ஓ園 06-6902-5931 藤田町6-21-57
梶らいこうじ学園 06-6902-1160 梶町2-21-10
金田༮ஓ園 06-6901-8873 金田町2-27-10
白ඦ合༮ஓ園 06-6901-2881 梶町1-55-8
たちばな東こども園 06-6901-2763 大久保町4-1-20
守口中央こども園 06-6901-0521 佐太中町1-4-18
ゆずり༿こども園 06-6903-8406 藤田町4-27-21
らいこうじ学園 06-6902-3170 佐太中町6-53-12
ૣබ༮ஓ園 06-6991-2595 早苗町6-9
白ോチルドレンセン
ター八雲中 06-6909-0061 八雲中町1-22-3

土居ひまわりこども園 06-6991-2441 早苗町6-19
ひかり保育園 06-6909-3344 八雲東町2-39-13
みゆき西こども園 06-6991-2901 八雲西町2-27-9
・༮ஓ園ޚ
さくらんぼ保育園

06-6991-1822
06-6993-2570

桃町2-8
梅町3-2

北てらかた森のこども園 06-6998-7424 寺方本通1-3-4
三郷༮ஓ園 06-6991-1881 大枝東町2-9
寺内さくらこども園 06-6991-0497 寺内町2-9-16
高瀬ひまわりこども園 06-6996-0301 馬場町1-7-18
寺方༮ஓ園 06-6992-7090 寺方元町2-2-12
にしき認定こども園 06-6997-4008 寺方本通4-4-22
橋༮児ࣷ 06-6998-5321 大宮通1-14-20
守口東༮ஓ園
まこと保育園 06-6996-8787 寺方本通4-3-12

बֶલڭ育・保育ࢪ設

施設名 TEL 住所
守口市教育センター 06-6997-0703 京阪本通2-5-5
守口市立ਤ書館 06-6905-3921 大日町2-14-10
守口จ化センター
（エナジーホール） 06-6992-1276 河原町8-22

もりぐちྺ࢙館
「中西家住宅چ」 06-6903-3601 大久保町4-2-26

設ࢪڞ設守口市の公ࢪ育・จԽڭ

（※令和4年9月現在の施設一覧）

市立認定こども園

施設名 TEL 住所

教育総務課 06-6995-
3152・3161

京阪本通2-5-5学校教育課 06-6995-
3151・3155

保健給৯課 06-6995-
3154・3156

守口市教育委員会事務局

施設名 TEL 住所
お٬さまセンター・
業務担当

06-6991-
6772・6776

八雲北町3-37-31

お٬さまセンター・
設備担当 06-6991-6771

お٬さまセンター・
修理受付 06-6991-6777

水課 06-6991-6773
ড়水課 06-6991-6775
総務課 06-6991-6774
土・日曜、ॕ 日、夜間の
急修理ۓ 06-6991-6777

守口市水道局

施設名 TEL 住所
守口市
市民保健センター 06-6992-2217 大宮通1-13-7

守口市立児童センター 06-6902-1006 金田町1-4-1

守口市立わかくさ・
わかすぎ園 06-6996-0050 寺方本通3-1-20

守口市立わかたけ園 06-6997-4748
℻06-6997-4745 菊水通2-8-17

守口市障がい者・
高齢者交流会館

06-6991-5510
℻06-6991-5510 日吉町1-2-12

健康・ࢪࢱ設

守口市クリーンセンター

施設名 TEL 住所
廃棄物対策課 06-6991-3840 寺方錦通4-9-12

私立認定こども園（保育所部分・༮ஓ園部分）

-&・5ࡏ設の所ࢪ
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施設名 TEL 住所
グレース保育園 06-6901-8880 佐太東町2-4-12

第2一寺学園 06-6901-2411 梶町4-1-15

とも共同保育所
ともっこ園 06-6901-2377 梶町4-51-2

ポッポ保育園 06-6905-0550 佐太中町6-5-15

大日保育園第一 06-6916-5011
大日町3-4-36
NOORDWESTEN
大日ビル2F

大日保育園第二 06-6916-5022
大日町3-4-36
NOORDWESTEN
大日ビル3F

京阪グレース保育園 06-7507-2077 町1-5-9センター
アヴェニュー守口1F

コスモス共同保育所 06-6992-7249 八雲西町4-1-15

ઍ成ヤクルト　
ほくと保育園（˚） 06-6991-8963 北斗町10-8

下家庭保育所 06-7501-4466 八島町10-6

大日サンフレンζ
保育園 06-6905-8776 大日東町2-13

2F210号

大日第二サンフレン
ζ保育園 06-6908-5555 大日東町2-13

2F209号

ナースリーさくら 06-6993-3553 八島町2-8八島セン
トラルビル3F

ナースリー
さくら第二園 06-6993-3554 八島町2-8八島セン

トラルビル1・2F

FJOF　ひまわり保育園 06-6998-9090
日吉町2-6-6
アーバンエース守口
パル1F

施設名 TEL 住所
守口サンフレンζ
保育園 06-6115-5203 ๛ल町2-7-12

くろしお保育園 06-6996-1177 大枝東町18-13

寺内さくら　
つぼみルーム 06-4304-4363 河原町10-15

トークティ守口105

ちびっこランド
京阪守口園 06-6997-3001 河原町11-5

ビューハイツ守口1F

BBmCJ保育園 06-6998-7788 南寺方中通3-14-8

ピンクハート
こども園 06-6998-5232 長池町6-29

3BCCJU保育園 06-6991-9499 大宮通4-4-14

誠心保育園 06-6780-4023 寺内町2-9-38�1F

誠心第二保育園 06-6780-4122 寺内町2-9-38�2F

施設名 TEL 住所
守口༮ஓ園 06-6992-0109 町8-6

※�連携施設の実施については各小規模保育事業へご確認
ください。

私立༮ஓ園

施設名 TEL 住所
オリンピアおおぞら
保育園 06-6902-2250 藤田町5-2-5

あい保育園大日東 06-6995-4380 大日東町30-6

あい保育園町 06-6991-5100 町2-1-4

守口のぎく保育園 06-6439-8160 西郷通3-5-5

私立保育園

小規保育事業
事業所内保育事業（˚）
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施設名 TEL 住所
守口小学校 06-6991-2367 八島町13-40
庭窪小学校 06-6901-2369 佐太中町1-6-10
八雲小学校 06-6991-2490 八雲西町4-31-31
錦小学校 06-6998-3661 寺方錦通2-8-45
金田小学校 06-6901-6667 金田町3-11-11
梶小学校 06-6902-8300

梶町4-79-12梶小学校　17棟
（ふれあいの家） 06-6900-2081

藤田小学校 06-6903-2321 藤田町1-58-18
八雲東小学校 06-6909-3221 八雲東町2-77-7
佐太小学校 06-6902-1171 佐太中町6-11-51
下島小学校 06-6993-0201 下島町15-27
よつば小学校 06-6901-5425 大久保町2-17-26
さくら小学校 06-6992-6551 東光町2-1-4
寺方南小学校 06-6991-0642 寺方元町4-1-45

施設名 TEL 住所
中部エリア
コミュニティセンター 06-6991-0318 京阪本通2-5-5竹町10-1（体育室）

庭窪コミュニティセンター 06-6902-0580 佐太中町1-6-45

東部エリア
コミュニティセンター

06-6902-5500
大久保町1丁目南27-6
大久保町5-38-14
（東体育室）令和5年3
月末まで（予定）

未定
大久保町5丁目3番
48号（よつば未来体
育室・会議室）令和5
年4月以降（予定）

南部エリア
コミュニティセンター 06-6997-4120

大宮通1-13-7
大宮通3-9-39（体育室）
大宮通1-14-9
令和5年3月中に移転
予定

八雲東コミュニティセンター 06-6906-6300 八雲東町2-50-12

錦コミュニティセンター 06-6991-1548
菊水通4-21-18
菊水通4-20-10
令和5年度中に移転予定
菊水通4-20-8（体育室）

北部コミュニティセンター 06-6906-5400 淀江町6-3

西部コミュニティセンター 06-6993-1341
文園町8-8
文園町9-35
（レクリエーションホール）

開館時間 午前9時～午後10時
休 館 日 12月29日～翌年1月3日

ίϛϡχςΟセンター

施設名 TEL 住所

守口市民体育館 06-6992-8201 河原町9-2

大枝公園
有料公園施設 06-6991-8200 松下町1-80

淀川河川敷運動広場 06-6992-8201
（市民体育館）

大日町4-305-2
先～佐太西町1-8-6先

εϙーπࢪ設・ମ育ؗ

ߍֶ

市立小学校

施設名 TEL 住所
第一中学校 06-6991-0680 竹町12-29
庭窪中学校 06-6902-6951 佐太中町4-1-7
八雲中学校 06-6992-3920 八雲西町3-5-21
梶中学校 06-6902-0813 梶町4-28-5
大久保中学校 06-6902-1161 大久保町4-23-46
錦中学校 06-6998-6610 南寺方東通4-1-31
樟風中学校 06-6992-7181 西郷通3-14-60

市立中学校

施設名 TEL 住所
さつき学園 06-6991-0440 春日町13-26

市立義務教育学校

施設名 TEL 住所
守口市立
さつき学園　夜間学級 06-6991-0637 春日町13-26

夜間学級

施設名 TEL 住所
芦間高校 06-6993-7687 外島町1-43
守口東高校 06-6906-8211 八雲中町2-1-32

淀川工科高校 06-6952-0001 大阪市旭区太子橋3-1-32

府立高校

施設名 TEL 住所
大阪国際中学校高等学校 06-6992-5931 松下町1-28

私立中学校

施設名 TEL 住所
大阪国際滝井高校 06-6996-5691 馬場町2-8-24
大阪国際中学校高等学校 06-6992-5931 松下町1-28
大阪電気通信大学高校 06-6992-6261 橋波西之町1-5-18

私立高校

施設名 TEL 住所
松下看護専門学校 06-6991-0331 早苗町7-10

専門学校

私立大学
施設名 TEL 住所

大阪国際大学 06-6902-0791 藤田町6-21-57

私立短期大学
施設名 TEL 住所

大阪国際大学
短期大学部 06-6902-0791 藤田町6-21-57

府特別支援学校
施設名 TEL 住所

大阪府立守口支援学校
（小学部・中学部・高等部） 06-6993-2810 南寺方東通5-2-2
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市外局番は06です

医療機関名 所在地 電話番号
（医）愛泉会　愛泉会病院 八雲中町2-4-26 6904-1313
（医）健仁会　アイル
在宅医療クリニック 寺内町2-7-3-202 6998-1116

（医）秋田医院 東町1-12-1 6903-3050
秋山医院 松月町4-34 6991-2710
あずま在宅医療クリニック 紅屋町7-12（1F） 6991-8010
（医）天野医院 八雲西町2-16-13 6992-2326
（医）粟井胃腸科内科 淀江町3-7（1F） 6909-5101
石井内科医院 梶町4-4-12 6907-3712
（医）石田医院 金下町1-8-6 6992-8814
一井眼科医院 滝井元町3-2-11 6991-2746
（医）優和会　
いぬいクリニック 橋波東之町1-10-10 6996-3545

（医）井上医院 土居町3-9 6991-2931
（医）岩井医院 京阪本通1-3-2（4F） 6991-5587
（医）裕正会　
岩宮整形外科 大久保町2-26-10 6907-8853

内田診療所 東光町1-28-11 6992-2780
（医）卯月眼科 京阪本通1-3-2（4F） 6994-5125
（医）大江医院 東光町2-8-13 6992-2800
（一財）日本老人福祉財団
大阪ゆうゆうの里診療所 河原町10-15 6991-3636

大島医院 竜田通2-7-6 6991-2875
大槻医院 高瀬町5-6-15 6991-3576
（医）参樹会　
大月眼科本院 京阪本通1-1-10（1F） 6992-6827

大野クリニック 河原町13-13 6996-0333
岡井医院 竹町6-7 6991-4119
オカダ医院 西郷通3-2-14 6998-5508
岡見眼科 大久保町3-34-8（2F） 6916-8778
（医）小野山診療所 本町2-5-32 6991-0385
（医）垣鍔耳鼻咽喉科・
アレルギー科 八雲東町2-82-22（3F） 6780-1187

（医）梶浦眼科 大日町3-25-17 6901-2363
かじうらクリニック 大日町3-25-17 6901-2995
加藤クリニック 西郷通1-10-1（1F） 6992-8606
かまだ整形外科・内科 大枝北町1-1 6992-7572
川嶋レディースクリニック 京阪本通2-8-11（2F） 6995-5525
北川クリニック 京阪本通2-16-5（1F） 6993-0366
きたにし耳鼻咽喉科 淀江町3-7（2F） 6902-4133
北原医院 大久保町4-1-7 6902-3623

木下クリニック 八雲中町2-12 -26
（1F） 6903-1072

木股眼科医院 大枝北町1-20 6991-2730
（医）徳友会 木村眼科 大日東町1-18（3F） 6916-6950
（医）きよたクリニック 河原町10-15（1F） 6992-5517
吉良整形外科 高瀬町3-9-11 6998-7600
（医）結規会　
くさば眼科クリニック 大久保町5-68-9 6967-8809

桑名クリニック 滝井西町1-5-5 6993-0785
（医）再生未来　
京阪クリニック 大久保町3-34-8（2F） 6902-1001

（医）西浦会　京阪病院 八雲中町3-13-17 6908-2019
（医）さかいクリニック 大日東町1-18（3F） 6904-0005

医療機関名 所在地 電話番号
酒井内科 寺方元町1-16-18 6992-7655
坂口内科 本町1-6-13（1F） 6992-0565
さかもと整形 北斗町8-7-102 6996-8800
（医）博心会　
坂本整形外科 大久保町3-34-8（1F） 6900-7001

さくらクリニック 寺方錦通1-10-3 6994-8739
佐藤外科 金田町1-71-13 6901-2777
さらやあすなろ医院 松月町5-9 6991-2893
（医）塩見クリニック 金田町1-21-41 6901-7733
（医）しげた耳鼻咽喉科 小春町2-15（2F） 4250-1187
島野耳鼻咽喉科 橋波東之町2-9-16 6995-4187
（医）健智会
しみずファミリークリニック 藤田町5-8-5 6914-4390

（医）綾美会　白井医院 西郷通1-15-18 6991-3290
（医）すがの診療所 菊水通2-4-10 6996-3971
（医）杉島医院 大枝北町10-3 6991-2986
（社福）柏清会　
すずしろ園診療所 南寺方東通1-13-16 6992-7722

（社福）柏清会　
すずな園診療所 大宮通1-13-14 6995-0038

関谷クリニック 梅町11-1 6992-7778
たいようさんさん
在宅クリニック 金下町2-2-13 4250-9233

（医）髙井クリニック 金田町5-4-32 6916-8000
高橋クリニック 桜町6-8（2F） 6995-7528
竹田乳腺クリニック 大久保町3-34-8（2F） 6900-6262
（医）育眞会　
たしろクリニック 八雲北町2-26-2 6997-5020

田中医院 菊水通1-2-1 6992-7771
（医）ちぐさクリニック 佐太東町1-38-2（1F） 6905-8787
ちはるクリニック 八雲北町2-10-9（1F） 6991-8335
（医）辻耳鼻咽喉科医院 大久保町1-34-6 6901-3288
（医）健尚会　
つた耳鼻咽喉科 本町2-2-11（1F） 4250-8787

鶴見緑地苑診療所 菊水通3-16-2 6995-5005
（医）清水会　
鶴見緑地病院 南寺方南通3-4-8 6997-0101

（医）出口眼科医院 寺内町2-6-6 6991-2934
てらかたクリニック 南寺方中通2-2-23 6439-8063
どいクリニック 佐太東町1-22-11 6780-1580
戸田診療所 八雲東町2-57-6 6909-1318
中筋診療所 桜町4-18 6998-7899
中野耳鼻咽喉科医院 東町2-20-5 6906-8626
中村医院 大庭町1-22-21 6908-0037
（医）中村医院 京阪本通2-10-14 6991-1647
（医）なかむら眼科 佐太東町1-38-2（2F） 6900-6900
（社福）柏清会　
なずな園診療所 八雲北町2-26-1 6997-7270

（医）慈翔会　
沼脳神経外科クリニック 本町2-1-24（1F） 6967-8000

（社福）佐太善友会　
梅香苑診療所 佐太中町6-41-19 6900-5054

博多医院 寺方本通4-3-14 6993-4041
はかたクリニック 寺方元町1-16-18 6995-6780
橋本眼科 菊水通1-1-11 6998-3331
（医）橋本クリニック 金下町2-12-5 6991-2555

守口市医師会　会員一覧
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市外局番は06です

診療所名 診療所住所 電話番号
朝田歯科医院 梶町1-11-5 6780-3077

新井歯科クリニック 京阪本通1-3-6　
M’s FLAT 1F 6995-4712

荒木矯正歯科 大日町3-1-9
大日フクダビル 6916-1183

荒木歯科医院 京阪本通1-7-4
フロレアール守口1F 6995-1182

出田歯科医院 大宮通4-1-18 6997-5268
泉田歯科医院
守口市駅前診療所

河原町1-23
エル守口1F 6993-7290

伊地智歯科医院 寺内町2-9-41 6991-1085
イワサキ歯科 藤田町5-4-18 6905-3500
太西歯科医院 八雲西町2-24-7-201 6993-1864

岡本矯正歯科 寺内町2-7-27
富士火災ビル4F 6992-1012

おかもと歯科医院 南寺方中通3-1-12 6998-7455

オカモト歯科医院 大庭町1-1-3 エスポ
アール・ダンノ1F 6906-1664

岡本歯科診療所 寺方錦通3-1-10 6997-5633
甲斐歯科医院 京阪本通1-1-7 6991-2835
柿原歯科診療所 大久保町1-51-8 6905-1914

かない歯科医院 大門町1-2
エムロードビル1F 6995-2633

かわい歯科クリニック 京阪本通2-3-1
MTOSビル 6998-4617

川原歯科 東光町1-23-3 6991-3188
木崎歯科医院 橋波東之町1-4-26 6997-0001

喜多歯科医院 菊水通1-16-11
ルピナス南野1F 6994-6487

北田歯科 寺方元町2-5-15 6992-3271
常喜歯科医院 松下町1-33 6991-2426

太子橋駅前　島添歯科 京阪本通1-3-2
新近藤ビル3F 6997-6655

髙木歯科医院 八雲東町2-61-14 6906-5566
竹下歯科医院 金田町3-14-9 6905-8101
田中歯科 馬場町2-4-24 6998-7211

たにもと歯科 京阪北本通4-13　
カーサ北本通1F 6993-7711

つつみした歯科 南寺方南通1-12-7 6991-2282

寺田歯科医院 京阪本通2-16-21
寺田ビル203 6993-6060

寺西歯科クリニック 金下町1-8-6 6992-8777
寺野歯科医院 金下町1-4-10 6991-6553
ともや歯科 藤田町1-52-13 6904-8113
なかがわ歯科クリニック 金下町2-6-2 6994-6050

中辻歯科医院 藤田町1-2-27 シティ
ハイツ古川橋120号 6905-1706

なかにし歯科 金田町2-60-7
シティライフ中西1F 6903-6480

なかの歯科クリニック 西郷通4-4-12 6991-4488

なかむら歯科医院 大枝東町13-14
ラピスⅡ1F 6992-0648

中村歯科医院 藤田町4-1-15 6901-5880
にしお歯科クリニック 大日町2-1-27 6907-0222
西橋歯科医院 佐太中町3-17-19 6901-8148
ハシグチ歯科 東光町2-20-7 6991-0101

医療機関名 所在地 電話番号
菱田医院 南寺方中通1-5-1 6991-2872
福島医院 松月町2-20 6993-5050
（医）袋井医院 南寺方中通3-10-8 6995-2086
ふさおかこどもクリニック 日向町6-13 6991-1611
藤井医院 京阪本通2-15-4 6991-0613
（医）藤原眼科クリニック 西郷通4-3-11 6996-3617
ふたむら皮膚科 小春町2-15（2F） 6991-3724
（社福）優喜会　
フローラルクリニック 大日町1-11-11 6907-1371

（医）まちだクリニック 梅園町2-30（2F） 6995-5699
パナソニック健康保険組合
松下記念病院 外島町5-55 6992-1231

パナソニック健康保険組合
健康管理センター 外島町5-55 6992-7070

まつもとクリニック 日吉町1-2-9（1F） 6998-2115
（医）水谷クリニック 八雲北町3-37-40 6992-3333
（医）恵珠会　
みずたに皮膚科 京阪本通2-3-5（1F） 6996-2810

むらかわ内科 大久保町5-68-9 6995-4749
村田内科クリニック 南寺方中通1-7-32 6995-6600
（医）誠心会　森口医院 大枝西町15-8 6991-0593
（社医）弘道会　
守口生野記念病院 佐太中町6-17-33 6906-1100

（社医）彩樹　守口
けいじん会クリニック 早苗町3-7 6995-1000

（社医）彩樹　
守口敬仁会病院 八雲東町2-47-12 6906-9000

（医）博愛会　
守口診療所 東光町1-22-20 6992-1081

（医）裕仁会 森整形外科 小春町2-15（1F） 6998-6668
（社福）しらゆり園　
特別養護老人ホーム
守口荘診療所

八雲中町3-13-17 6906-0554

（医）慈恩会　
森脇クリニック 南寺方東通3-1-14 6995-7700

（医）山中クリニック 佐太東町2-3-5 6905-2255
（医）山本診療所 小春町2-15（3F） 6997-1188
吉岡医院 京阪北本通4-7 6991-2859
よしおかクリニック 滝井西町2-2-6 4397-7230
吉岡内科クリニック 本町2-11（4F） 6995-6855
よしなかクリニック 京阪本通2-3-1（2F） 6991-6276
（医）佑希会　米田医院 藤田町4-48-5 6916-0300
（医）創健会　
賴内科胃腸科 滝井元町1-8-7（1F） 6991-6311

（医）英進会　
良本循環器内科 長池町5-1 6991-1547

守口市ࣃՊ医師会　会員一覧

91

２３０１守口市6(SG90)行政最終.indd   91 2022/12/15   13:45:11



診療所名 診療所住所 電話番号
はまさか歯科医院 竹町7-10 6993-0889
はやし歯科医院 大宮通4-11-24 6992-4550
菱田歯科医院 日吉町2-3-5 6996-5565

藤井歯科 本町2-5-18
CIDビル2F 6991-2477

ふじしろ歯科 大久保町3-5-20
三東ハイツ1階 6901-6714

眞舘歯科 東町2-14-7 6901-6827
まつむら歯科クリニック 京阪本通2-3-10 6780-4618

三浦歯科医院 河原町10-15
テルプラザ226号 6994-0918

水谷歯科医院 滝井元町1-8-7-101 6994-8148
村橋歯科 佐太東町2-4-15 6780-2500

森歯科医院 竜田通2-1-13
サンシャインM 1F 6998-4503

山崎歯科診療所 梅園町1-5 6991-3424

山中歯科医院 大日町2-1-7
エトワール大日201号 6904-1155

山本歯科医院 高瀬町2-5-6 6991-0323
山本歯科医院 西郷通1-2-2 6991-3159
山本歯科医院 大日町4-8-18 6903-4070
山本歯科医院 金田町2-13-14 6902-4886

吉田歯科医院 八雲西町1-1-1
セントロアサネ2F 6997-7228

わたなべ歯科医院 藤田町5-16-1　 6907-8148
障がい者歯科
（あおば歯科診療所）

大宮通1-13-7　守口市
市民保健センター1Ｆ

6992-2223
℻06-6998-3762

守口市休日応急歯科診療所 大宮通1-13-7　守口市
市民保健センター1Ｆ 6998-9945

薬局名 所在地 電話番号
クオール薬局　
寺方本通店 寺方本通1-4-3 6991-1921

健民薬局　菊水店 菊水通2-9-23 4250-2355
げんき薬局 梶町4-54-7 6900-5011
小林盛大堂　横山薬局 河原町7-9 6992-2488

櫻十字薬局　守口店 大久保町5-68-9
エクセレントコート102 6900-6060

サン薬局　守口高瀬店 高瀬町3-9-10
ラ・フォーレ高瀬101 6995-5200

三晃薬局 寺方錦通3-1-19 6997-0088

サンプラザ調剤薬局 京阪本通1-3-2　
守口富士ビル4F 6997-2502

サンプラザ薬局　西郷 西郷通4-4-10　西郷
マンションⅡ　1F 6998-3311

サンプラザ薬局　
鶴見緑地 南寺方南通3-4-12 6993-8691

サンライトげんき薬局
寺方店 寺方錦通1-10-40 6993-0073

シンバシ薬局 松月町2-19
松月ビル1F 6998-5316

滝井薬局 紅屋町4-11 6993-0409
多田薬局 大枝東町13-3 6991-1384
玉井薬局 寺内町2-2-15　エル守口 6997-1822
たんぽぽ薬局　滝井店 紅屋町5-13　1F 4250-3311

ちーぷ薬局 本町2-2-11　アヴェーレ
守口駅前ビル1F 6998-3151

なないろ薬局 寺内町2-7-3
サンキュービル203 6967-8570

ねね薬局 橋波東之町2-9-14 6991-2211

のぞみ調剤薬局 西郷通1-15-1　第三
エス・ケイビル1F 6991-8911

ハート薬局 大久保町3-34-8 6916-8501
阪神調剤薬局　守口店 北斗町8-13 6997-7337
東町ほほえみ薬局 東町1-7-14 6900-8639
一二三薬局 金下町1-4-13 6991-0086
ファミリー薬局 平代町6-15-101 6995-7870

ファミリエ薬局 佐太東町2-9-10
ジャガー・イーストビル3F 6900-3777

ヘルシー21
スミヨシ薬局 八雲東町2-82-22 6900-8567

べビー薬局 藤田町1-51-1 6902-2355
みさき薬局 藤田町4-48-2 6780-0828
みどり薬局　守口店 守口市佐太中町6-20-8 6900-7400
守口大日薬局 八雲東町2-49-6 6901-3619
守口チトセ薬局 西郷通1-9-23 6992-1144

守口なのはな薬局 河原町10-15　
テルプラザ1F 6997-8808

守口まこと薬局 佐太東町1-23-11 6916-8666
薬師堂薬局 南寺方中通3-10-6 6996-8218
八雲薬局 淀江町3-5 6908-1530
ヨコヤマ薬局 八雲東町2-61-9 6908-7562
りぼん薬局 小春町1-6 6993-0046
わかたけ薬局 大枝西町15-7 6993-5010
わかば薬局 金下町2-13-6 6993-4343

薬局名 所在地 電話番号

アイビー薬局 北斗町8-7
センチュリー北斗101号 6996-6007

アイン薬局 北斗町8-14 6997-7375
アカカベ薬局　寺方店 寺方本通3-1-5 6997-8930
アカカベ薬局
守口松下町店 松下町12-5 6995-0930

あすなろ薬局 東光町1-28-12 6995-0111

あすなろ薬局　大庭店 大庭町2丁目1-11
シャネルハイツ1階 6900-1155

アピス薬局　土居店 日吉町1-1-10
プレミール1F 6997-8120

イオン薬局　大日店 大日東町1-18 6900-1895
いちご薬局 佐太東町1-38-5 6780-5815
一又薬局 小春町5-3 6991-0858
いわさ薬局 金田町1-21-5 6901-1231
カメイ調剤薬局　
守口大和田店

藤田町5-8-5　ガー
ネフリューゲル102 6780-3090

カモミール薬局 梅園町2-33　
エムワイビル1F 6997-1144

カンポウ・クラフト
彩雲堂薬局 馬場町1-4-20 6992-0051

清田薬局 祝町9-18 6991-0987
キリン堂薬局守口店 大久保町3-34-14 4252-1205
ギンカイ薬局 京阪本通1-1-14 6993-5877
キンダ薬局 金田町4-3-17 6905-0619
銀明堂薬局　守口店 大枝北町1-24 6992-1123
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